
資料 1   

特定廃棄物管理施設の変更に係る設計及び工事の方法の認可申請書に係る確認事項について 
 

令和 3年 7月 15 日 
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

大洗研究所 環境保全部 
◕廃棄物管理設備本体の管理施設の一部変更（遮蔽スラブ） 
 確認事項 対応状況 

【事実確認】 

1 
Ⅰ-3 申請設備に係る放射線による被ばくの防止に関する計算書及び IV技術基準への適合に関する説明書 別紙 3 におけるスカイシャイン線
の DOT による計算について、入力値や計算結果の JAEA 内での確認方法を説明してください。 
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2 
IV 技術基準への適合に関する説明書別添－5 で参照している別紙 1 遮蔽スラブの設置に伴う荷重の評価について、追加設置する遮蔽スラブ
の施工方法（打ち増し）を考慮した評価になっているか。 

【記載の充実】 

3 
〇固体集積保管場Ⅰの建家は耐震 Cクラスだが、遮蔽スラブや廃棄体への波及的影響の有無について説明が必要ではないか。 また、 C クラ
スの設計としつつ建家の遮蔽に期待するとしている点について合理的な説明が必要ではないか。 
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4 
〇本設工認の詳細設計を説明する上で必要となる許可の基本設計について、『VI設計及び工事の計画に係る「廃棄物管理事業変更許可申請書」
との整合性に関 する説明書』において網羅的に示し、 設工認本文に整理すること。 少なくとも以下の事項については記戟が不足している
と考えており、他の条文についても確認いただきたい。 

5 〇先述の許可整合との関係を整理したうえで、技術基準規則の関係を再度整理すること。 

6 

〇IV 技術基準への適合に関する説明書 別添の説明の中に、「遮蔽スラブは、・・・固体集積保管場Ⅰの主要な設備及び機器であることから、
本条項は該当しない。」という記述が見受けられる（第 5条、第 8条、第 9条、第 1 7 条）が、意味するところは何か。 

基準適合性について、各条文について適合の要否が理由と共に論理的に記戟されているか。また、適合要となる条文において、基準適合の
考え方は必要十分か。 

7 
〇IV 技術基準への適合に関する説明書 別添－14、第 14 条の説明でフォークリフトについて記載があるが、追加設置する遮蔽スラブの施工
方法（打ち増し）を考慮すると施工にフォークリフトは使用しないのではないか。 

8 〇IV 技術基準への適合に関する説明書 別添－20、第 20 条の中で評価結果が 50µ,Sv/y を下回ることを記載すべきではないか。 

9 
〇遮蔽評価では遮蔽スラブの最小値が必要であるが、荷重による評価（技術基準規則第 5 条地盤、第 17 条第 2 項管理施設関係）では最大値
が必要と考えられる。そのため、本－3など遮蔽スラブの打増しの厚みの範囲（最小値と最大値）を記載すること。 

10 
〇IV 技術基準への適合に関する説明書 別紙 1におけるブロック型廃棄物パッケージの下部にかかる荷重について、作業に伴う短期荷重につ
いても評価を記戟し、ブロック型廃棄物バッケージが損壊しないことを記戟すること。 

11 
〇IV 技術基準への適合に関する説明 別添－5、第 5条において、固体集積保管場 lが耐震 Cクラスであることを踏まえて、地震力が作用し
た場合の説明が必要ではないか。 

12 
〇IV 技術基準への適合に関する説明 別紙 1において、遮蔽スラブの追加に伴う接地圧の評価を床が受ける荷重の評価とすることが適切であ
ることの説明が必要ではないか。また、接地圧の評価においては、ブロック型廃棄物パッケージ、遮蔽スラブの荷重のみではなく、天井、壁、
床、基礎の荷重を加味した評価が必要ではないか。 
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【事実確認】１ 

 

Ⅰ-3 申請設備に係る放射線による被ばくの防止に関する計算書及び IV 技術基準への適

合に関する説明書 別紙 3 におけるスカイシャイン線の DOT による計算について、入力

値や計算結果の JAEA 内での確認方法を説明してください。 

 

 

大洗研究所の廃棄物管理施設では、廃棄物管理事業変更許可申請書の添付書類二に示し

たとおり、理事長をトップマネジメントとした品質保証体制の下、品質マネジメント活動

を実施することとしている。環境保全部長は、品質マネジメント活動を確実に実施するた

めの要領を定めており、品質保証審査機関としては、環境保全部内に環境保全部品質保証

技術検討会を設けている。 

同検討会では、廃棄物管理施設の設計及び工事の計画の認可申請も対象となっており、

本件も審議している。 

設計及び工事の計画の認可申請書については、品質マネジメントに係る要領等に基づい

て、チェックシートを用い、作成後の記載事項の確認を廃棄物管理課内において、また、

環境保全部内で申請に係る手続き前にそれぞれダブルチェックを実施している。ダブルチ

ェックの確認者は、環境保全部長が指名する複数の確認者の中から 2 名を、課室長が指名

している。更に、申請書の提出前に、乱丁及び落丁がないことを原本と付き合わせて確認

している。 

環境保全部内のダブルチェックの結果は、大洗研究所における原子炉施設等安全審査委

員会においても、確認している。 

 

なお、別紙３については、申請書に記載のとおり、遮蔽スラブの隙間の影響について、

隙間なしの場合の計算値に対する隙間ありの場合の計算値の増分（倍数）を求めることと

したため、事業変更許可申請の際に使用したモデル（入力）を基に、隙間のデータを加え

る手法とした。 

具体的には、隙間ありのモデル（入力）を作成し、隙間のデータを間違えた際に、事業

変更許可申請の際の隙間なしのデータと一致しなくなるポイントを定め、この数字を比較

した。間違えた際、一致しなくなるポイントは、一層目の外周までの半径と二層目の外周

までの半径である。また、隙間の入力値は、隙間幅 2cm の場合、別紙 3-8 ページに示す図

2 のとおりであり、モデル（入力）について、図 2 に記載した隙間内径と隙間外径の数値

と比較すると共に計算結果も確認しており、入力を変えた際、パラメータの変化と計算結

果の変化を比較している 

図 2 は、隙間幅 2cm の場合の代表例であり、RZ モデルの入力値を計算するためもので

あり、計算の途中結果も記載しており、その結果を手計算により確認している。 

図 2については、申請書に添付しているものであり、品質マネジメントに係る要領等に

基づく確認において記載事項の確認におけるダブルチェックで確認している。 
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【事実確認】２ 

 

IV 技術基準への適合に関する説明書別添－5 で参照している別紙 1 遮蔽スラブの設置に伴う荷

重の評価について、追加設置する遮蔽スラブの施工方法（打ち増し）を考慮した評価になってい

るか。 

 

 

別紙１「遮蔽スラブの設置に伴う荷重の評価について」は、固体集積保管場Ⅰに遮蔽ス

ラブを追加設置した後の床及びブロック型廃棄物パッケージにかかる最大となる荷重を

算定し、構築物の設計条件である常時接地圧又はブロック型廃棄物パッケージの製作仕様

である基準強度と比較している。 

評価では、１項では遮蔽スラブ追加設置に伴う評価、２項では遮蔽スラブ下部のブロッ

ク型廃棄物パッケージ自体の評価を行っている。また、３項では、短期で積載荷重が増え

るケースを想定し、その中で最も厳しい条件で評価している。 

遮蔽スラブの遮蔽の追加の施工における荷重も含めて評価していることを別紙１に記

載する。 

今回の設工認の範囲は、打ち増しのみであるが、評価としては、今後、遮蔽スラブ（J

型）と遮蔽スラブ（E型）を組み合わせた使用方法が考えられることから、今後も含めた

保守的な評価である。 

また、別紙１については、遮蔽スラブの最大重量であるＬ型で評価を行った。 

 

なお、遮蔽スラブ（J 型）と遮蔽スラブ（E 型）を組み合わせた使用方法については、

別に設工認申請を行う。 
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設 計 及 び 工 事 の 方 法 
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1. 廃棄物管理設備本体の管理施設の構成及び申請範囲 

 

廃棄物管理設備本体の管理施設は、次の各施設から構成される。 

(1) 固体集積保管場Ⅰ 

(2) 固体集積保管場Ⅱ 

(3) 固体集積保管場Ⅲ 

(4) 固体集積保管場Ⅳ 

(5) α固体貯蔵施設 

上記のうち、(1) 固体集積保管場Ⅰは、次の各設備から構成される。 

1) 竪積保管設備 

2) 遮蔽スラブ 

3) フォークリフト 

今回申請する範囲は、 (1) 固体集積保管場Ⅰのうち、2）遮蔽スラブの遮蔽の

追加に関するものである。 
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2. 準拠した法令、基準及び規格 

 

本申請に係る遮蔽スラブの設計及び工事は、次の法令等に基づき行う。 

・「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和32年6月10日法

律第166 号） 

・「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令」（昭和32年11月

21日政令第324号） 

・「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規

則」（昭和63年11月7日総理府令第47号） 

・「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（平成25年12月6日

原子力規制委員会規則第31号） 

・「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則」

（令和2年3月17日原子力規制委員会規則第10号） 

・「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規

則」（令和2年1月23日原子力規制委員会規則第2号） 

・「日本産業規格（JIS）」（日本規格協会） 

・「建築工事標準仕様書・同解説（JASS）」(日本建築学会） 
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3. 設計の基本方針 

 

固体集積保管場Ⅰは、線量の高いβ・γ固体廃棄物を鉄筋コンクリート製の容器

に封入したブロック型廃棄物パッケージを集積保管する施設である。定置後のブロ

ック型廃棄物パッケージから放出される放射線を遮蔽するため、これまではブロッ

ク型廃棄物パッケージを２段積みした上部を完全に覆うように約40㎝厚さの鉄筋コ

ンクリート製の遮蔽スラブを定置してきた。今後、固体集積保管場Ⅰへの廃棄物パ

ッケージの集積に伴い周辺監視区域外の線量の上昇が想定されることから、場内に

定置済みの遮蔽スラブ全数について、コンクリート厚さで20㎝以上の遮蔽を追加施

工することで、周辺監視区域外の実効線量を低減する設計とする。 
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4. 設 計 

4.1 設計条件 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(1) 廃棄物管理施設は、平常時において、人の居住の可能性のある周辺監視区域外

の最大となる場所における直接線及びスカイシャイン線による線量が、年間50μ

Sv以下となるよう、建物のコンクリート壁、廃棄体の適切な配置等により遮蔽を

行う。 

(2) 固体集積保管場Ⅰには遮蔽機能を設ける施設であり、遮蔽機能として遮蔽スラ

ブ及び周囲壁を設ける設計にとする。 

(3) 遮蔽設備に開口部又は配管その他貫通部分がある場合であって放射線障害を防

止する必要がある場合には、放射線の漏えいを防止するための措置を講ずる。 

 

4.2 設計仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 設 名 称 管理対象物 最大管理能力（m3） 

固体集積保管場Ⅰ 廃棄体 3,980 

遮 蔽 周辺監視区域外における実効線量：50μSv/年以下 

遮

蔽

ス

ラ

ブ 

打
ち
増
し 

型    式 － 鉄筋コンクリート製 

主要材料 

型   枠 － 
JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板

及び鋼帯）に定めるSGCC 

鉄   筋 － 
JIS G 3112（鉄筋コンクリート

用棒鋼）に定めるSD295A 

コンクリート － 

普通コンクリート 

（設計基準強度21.0 N/㎜2以上） 

（密  度 2.1 g/㎝3以上） 

主要寸法 厚 さ cm 20以上（型枠を含む。） 

数    量 －   一式 * 
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* : 遮蔽を追加する定置済み遮蔽スラブ416個について、打ち増しする数量 

遮 

蔽 

ス 

ラ 
ブ 

型    式 - 鉄筋コンクリート製 

主 

要 
寸 

法 

Ａ型 

短辺×長辺 cm 34 × 260 

厚   さ cm 19.5以上 

個   数 個 6 

Ｂ型 

短辺×長辺 cm 83 × 335 

厚   さ cm 19.5以上 

個   数 個 3 

Ⅽ型 

短辺×長辺 cm 106 × 212 

厚   さ cm 19.5以上 

個   数 個 56 

Ｄ型 

短辺×長辺 cm 106 × 262 

厚   さ cm 19.5以上 

個   数 個 7 

Ｅ型 

短辺×長辺 cm 130 × 320 

厚   さ cm 19.5以上 

個   数 個 55 

Ｆ型 

短辺×長辺 cm 130 × 350 

厚   さ cm 19.5以上 

個   数 個 18 

Ｇ型 

短辺×長辺 cm 106 × 212 

厚   さ cm 39.5以上 

個   数 個 36 

Ｈ型 

短辺×長辺 cm 106 × 252  

厚   さ cm 39.5以上 

個   数 個 80 

Ｉ型 

短辺×長辺 cm 106 × 282 

厚   さ cm 39.5以上 

個   数 個 7 

Ｊ型 

短辺×長辺 cm 130 × 320 

厚   さ cm 39.5以上 

個   数 個 200 

Ｋ型 

短辺×長辺 cm 156 × 252 

厚   さ cm 39.5以上 

個   数 個 15 

Ｌ型 

短辺×長辺 cm 156 × 282 

厚   さ cm 39.5以上 

個   数 個 1 

Ｍ型 

短辺×長辺 cm 34 × 247 

厚   さ cm 19.5以上 

個   数 個 1 

Ｎ型 

短辺×長辺 cm 156 × 212 

厚   さ cm 39.5以上 

個   数 個 1 
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定置済み遮蔽スラブの数量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* : 20㎝厚さの遮蔽スラブを組み合わせて定置している箇所の下段の数量（48個）

の配置及び未定置遮蔽スラブ（Ｊ型：17個及びＫ型：5個）を除く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固体集積保管場Ⅰにおける定置済み遮蔽スラブ 

 

型 数量(個) 

Ａ型 6  

Ｂ型 3  

Ｃ型 56  

Ｄ型 7  

Ｅ型 23  

Ｆ型 2  

Ｇ型 36  

Ｈ型 80  

Ｉ型 7  

Ｊ型 183  

Ｋ型 10  

Ｌ型 1  

Ｍ型 1  

Ｎ型 1  

14 種類合計       416 * 
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設計仕様の打ち増しとは、遮蔽スラブの厚さが60㎝以上となるよう、厚さ40㎝の定

置済みの遮蔽スラブ（既存遮蔽スラブ）の上面に枠を設置し、そこに厚さ20㎝以上と

なるようコンクリートを打設するものである。打ち増しの構造を図４に示す。 

なお、今後新たにブロック型廃棄物パッケージを集積保管する場合は、既存の遮蔽

スラブ（J型）の上に厚さ20㎝以上の遮蔽スラブ（Ｅ型）とブロックを組み合わせて配

置することから、別に設計及び工事の計画の認可申請を行う。 
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図４ 打ち増しの構造 
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1
30

±
2.

6

320±3.6

吊手 鉄筋

2
0以

上

〔単位：cm〕

既存遮蔽スラブ（Ｊ型）

〔 Ｊ型遮蔽スラブでの例 〕

型枠

既存遮蔽スラブが 

遮蔽スラブ（Ｊ型）での例 
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5. 工事の方法 

5.1 工事の方法及び手順 

本申請に係る工事の方法及び手順を図５－１に示す。 

廃棄物管理設備本体の管理施設の一部変更は、固体集積保管場Ⅰに設置している厚

さ約 40 ㎝の鉄筋コンクリート製の遮蔽スラブの上部にコンクリート厚さで 20 ㎝以上

の遮蔽を追加施工するものである。 

 

5.2 工事上の留意事項 

本申請に係る工事及び検査に当たっては、既設の安全機能を有する施設等に影響を

及ぼすことがないよう、作業管理等の必要な措置を講じ実施する。 

 

5.3 使用前事業者検査の項目及び方法 

試験・検査は、工事の工程に従い、次の項目について実施する。 

なお、検査の詳細については、「使用前事業者検査要領書」に定める。 

(1) 構造、強度及び漏えいの確認に係る検査 

① 外観検査 

方法：外表面を目視により確認する。 

判定：外表面に著しいかき傷、打痕、亀裂など有害な欠陥がないこと。 

② 材料検査 

方法：コンクリート素材（セメント、粗骨材及び細骨材）及び鉄鋼材料が規

格のとおりであることを試験成績書又はミルシートにより確認する。 

判定：コンクリート素材（セメント、粗骨材及び細骨材）が日本産業規格

（JIS A 1102、JIS R 5210）のとおりであること。また、鉄筋及び鋼板

が日本産業規格（JIS G 3302 、JIS G 3112）のとおりであること。 

③ コンクリート圧縮強度試験 

方法：コンクリート打設時に採取した供試体の材令４週時における圧縮強度

試験を行い、規定値以上であることを確認する。 

判定：コンクリートの圧縮強度が 30 N/mm2以上であること。 

 

(2) 機能及び性能の確認に係る検査 

① 構造検査 

方法：打ち増しコンクリートの厚さ及びコンクリート密度が所定の値以上で

あることを確認する。 
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判定：打ち増し部の厚さが 20 ㎝以上、コンクリート密度が 2.1 g/cm3 以上

であること。 

 

(3) 本申請に係る工事が本申請書に従って行われたものであることの確認に係る検査 

① 設計変更の生じた構築物等に対する適合性確認結果の検査（適合性確認検査） 

方法：設計の変更が生じた構築物等について、本申請書の「設計及び工事の

方法」に従って行われていることを、記録等により確認する。 

判定：本申請書の「設計及び工事の方法」に従って行われていること。 

② 品質管理の方法に関する検査（品質管理検査） 

方法：本申請書の「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載

した「廃棄物管理施設品質マネジメント計画書（ＱＳ－Ｐ０８）」に従

って工事及び検査に係る保安活動が行われていることを確認する。 

判定：本申請書の「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載

した「廃棄物管理施設品質マネジメント計画書（ＱＳ－Ｐ０８）」に従

って工事及び検査に係る保安活動が行われていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

遮蔽スラブ（打ち増し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記号 

（外）：外観検査 

（構）：構造検査 

（材）：材料検査 

（圧）：コンクリート圧縮強度試験 

（適）：適合性確認検査 

（品）：品質管理検査*1 

 

*1：品質管理検査は、工事の状況等を

踏まえ適切な時期で実施する。 

 

 

図５－１ 遮蔽スラブに係る工事の方法及び手順   

 
コンクリート打設 

 
素 材 入 手 

 
材 料 取 り 

（材） 

（材） 

 
型枠・鉄筋組立 

 
完        了 

（工場） 

（現地） 

（圧）、（構） 

（外）、（適）、（品） 



 
 

 

 

 

 

 

 

２． 申請設備に係る放射線による被ばくの防止に関する計算書 
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１．廃棄体のインベントリーについて 

  スカイシャイン線の計算に使用する廃棄体のインベントリー（60Co の放射能）は、ブロック

型廃棄物パッケージの保管要領から、ブロック型廃棄物パッケージの上面及び側面の最大の表

面線量率が、上段で 1mSv/h、下段で 2mSv/h となるよう、2次元 Sn 輸送計算コード（DOT）によ

りＲＺ体系にて算出した。 

  DOT によるブロック型廃棄物パッケージＢ-Ⅰ型の解析モデル図を図 1に、ブロック型廃棄物

パッケージＢ-Ⅲ型の解析モデル図を図 2に示す。 

  計算の結果、ブロック型廃棄物パッケージＢ-Ⅰ型の場合、最大の表面線量率が 1mSv/h とな

るインベントリーは 2.41×1011Bq、2mSv/h となるインベントリーは 4.82×1011Bq、ブロック型

廃棄物パッケージＢ-Ⅲ型の場合、最大の表面線量率が 1mSv/h となるインベントリーは 4.12×

1010Bq、2mSv/h となるインベントリーは 8.25×1010Bq となった。 

  また、表面線量率が最大となった部位は、インベントリーを均質としているため、ブロック

型廃棄物パッケージの上面及び側面について、遮蔽厚さが最小の部位となり、図 1 及び図 2 の

「×」で示した部位である。実際のブロック型廃棄物パッケージは非均質であることから、最

大の表面線量率が上面となることがあるが、これまでのブロック型廃棄物パッケージの表面線

量率の実績から本計算に用いたインベントリーへの影響を評価すると、最大でも係数で平均0.8

程度であり、今後もこれまでの管理手法にてブロック型廃棄物パッケージを製作することから、

本計算に用いたインベントリーに問題はない。 

  

２．スカイシャイン線の評価について 

2.1 各ブロック型廃棄物パッケージからの線量率について 

  固体集積保管場Ⅰのスカイシャイン線の評価については、まず、対象とするブロック型廃棄

物パッケージ上下 1 組について評価モデルを次のとおり設定し、一般的に DOT-DOT 接続法と呼

ばれる手法により、各ブロック型廃棄物パッケージからの線量率を評価した。 

   評価モデルはＲＺ体系とし、断面積ライブラリーは DLC-23E を用い、線量率の算出には ICRP 

Pub.74 の換算係数を用いた。 

  ブロック型廃棄物パッケージの上に設置する遮蔽スラブ及び周囲に配置する空のブロック型

廃棄物パッケージ（空容器）を遮蔽物（密度：2.2g/cm3）とすることにより、線量率を低減さ

せることとした。 

 

 (1) 評価モデルの設定の考え方 

  ① 対象とするブロック型廃棄物パッケージの周囲の廃棄物のモデル化について 

   対象とするブロック型廃棄物パッケージ上下１組の周囲の廃棄物のモデル化は、周囲二層

目までを対象とし、周囲三層目以遠の評価結果は、周囲二層目の評価結果を用いることとし

た。これにより、周囲三層目以遠の評価は安全側となる。 
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   周囲一層目については、周囲 8 組（上 8 個、下 8 個）の廃棄物について、上面から見た断

面積を保存し、リング状、かつ、対象とするブロック型廃棄物パッケージの周りの空間が最

大となるように、リングの外径が周囲の廃棄物の対角線と同じになるよう配置した。周囲二

層目（16 組の廃棄物）についても同様とした。対象とするブロック型廃棄物パッケージの周

りの空間を最大とすることにより、斜め上方へ向かうガンマ線の評価が安全側となる。 

    対象とするブロック型廃棄物パッケージ及び周囲の廃棄物のモデル化の概念を図 3 に示す。 

    なお、各リングの寸法を求める一般式は次のとおりである。 

    まず、 

    ｌ0：廃棄体の表面から隣接する廃棄体の表面までの距離(Ⅰ型：30cm Ⅲ型：40cm) 

    ｒ0：廃棄体の半径(Ⅰ型：65cm Ⅲ型：53cm) 

    ｒs：廃棄体の線源の半径(Ⅰ型：12.5cm Ⅲ型：12.5cm) 

とすると、 

    ｒ1o：周囲一層目の廃棄体リングの外径 

    ｒ1i：周囲一層目の廃棄体リングの内径 

    ｒs1o：周囲一層目の廃棄体の線源リングの外径 

    ｒs1i：周囲一層目の廃棄体の線源リングの内径 

は、 

    ｒ1o＝√ (2ｒ0＋ｌ0)＋ｒ0 

    ｒ1i＝√(((√ (2ｒ0＋ｌ0)＋ｒ0)2)－8ｒ0
2) 

    ｒs1o＝(ｒ1o＋ｒ1i)/2＋ｘ1 

    ｒs1i＝(ｒ1o＋ｒ1i)/2－ｘ1 

となる。ここで、 

    ((ｒ1o＋ｒ1i)/2＋ｘ1)2－((ｒ1o＋ｒ1i)/2－ｘ1)2＝8ｒs
2 

である。また、 

    ｒ2o：周囲二層目の廃棄体リングの外径 

    ｒ2i：周囲二層目の廃棄体リングの内径 

    ｒs2o：周囲二層目の廃棄体の線源リングの外径 

    ｒs2i：周囲二層目の廃棄体の線源リングの内径 

は、 

    ｒ2o＝√ (4ｒ0＋2ｌ0)＋ｒ0 

    ｒ2i＝√(((√ (4ｒ0＋2ｌ0)＋ｒ0)2)－16ｒ0
2) 

    ｒs2o＝(ｒ2o＋ｒ2i)/2＋ｘ2 

    ｒs2i＝(ｒ2o＋ｒ2i)/2－ｘ2 

となる。ここで、 

    ((ｒ2o＋ｒ2i)/2＋ｘ2)2－((ｒ2o＋ｒ2i)/2－ｘ2)2＝16ｒs
2 

である。 
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  ② ブロック型廃棄物パッケージから内部周囲壁までの距離について 

   平成25年 12月 18日以降の固体集積保管場Ⅰのブロック型廃棄物パッケージの配置を考慮

し、ブロック型廃棄物パッケージから固体集積保管場Ⅰの内部周囲壁までの距離が最大とな

る条件とした。内部周囲壁までの距離を最大とすることにより、斜め上方へ向かうガンマ線

の評価が安全側となる。 

   モデルに用いたブロック型廃棄物パッケージから固体集積保管場Ⅰの内部周囲壁までの距

離を図 4に示す。 

 

  ③ ブロック型廃棄物パッケージから評価点までの距離及び高さについて 

直接線及びスカイシャイン線からの実効線量の評価は、評価対象の施設から距離が近く、

かつ、評価において影響の大きい周辺監視区域境界を評価点とした。評価点を図 5に示す。 

ここで、固体集積保管場Ⅰからの影響が大きくなると考えられる評価点Ｄ地点及び評価点

Ｅ地点の選定理由を次に示す。 

 

評価点Ｄ地点 ： 固体集積保管場Ⅰ内で東側から西側に廃棄物パッケージを保管してい

く方法における途中段階での廃棄物パッケージと内部周囲壁の距離が一

番遠くなる方向（西側）であるとともに、固体集積保管場Ⅰから西側の

周辺監視区域境界までの最短距離の地点 

評価点Ｅ地点 ： 固体集積保管場Ⅰから北側の周辺監視区域境界までの最短距離の地点 

 

   固体集積保管場Ⅰから評価点Ｄ地点までの断面を図 6 に、固体集積保管場Ⅰから評価点Ｅ

地点までの断面を図 7に示す。 

   ブロック型廃棄物パッケージから評価点までの距離は、固体集積保管場Ⅰ内でのブロック

型廃棄物パッケージの配置を考慮した実際の距離とした。 

なお、高さ方向の寸法については実寸法とした。 

   本評価モデルにおいては、図 4 に示すとおりブロック型廃棄物パッケージから固体集積保

管場Ⅰの内部周囲壁までの距離を設定しているため、固体集積保管場Ⅰの内部周囲壁から評

価点までの距離を短くすることで、廃棄物から評価点までの距離を実距離に設定した。 

   評価点の高さについては、人の胸の高さを考慮し、地面から 1.2m 上方（図中に白丸「○」

で示す。）とした。評価に使用した計算コードでの軸方向評価メッシュサイズから、他の公衆

被ばくと同様の全身被ばくの評価となるメッシュサイズに相当する評価値を得ることができ

なかったため、評価点の高さを地面から 1.2m 上方としたが、その妥当性については、人の全

身（約 2m）が含まれる評価メッシュの全てについて、メッシュサイズの重みづけを考慮して、

全身被ばくに用いることができる平均的な評価値を求め、これと 1.2m 位置を含むメッシュの

値を比較することで確認している。比較した結果を表 1 に示す。表 1 に示すとおり、評価に
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用いる水平方向の距離を含むメッシュ（評価モデル中心からの距離：73.6～203.5m）におい

ては、1.2m 位置を含むメッシュの値が大きくなっており、全身被ばくを評価するための評価

値として、1.2m 位置を含むメッシュの値を採用しても問題ない。 

 

  ④ 固体集積保管場Ⅰの内部周囲壁の高さ及び厚さについて 

   固体集積保管場Ⅰの内部周囲壁は方向によって高さが異なるため、最も低い高さ（西側：

3.5m）とした。厚さは 40cm とした。内部周囲壁の高さを最も低い高さとすることにより、斜

め上方へ向かうガンマ線の評価が安全側となる。 

 

  ⑤ 遮蔽スラブの設置状況について 

   固体集積保管場Ⅰが満杯状態でない場合、ブロック型廃棄物パッケージの上に設置する遮

蔽スラブは、固体集積保管場Ⅰの内部周囲壁に対し三方向（北側、東側、南側）は接してい

るが、残りの一方向（西側）は接していないため、遮蔽スラブが内部周囲壁に接していない

モデルとした。厚さは、設計の 60cm に対し安全側に 59cm とした。遮蔽スラブが内部周囲壁

に接していないモデルとすることにより、斜め上方へ向かうガンマ線の評価が安全側となる。 

 

  ⑥ 固体集積保管場Ⅰの周囲の土砂について 

   固体集積保管場Ⅰの周囲には、北側及び北西側に土砂があるが、土砂がない西側（評価点

Ｄ地点側）をモデルとした。遮蔽となる土砂を考慮しないことから、安全側の評価となる。 

   本評価モデルにおいては、図 4 に示すとおりブロック型廃棄物パッケージから固体集積保

管場Ⅰの内部周囲壁までの距離を設定し、また、廃棄物から評価地点までの距離を実距離に

設定しているため、土砂が少なく、かつ、最も西側にあるブロック型廃棄物パッケージから

評価点までの距離が実距離になるよう、固体集積保管場Ⅰの内部周囲壁から評価点Ｄ地点の

手前の坂までの距離を短くした。 

 

 (2) ＲＺ体系の評価モデル 

   上述の「(1) 評価モデルの設定の考え方」から、評価点Ｄ地点及び評価点Ｅ地点に対する

ＲＺ体系の評価モデルは同じものとなった。また、対象とするブロック型廃棄物パッケージ

上下 1組のみの場合（空容器無し）、対象とするブロック型廃棄物パッケージ上下 1組と周囲

の廃棄体一層の場合（空容器一層）及び対象とするブロック型廃棄物パッケージ上下 1 組と

周囲の廃棄体二層の場合（空容器二層）の 3つの評価モデルを作成した。 

   「(1) 評価モデルの設定の考え方」に基づき作成したＲＺ体系の評価モデルを、ブロック

型廃棄物パッケージＢ-Ⅰ型について図 8、図 9 及び図 10 に、ブロック型廃棄物パッケージ

Ｂ-Ⅲ型について図 11、図 12 及び図 13 に示す。 
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 (3) 評価方法 

   対象とするブロック型廃棄物パッケージ上下 1 組について 3 つの評価モデルごとに、各ブ

ロック型廃棄物パッケージからの線量率を評価した。 

   本スカイシャイン線の評価においては、固体集積保管場Ⅰの周辺の広大な空間（密度の希

薄な空気が広い領域にわたり取り囲んでいる）を計算体系に含めることから、DOT を用いる

場合、そのままでは角度分点の方向に沿って放射線束が強調され、角度分点間に挟まれた谷

の部分で、ガンマ線束レベルが低下する結果が算出される（レイ・エフェクトが表れる（図

14 参照））。このため、これを回避する標準的な手法の初回衝突線源法を用い、以下のステッ

プに分けて実施した(1)。 

 

  ① 漏えいガンマ線束の算出 

   DOT を用いて、固体集積保管場Ⅰの天井及び壁を透過する漏えいガンマ線束を計算する。 

   なお、固体集積保管場Ⅰに天井はあるが、内部周囲壁との関係から、最も低い内部周囲壁

の高さの面を天井と仮定する。また、内部周囲壁を壁とする。 

 

  ② 仮想点線源への変換 

   固体集積保管場Ⅰの天井及び壁からの漏えいガンマ線束について角度束を、角度分布を持

つ仮想点線源に変換する。その際、接続面での総漏えい量を保存する。 

   なお、本評価においては、天井からの漏えいガンマ線束のみを考慮している。これは、ブ

ロック型廃棄物パッケージＢ-Ⅲについて、対象とするブロック型廃棄物パッケージのみの場

合のモデルにて、天井からの漏えいガンマ線束と壁からの漏えいガンマ線束について、次に

示す手法にてそれぞれ線量率を計算した結果、天井からの漏えいガンマ線束の場合は 2.90×

10-3μSv/h、壁からの漏えいガンマ線束の場合は 5.61×10-11μSv/h となり、壁からの漏えい

ガンマ線束は無視できる。 

 

  ③ 初回衝突線源の作成 

   DOT の補助コードとして公開されている GRTUNCL(2)を用いて、ステップ②で作成した仮想点

線源に基づき、初回衝突線源を作成する。 

 

  ④ ガンマ線のスカラー束の計算 

   DOT を用いて、初回衝突線源を線源とした各メッシュでのガンマ線のスカラー束を算出す

る。 

 

⑤ 線量率の算出 

   各メッシュのガンマ線のスカラー束に ICRP Pub.74 の換算係数を乗じて、各メッシュの線

量率（μSv/h）を算出する。 
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上述の「④ ガンマ線のスカラー束の計算」を基に求めた接続面高さ（天井高さ（Ｚ：6.6

m））での径方向線量率分布を図 15 に示す。 

図 15 に示すとおり、体系中心での線量率は高い値を示しており、レイ・エフェクトを回避

するために行った、初回衝突線源法による結果が表れている。 

また、対象とするブロック型廃棄物パッケージ上下 1組のみ（空容器無し）の場合、接続

面高さでの体系中心よりも外側に大きなピークがあり（図 16 参照）、ブロック型廃棄物パッ

ケージの側面から斜め上方へ抜けるガンマ線による結果を表している。 

 

⑥ ブロック型廃棄物パッケージの配置と使用する評価モデルのメッシュ 

   ＲＺ体系の評価モデルのメッシュについて、Ｚ方向（高さ）については、評価点と同じ高

さのメッシュとする。 

また、Ｒ方向（水平距離）については、対象とするブロック型廃棄物パッケージから評価

点までの水平距離にあるメッシュとする。ただし、評価点から見て横方向のブロック型廃棄

物パッケージの種類ごとの各列は同一の水平距離とし、この各列について最も評価点に近い

ブロック型廃棄物パッケージと評価点との水平距離にあるメッシュとする。 

評価点の高さ及び対象とするブロック型廃棄物パッケージから評価点までの距離と、これ

に該当する各メッシュの線量率を評価点Ｄ地点について表 2 に、評価点Ｅ地点について表 3

に示す。 

 

2.2 評価点における各ブロック型廃棄物パッケージからの線量率の合算について 

次に、上述の「2.1 各ブロック型廃棄物パッケージからの線量率について」で算出した各ブ

ロック型廃棄物パッケージを対象とした線量率の評価結果を合算し、評価点Ｄ地点及び評価点

Ｅ地点の年当たりの線量（μSv/年）を算出した。 

 

  ① ブロック型廃棄物パッケージの配置と使用する評価結果（線量率）の関係 

固体集積保管場Ⅰ内のブロック型廃棄物パッケージのうち、最外周のブロック型廃棄物パ

ッケージについては、対象とするブロック型廃棄物パッケージ上下 1 組と周囲の廃棄体一層

の場合の評価結果（線量率）を使用する。また、最外周から一層内側の周以内のブロック型

廃棄物パッケージについては、対象とするブロック型廃棄物パッケージ上下 1 組と周囲の廃

棄体二層の場合の評価結果（線量率）を使用する。 

最外周のブロック型廃棄物パッケージは内部周囲壁に隣接するため、内部周囲壁側に他の

廃棄体はないが、隣接する内部周囲壁によって横方向のガンマ線が直ちに遮られることから、

内部周囲壁までの距離を十分にとった評価モデルとなっている。対象とするブロック型廃棄

物パッケージ上下 1組と周囲の廃棄体一層の場合の評価結果を上回ることはない。 

最外周から一層内側の周のブロック型廃棄物パッケージについても同様であることから、

対象とするブロック型廃棄物パッケージ上下 1 組と周囲の廃棄体二層の場合の評価結果を使
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用する。 

   ブロック型廃棄物パッケージの配置と使用する評価結果の関係を図 17 に示す。 

 

  ② ブロック型廃棄物パッケージの列ごとの評価結果（合算） 

   図 17 に示すブロック型廃棄物パッケージの配置と使用する評価結果の関係から、ブロック

型廃棄物パッケージの列ごとについて、対象とするブロック型廃棄物パッケージ上下 1 組と

周囲の廃棄体一層の場合の評価結果を用いる個数及び対象とするブロック型廃棄物パッケー

ジ上下 1組と周囲の廃棄体二層の場合の評価結果を用いる個数を求める。 

この求めた個数を表 2 及び表 3 の評価結果に乗じることにより、ブロック型廃棄物パッケ

ージの列ごとの線量率として合算する。 

なお、対象とするブロック型廃棄物パッケージ上下１組と周囲の廃棄体一層の場合につい

ては、評価点から見て 5 列程度をまとめて評価結果に個数を乗じることとし、対象とするブ

ロック型廃棄物パッケージ上下１組と周囲の廃棄体二層の場合については、評価点から見て

最前列の評価結果に個数を乗じることとする。このように、評価点に近い側の評価結果にま

とめることにより、安全側の評価結果となる。 

 

  ③ ブロック型廃棄物パッケージの評価結果（合算） 

   上述の「② ブロック型廃棄物パッケージの列ごとの評価結果（合算）」を全て合算（μSv/h）

し、これに 24h/日及び 365 日/年を乗じて年当たりの線量率（μSv/年）とする。 

   ブロック型廃棄物パッケージの配置と使用する評価モデルの関係から合算までの手法及び

用いた数値等をまとめ、これを図示したものを、評価点Ｄ地点について図 18 に、評価点Ｅ地

点について図 19 に示す。 

    また、評価点Ｅ地点については、平成 25 年 12 月 18 日の配置を変更しないことを考慮し

て、表面線量率の実績を用いた評価を図 20 に示す。 

なお、製作するブロック型廃棄物パッケージの最大の表面線量率を用いて評価した結果

（図 19）は、平成 25 年 12 月 18 日までに配置したブロック型廃棄物パッケージにあっては

表面線量率の実績を用いて評価した結果（図 20）と比較して、保守的な結果となっている。 

 

 ④ 評価結果 

   固体集積保管場Ⅰについて、必要な遮蔽を設け、上述の手法にて、評価点Ｄ地点及び評価

点Ｅ地点に対しスカイシャイン線による線量率を評価した結果、評価点Ｄ地点については5.7

μSv/年、評価点Ｅ地点については 25μSv/年となった。 

 

３．直接線の評価について 

固体集積保管場Ⅰから評価点までは、図 6 及び図 7 に示すとおり十分な厚みを有する土砂が

あるため、直接ガンマ線の評価は無視できる。 
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４．他の施設からの寄与を加えた結果について 

他の施設からの寄与を加えた評価点Ｄ地点及び評価点Ｅ地点の結果は、評価点Ｄ地点が 29μ

Sv/年、評価点Ｅ地点が 34μSv/年であり、50μSv/年を下回る。 

 

５．参考資料 

(1) 小佐古敏荘・笹本宣雄 共編 原子力教科書 放射線遮蔽 平成 22 年 3 月 25 日 

(2) R.L.Childs GRTUNCL First collision Source Program, ORNL Informal Notes (1982) 
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図 1 ブロック型廃棄物パッケージＢ-Ⅰ型の断面図及び解析図 

ブロック型廃棄物パッケージⅠ型
(単位：cm）

140.0
30.0

25.0

130.0

64.5

79.5

ブロック型廃棄物パッケージＢ-Ⅰ型の断面図 

線源 

ブロック型廃棄物パッケージＢ-Ⅰ型の解析図（ＲＺ体系） 

空気 空気 空気

コンクリート コンクリート 空気

線源 コンクリート 空気
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コンクリート 
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図 2 ブロック型廃棄物パッケージＢ-Ⅲ型の断面図及び解析図 

×：最大点 

ブロック型廃棄物パッケージＢ-Ⅲ型の解析図（ＲＺ体系） 

空気 空気 空気

コンクリート コンクリート 空気

線源 コンクリート 空気

コンクリート コンクリート 空気

空気 空気 空気

12.5
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40.5
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7747.0

cm

37.5

cm

30.0

cm

52.5
cm

120

cm

310
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53.0 cm 

310.0 

120.0 

ブロック型廃棄物パッケージⅢ型
(単位：cm）

120.030.0

67.5

52.5

106.0

25.0

（断面図） ブロック型廃棄物パッケージＢ-Ⅲ型の断面図 

コンクリート 

コンク 

リート 

線源 



 
 

 

図 3 対象とするブロック型廃棄物パッケージ及び周囲の廃棄体のモデル化 

対象とするブロック型廃棄物パッケージ上下 1組と周囲の廃棄体二層の場合 

対象とするブロック型廃棄物パッケージ上下 1組と周囲の廃棄体一層の場合 

対象とするブロック型廃棄物パッケージ上下 1組のみの場合 

実際 モデル 
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図 4 ブロック型廃棄物パッケージから固体集積保管場Ⅰの内部周囲壁までの距離 
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図 5 直接線及びスカイシャイン線からの実効線量の評価点 



 
 

 

 

図 6 廃棄物から評価点Ｄ地点までの断面図 
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図 7 廃棄物から評価点Ｅ地点までの断面図 

〔単位： m〕 

固体集積保管場Ⅰ 
内部周囲壁 

土砂 

64.6 

2.2 

モデル高さ 6.8 

モデル高さ 3.1 

1.2 
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：評価点 
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表 1（1） 評価点の高さの妥当性確認のための比較（Ｂ－Ⅰ型Ｄ地点の場合） 

地面から全身
（約2ｍ）が含ま
れる全評価メッ
シュの値を平均

した値　(1)

地面から1.2m
上方の位置を
含むメッシュ
の値　(2)

差
(2) － (1)

地面から全身
（約2ｍ）が含ま
れる全評価メッ
シュの値を平均

した値　(1)

地面から1.2m
上方の位置を
含むメッシュ
の値　(2)

差
(2) － (1)

70.1 2.05E-05 2.06E-05 4.15E-08 166.8 3.45E-06 3.46E-06 8.99E-09

71.3 1.99E-05 2.00E-05 4.10E-08 167.2 3.43E-06 3.44E-06 9.31E-09

72.6 1.93E-05 1.93E-05 4.38E-08 167.6 3.41E-06 3.42E-06 9.63E-09

74.0 1.86E-05 1.87E-05 4.81E-08 168.0 3.39E-06 3.40E-06 9.87E-09

75.5 1.80E-05 1.81E-05 5.13E-08 168.4 3.37E-06 3.38E-06 1.01E-08

77.0 1.73E-05 1.74E-05 5.15E-08 168.8 3.34E-06 3.35E-06 1.03E-08

78.7 1.67E-05 1.67E-05 4.94E-08 169.3 3.32E-06 3.33E-06 1.05E-08

80.6 1.60E-05 1.60E-05 4.70E-08 169.7 3.30E-06 3.31E-06 1.06E-08

82.6 1.53E-05 1.53E-05 4.51E-08 170.2 3.27E-06 3.28E-06 1.06E-08

84.8 1.46E-05 1.46E-05 4.35E-08 170.7 3.24E-06 3.25E-06 1.05E-08

87.3 1.38E-05 1.38E-05 4.18E-08 171.3 3.22E-06 3.23E-06 1.03E-08

90.1 1.30E-05 1.30E-05 3.97E-08 171.8 3.19E-06 3.20E-06 9.93E-09

93.4 1.22E-05 1.22E-05 3.77E-08 172.4 3.16E-06 3.17E-06 9.58E-09

97.2 1.13E-05 1.13E-05 3.54E-08 173.1 3.12E-06 3.13E-06 9.19E-09

101.8 1.03E-05 1.03E-05 3.30E-08 173.8 3.09E-06 3.10E-06 8.84E-09

107.7 9.18E-06 9.21E-06 3.06E-08 174.6 3.05E-06 3.06E-06 8.59E-09

114.3 8.19E-06 8.21E-06 2.76E-08 175.4 3.02E-06 3.02E-06 8.47E-09

120.2 7.47E-06 7.49E-06 2.47E-08 176.3 2.97E-06 2.98E-06 8.42E-09

124.8 6.94E-06 6.96E-06 2.25E-08 177.2 2.93E-06 2.94E-06 8.45E-09

128.6 6.53E-06 6.55E-06 2.09E-08 178.3 2.88E-06 2.89E-06 8.53E-09

131.9 6.20E-06 6.22E-06 1.95E-08 179.6 2.83E-06 2.84E-06 8.61E-09

134.7 5.92E-06 5.94E-06 1.82E-08 181.0 2.77E-06 2.78E-06 8.63E-09

137.2 5.68E-06 5.70E-06 1.69E-08 182.6 2.70E-06 2.71E-06 8.65E-09

139.4 5.48E-06 5.49E-06 1.57E-08 184.4 2.63E-06 2.64E-06 8.51E-09

141.4 5.30E-06 5.31E-06 1.45E-08 186.0 2.57E-06 2.58E-06 8.33E-09

143.3 5.14E-06 5.15E-06 1.34E-08 187.4 2.52E-06 2.53E-06 8.21E-09

145.0 4.99E-06 5.01E-06 1.24E-08 188.7 2.48E-06 2.48E-06 8.17E-09

146.5 4.86E-06 4.87E-06 1.16E-08 189.8 2.44E-06 2.45E-06 8.16E-09

148.0 4.74E-06 4.75E-06 1.09E-08 190.7 2.40E-06 2.41E-06 8.17E-09

149.4 4.63E-06 4.64E-06 1.03E-08 191.6 2.37E-06 2.38E-06 8.11E-09

150.7 4.53E-06 4.54E-06 9.85E-09 192.4 2.35E-06 2.35E-06 7.99E-09

151.9 4.44E-06 4.45E-06 9.27E-09 193.2 2.32E-06 2.33E-06 7.78E-09

153.1 4.35E-06 4.36E-06 8.73E-09 193.9 2.30E-06 2.30E-06 7.54E-09

154.2 4.27E-06 4.27E-06 8.26E-09 194.6 2.27E-06 2.28E-06 7.27E-09

155.2 4.19E-06 4.20E-06 8.01E-09 195.2 2.25E-06 2.26E-06 7.05E-09

156.2 4.12E-06 4.12E-06 7.96E-09 195.7 2.23E-06 2.24E-06 6.84E-09

157.2 4.05E-06 4.06E-06 8.15E-09 196.3 2.22E-06 2.22E-06 6.68E-09

158.1 3.99E-06 4.00E-06 8.45E-09 196.8 2.20E-06 2.20E-06 6.50E-09

158.9 3.93E-06 3.94E-06 8.84E-09 197.3 2.18E-06 2.19E-06 6.36E-09

159.8 3.88E-06 3.89E-06 9.23E-09 197.8 2.17E-06 2.17E-06 6.21E-09

160.6 3.82E-06 3.83E-06 9.53E-09 198.2 2.15E-06 2.16E-06 6.12E-09

161.1 3.80E-06 3.81E-06 9.94E-09 198.6 2.14E-06 2.14E-06 6.02E-09

161.3 3.79E-06 3.80E-06 9.95E-09 199.0 2.12E-06 2.13E-06 5.96E-09

161.5 3.78E-06 3.79E-06 9.95E-09 199.4 2.11E-06 2.12E-06 5.91E-09

161.7 3.76E-06 3.77E-06 9.87E-09 199.8 2.10E-06 2.10E-06 5.86E-09

161.9 3.75E-06 3.76E-06 9.70E-09 200.2 2.09E-06 2.09E-06 5.77E-09

162.1 3.74E-06 3.74E-06 9.40E-09 200.5 2.08E-06 2.08E-06 5.69E-09

162.4 3.72E-06 3.73E-06 9.08E-09 200.8 2.06E-06 2.07E-06 5.57E-09

162.6 3.71E-06 3.71E-06 8.72E-09 201.2 2.05E-06 2.06E-06 5.46E-09

162.8 3.69E-06 3.70E-06 8.38E-09 201.5 2.04E-06 2.05E-06 5.34E-09

163.1 3.68E-06 3.68E-06 7.99E-09 201.8 2.03E-06 2.04E-06 5.26E-09

163.3 3.66E-06 3.67E-06 7.67E-09 202.1 2.02E-06 2.03E-06 5.19E-09

163.6 3.65E-06 3.65E-06 7.35E-09 202.4 2.02E-06 2.02E-06 5.14E-09

163.8 3.63E-06 3.64E-06 7.13E-09 202.7 2.01E-06 2.01E-06 5.08E-09

164.1 3.61E-06 3.62E-06 6.98E-09 202.9 2.00E-06 2.00E-06 5.05E-09

164.3 3.60E-06 3.60E-06 7.00E-09 203.2 1.99E-06 1.99E-06 4.99E-09

164.6 3.58E-06 3.59E-06 7.04E-09 203.4 1.98E-06 1.99E-06 4.96E-09

164.9 3.56E-06 3.57E-06 7.19E-09 203.7 1.97E-06 1.98E-06 4.94E-09

165.2 3.54E-06 3.55E-06 7.36E-09 203.9 1.97E-06 1.97E-06 4.95E-09

165.5 3.53E-06 3.53E-06 7.66E-09 204.2 1.96E-06 1.96E-06 4.95E-09

165.8 3.51E-06 3.52E-06 7.97E-09 204.4 1.95E-06 1.96E-06 4.92E-09

166.2 3.49E-06 3.50E-06 8.34E-09 204.6 1.95E-06 1.95E-06 4.83E-09

166.5 3.47E-06 3.48E-06 8.64E-09 204.9 1.94E-06 1.94E-06 4.72E-09

評価モデル
中心からの

距離
（ｍ）

線量率（μSv/h）

評価モデル
中心からの

距離
（ｍ）

線量率（μSv/h）
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表 1（2） 評価点の高さの妥当性確認のための比較（Ｂ－Ⅰ型Ｅ地点の場合） 

地面から全身
（約2ｍ）が含ま
れる全評価メッ
シュの値を平均

した値　(1)

地面から1.2m
上方の位置を
含むメッシュ
の値　(2)

差
(2) － (1)

地面から全身
（約2ｍ）が含ま
れる全評価メッ
シュの値を平均

した値　(1)

地面から1.2m
上方の位置を
含むメッシュ
の値　(2)

差
(2) － (1)

70.1 2.47E-05 2.65E-05 1.76E-06 166.8 3.78E-06 3.86E-06 7.48E-08

71.3 2.39E-05 2.56E-05 1.66E-06 167.2 3.76E-06 3.84E-06 7.42E-08

72.6 2.31E-05 2.47E-05 1.56E-06 167.6 3.74E-06 3.81E-06 7.36E-08

74.0 2.23E-05 2.38E-05 1.46E-06 168.0 3.72E-06 3.79E-06 7.30E-08

75.5 2.15E-05 2.28E-05 1.37E-06 168.4 3.69E-06 3.76E-06 7.23E-08

77.0 2.06E-05 2.19E-05 1.27E-06 168.8 3.67E-06 3.74E-06 7.17E-08

78.7 1.97E-05 2.09E-05 1.18E-06 169.3 3.64E-06 3.71E-06 7.10E-08

80.6 1.89E-05 1.99E-05 1.09E-06 169.7 3.62E-06 3.69E-06 7.03E-08

82.6 1.79E-05 1.89E-05 9.98E-07 170.2 3.59E-06 3.66E-06 6.95E-08

84.8 1.70E-05 1.79E-05 9.09E-07 170.7 3.56E-06 3.63E-06 6.87E-08

87.3 1.61E-05 1.69E-05 8.21E-07 171.3 3.53E-06 3.60E-06 6.79E-08

90.1 1.51E-05 1.58E-05 7.35E-07 171.8 3.50E-06 3.56E-06 6.71E-08

93.4 1.40E-05 1.47E-05 6.48E-07 172.4 3.46E-06 3.53E-06 6.62E-08

97.2 1.29E-05 1.35E-05 5.62E-07 173.1 3.43E-06 3.49E-06 6.52E-08

101.8 1.17E-05 1.22E-05 4.79E-07 173.8 3.39E-06 3.46E-06 6.43E-08

107.7 1.04E-05 1.08E-05 3.86E-07 174.6 3.35E-06 3.41E-06 6.33E-08

114.3 9.19E-06 9.50E-06 3.09E-07 175.4 3.31E-06 3.37E-06 6.21E-08

120.2 8.33E-06 8.59E-06 2.56E-07 176.3 3.26E-06 3.32E-06 6.09E-08

124.8 7.70E-06 7.92E-06 2.19E-07 177.2 3.21E-06 3.27E-06 5.96E-08

128.6 7.21E-06 7.40E-06 1.94E-07 178.3 3.16E-06 3.22E-06 5.82E-08

131.9 6.81E-06 6.99E-06 1.77E-07 179.6 3.10E-06 3.16E-06 5.66E-08

134.7 6.49E-06 6.65E-06 1.63E-07 181.0 3.03E-06 3.09E-06 5.50E-08

137.2 6.21E-06 6.37E-06 1.53E-07 182.6 2.96E-06 3.01E-06 5.32E-08

139.4 5.98E-06 6.12E-06 1.44E-07 184.4 2.88E-06 2.93E-06 5.12E-08

141.4 5.78E-06 5.91E-06 1.36E-07 186.0 2.81E-06 2.86E-06 4.95E-08

143.3 5.59E-06 5.72E-06 1.29E-07 187.4 2.75E-06 2.80E-06 4.81E-08

145.0 5.43E-06 5.55E-06 1.21E-07 188.7 2.70E-06 2.75E-06 4.70E-08

146.5 5.28E-06 5.39E-06 1.16E-07 189.8 2.66E-06 2.70E-06 4.59E-08

148.0 5.14E-06 5.26E-06 1.14E-07 190.7 2.62E-06 2.66E-06 4.49E-08

149.4 5.02E-06 5.13E-06 1.11E-07 191.6 2.58E-06 2.63E-06 4.40E-08

150.7 4.92E-06 5.02E-06 1.08E-07 192.4 2.55E-06 2.59E-06 4.32E-08

151.9 4.82E-06 4.92E-06 1.05E-07 193.2 2.52E-06 2.56E-06 4.25E-08

153.1 4.72E-06 4.83E-06 1.02E-07 193.9 2.50E-06 2.54E-06 4.20E-08

154.2 4.64E-06 4.74E-06 9.96E-08 194.6 2.47E-06 2.51E-06 4.14E-08

155.2 4.56E-06 4.66E-06 9.73E-08 195.2 2.45E-06 2.49E-06 4.08E-08

156.2 4.49E-06 4.58E-06 9.50E-08 195.7 2.43E-06 2.47E-06 4.03E-08

157.2 4.42E-06 4.51E-06 9.29E-08 196.3 2.41E-06 2.45E-06 3.98E-08

158.1 4.35E-06 4.44E-06 9.10E-08 196.8 2.39E-06 2.43E-06 3.94E-08

158.9 4.29E-06 4.38E-06 8.93E-08 197.3 2.37E-06 2.41E-06 3.89E-08

159.8 4.23E-06 4.32E-06 8.76E-08 197.8 2.35E-06 2.39E-06 3.86E-08

160.6 4.18E-06 4.26E-06 8.60E-08 198.2 2.34E-06 2.38E-06 3.82E-08

161.1 4.15E-06 4.23E-06 8.51E-08 198.6 2.32E-06 2.36E-06 3.78E-08

161.3 4.13E-06 4.22E-06 8.47E-08 199.0 2.31E-06 2.35E-06 3.75E-08

161.5 4.12E-06 4.20E-06 8.43E-08 199.4 2.29E-06 2.33E-06 3.72E-08

161.7 4.11E-06 4.19E-06 8.39E-08 199.8 2.28E-06 2.32E-06 3.69E-08

161.9 4.09E-06 4.18E-06 8.35E-08 200.2 2.27E-06 2.31E-06 3.67E-08

162.1 4.08E-06 4.16E-06 8.30E-08 200.5 2.26E-06 2.29E-06 3.64E-08

162.4 4.06E-06 4.15E-06 8.26E-08 200.8 2.25E-06 2.28E-06 3.62E-08

162.6 4.05E-06 4.13E-06 8.21E-08 201.2 2.23E-06 2.27E-06 3.60E-08

162.8 4.03E-06 4.12E-06 8.17E-08 201.5 2.22E-06 2.26E-06 3.57E-08

163.1 4.02E-06 4.10E-06 8.12E-08 201.8 2.21E-06 2.25E-06 3.55E-08

163.3 4.00E-06 4.08E-06 8.08E-08 202.1 2.20E-06 2.24E-06 3.53E-08

163.6 3.99E-06 4.07E-06 8.03E-08 202.4 2.19E-06 2.23E-06 3.51E-08

163.8 3.97E-06 4.05E-06 7.98E-08 202.7 2.18E-06 2.22E-06 3.49E-08

164.1 3.95E-06 4.03E-06 7.94E-08 202.9 2.17E-06 2.21E-06 3.47E-08

164.3 3.94E-06 4.02E-06 7.89E-08 203.2 2.17E-06 2.20E-06 3.45E-08

164.6 3.92E-06 4.00E-06 7.84E-08 203.4 2.16E-06 2.19E-06 3.43E-08

164.9 3.90E-06 3.98E-06 7.79E-08 203.7 2.15E-06 2.18E-06 3.41E-08

165.2 3.88E-06 3.96E-06 7.74E-08 203.9 2.14E-06 2.18E-06 3.39E-08

165.5 3.86E-06 3.94E-06 7.69E-08 204.2 2.13E-06 2.17E-06 3.37E-08

165.8 3.84E-06 3.92E-06 7.64E-08 204.4 2.13E-06 2.16E-06 3.35E-08

166.2 3.82E-06 3.90E-06 7.59E-08 204.6 2.12E-06 2.15E-06 3.34E-08

166.5 3.80E-06 3.88E-06 7.53E-08 204.9 2.11E-06 2.14E-06 3.33E-08

評価モデル
中心からの

距離
（ｍ）

線量率（μSv/h）

評価モデル
中心からの

距離
（ｍ）

線量率（μSv/h）
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表 1（3） 評価点の高さの妥当性確認のための比較（Ｂ－Ⅲ型Ｄ地点の場合） 

地面から全身
（約2ｍ）が含ま
れる全評価メッ
シュの値を平均

した値　(1)

地面から1.2m
上方の位置を
含むメッシュ
の値　(2)

差
(2) － (1)

地面から全身
（約2ｍ）が含ま
れる全評価メッ
シュの値を平均

した値　(1)

地面から1.2m
上方の位置を
含むメッシュ
の値　(2)

差
(2) － (1)

70.4 5.03E-05 5.04E-05 6.59E-08 169.6 8.74E-06 8.76E-06 1.78E-08

71.2 4.94E-05 4.94E-05 6.62E-08 170.2 8.67E-06 8.68E-06 1.79E-08

72.1 4.84E-05 4.85E-05 6.61E-08 170.7 8.60E-06 8.61E-06 1.81E-08

73.0 4.74E-05 4.75E-05 6.65E-08 171.1 8.55E-06 8.57E-06 1.88E-08

73.9 4.64E-05 4.65E-05 6.80E-08 171.4 8.51E-06 8.53E-06 1.85E-08

74.8 4.54E-05 4.55E-05 7.01E-08 171.7 8.47E-06 8.49E-06 1.79E-08

75.8 4.44E-05 4.45E-05 7.16E-08 172.0 8.43E-06 8.45E-06 1.70E-08

76.8 4.34E-05 4.35E-05 7.26E-08 172.3 8.39E-06 8.41E-06 1.63E-08

77.9 4.24E-05 4.25E-05 7.29E-08 172.7 8.35E-06 8.37E-06 1.60E-08

79.0 4.13E-05 4.14E-05 7.31E-08 173.0 8.31E-06 8.32E-06 1.59E-08

80.1 4.03E-05 4.04E-05 7.23E-08 173.4 8.26E-06 8.28E-06 1.61E-08

81.4 3.92E-05 3.93E-05 6.99E-08 173.8 8.21E-06 8.23E-06 1.62E-08

82.7 3.82E-05 3.82E-05 6.74E-08 174.2 8.16E-06 8.18E-06 1.65E-08

84.0 3.71E-05 3.71E-05 6.61E-08 174.6 8.11E-06 8.13E-06 1.68E-08

85.5 3.59E-05 3.60E-05 6.49E-08 175.1 8.05E-06 8.07E-06 1.70E-08

87.0 3.48E-05 3.49E-05 6.35E-08 175.6 8.00E-06 8.01E-06 1.69E-08

88.7 3.36E-05 3.37E-05 6.22E-08 176.1 7.94E-06 7.95E-06 1.71E-08

90.5 3.24E-05 3.25E-05 6.08E-08 176.6 7.87E-06 7.89E-06 1.72E-08

92.4 3.12E-05 3.13E-05 5.96E-08 177.2 7.80E-06 7.82E-06 1.71E-08

94.5 2.99E-05 3.00E-05 5.71E-08 177.9 7.73E-06 7.74E-06 1.72E-08

96.8 2.86E-05 2.87E-05 5.38E-08 178.6 7.65E-06 7.66E-06 1.73E-08

99.3 2.72E-05 2.73E-05 5.19E-08 179.4 7.56E-06 7.58E-06 1.71E-08

102.2 2.58E-05 2.59E-05 5.12E-08 180.2 7.47E-06 7.48E-06 1.70E-08

105.4 2.43E-05 2.44E-05 5.04E-08 181.2 7.36E-06 7.38E-06 1.67E-08

109.1 2.27E-05 2.28E-05 4.89E-08 182.3 7.24E-06 7.26E-06 1.64E-08

113.6 2.10E-05 2.11E-05 4.75E-08 183.7 7.10E-06 7.12E-06 1.61E-08

118.4 1.94E-05 1.95E-05 4.48E-08 185.3 6.94E-06 6.95E-06 1.58E-08

122.9 1.81E-05 1.82E-05 4.13E-08 187.3 6.73E-06 6.75E-06 1.57E-08

126.6 1.71E-05 1.72E-05 3.83E-08 189.7 6.52E-06 6.54E-06 1.54E-08

129.8 1.63E-05 1.63E-05 3.56E-08 191.7 6.36E-06 6.37E-06 1.48E-08

132.7 1.56E-05 1.56E-05 3.32E-08 193.3 6.23E-06 6.24E-06 1.43E-08

135.2 1.50E-05 1.50E-05 3.09E-08 194.7 6.12E-06 6.13E-06 1.41E-08

137.5 1.45E-05 1.45E-05 2.85E-08 195.8 6.03E-06 6.04E-06 1.42E-08

139.6 1.40E-05 1.40E-05 2.62E-08 196.8 5.95E-06 5.96E-06 1.40E-08

141.5 1.36E-05 1.36E-05 2.40E-08 197.7 5.88E-06 5.89E-06 1.36E-08

143.3 1.32E-05 1.32E-05 2.21E-08 198.4 5.82E-06 5.83E-06 1.31E-08

145.0 1.28E-05 1.29E-05 2.07E-08 199.1 5.76E-06 5.77E-06 1.26E-08

146.5 1.25E-05 1.26E-05 1.95E-08 199.8 5.71E-06 5.72E-06 1.24E-08

148.0 1.22E-05 1.23E-05 1.82E-08 200.4 5.66E-06 5.67E-06 1.23E-08

149.3 1.20E-05 1.20E-05 1.74E-08 200.9 5.62E-06 5.63E-06 1.21E-08

150.6 1.17E-05 1.17E-05 1.70E-08 201.5 5.57E-06 5.59E-06 1.18E-08

151.9 1.15E-05 1.15E-05 1.68E-08 201.9 5.54E-06 5.55E-06 1.12E-08

153.0 1.13E-05 1.13E-05 1.69E-08 202.4 5.50E-06 5.51E-06 1.07E-08

154.1 1.11E-05 1.11E-05 1.74E-08 202.8 5.46E-06 5.47E-06 1.02E-08

155.2 1.09E-05 1.09E-05 1.78E-08 203.2 5.43E-06 5.44E-06 9.79E-09

156.2 1.07E-05 1.07E-05 1.84E-08 203.6 5.40E-06 5.41E-06 9.43E-09

157.2 1.05E-05 1.06E-05 1.87E-08 204.0 5.37E-06 5.38E-06 9.12E-09

158.1 1.04E-05 1.04E-05 1.88E-08 204.3 5.34E-06 5.35E-06 8.75E-09

159.0 1.02E-05 1.03E-05 1.89E-08 204.7 5.31E-06 5.32E-06 8.43E-09

159.9 1.01E-05 1.01E-05 1.90E-08 205.0 5.29E-06 5.30E-06 7.96E-09

160.8 9.98E-06 1.00E-05 1.89E-08

161.6 9.85E-06 9.87E-06 1.89E-08

162.4 9.74E-06 9.76E-06 1.87E-08

163.1 9.63E-06 9.64E-06 1.87E-08

163.9 9.52E-06 9.54E-06 1.86E-08

164.6 9.42E-06 9.44E-06 1.84E-08

165.3 9.32E-06 9.34E-06 1.82E-08

165.9 9.23E-06 9.24E-06 1.82E-08

166.6 9.14E-06 9.16E-06 1.80E-08

167.2 9.05E-06 9.07E-06 1.80E-08

167.8 8.97E-06 8.99E-06 1.79E-08

168.5 8.89E-06 8.91E-06 1.79E-08

169.0 8.81E-06 8.83E-06 1.78E-08

評価モデル
中心からの

距離
（ｍ）

線量率（μSv/h）

評価モデル
中心からの

距離
（ｍ）

線量率（μSv/h）
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表 1（4） 評価点の高さの妥当性確認のための比較（Ｂ－Ⅲ型Ｅ地点の場合） 

地面から全身
（約2ｍ）が含ま
れる全評価メッ
シュの値を平均

した値　(1)

地面から1.2m
上方の位置を
含むメッシュ
の値　(2)

差
(2) － (1)

地面から全身
（約2ｍ）が含ま
れる全評価メッ
シュの値を平均

した値　(1)

地面から1.2m
上方の位置を
含むメッシュ
の値　(2)

差
(2) － (1)

70.4 6.89E-05 7.75E-05 8.56E-06 169.6 9.79E-06 1.01E-05 3.15E-07

71.2 6.73E-05 7.55E-05 8.22E-06 170.2 9.71E-06 1.00E-05 3.11E-07

72.1 6.57E-05 7.36E-05 7.89E-06 170.7 9.63E-06 9.93E-06 3.07E-07

73.0 6.41E-05 7.16E-05 7.57E-06 171.1 9.57E-06 9.87E-06 3.04E-07

73.9 6.24E-05 6.97E-05 7.25E-06 171.4 9.53E-06 9.83E-06 3.02E-07

74.8 6.08E-05 6.78E-05 6.93E-06 171.7 9.48E-06 9.78E-06 3.00E-07

75.8 5.92E-05 6.58E-05 6.62E-06 172.0 9.44E-06 9.74E-06 2.98E-07

76.8 5.76E-05 6.39E-05 6.32E-06 172.3 9.39E-06 9.69E-06 2.95E-07

77.9 5.60E-05 6.20E-05 6.02E-06 172.7 9.35E-06 9.64E-06 2.93E-07

79.0 5.43E-05 6.00E-05 5.72E-06 173.0 9.30E-06 9.59E-06 2.91E-07

80.1 5.27E-05 5.81E-05 5.43E-06 173.4 9.25E-06 9.53E-06 2.88E-07

81.4 5.10E-05 5.62E-05 5.15E-06 173.8 9.19E-06 9.48E-06 2.86E-07

82.7 4.94E-05 5.42E-05 4.86E-06 174.2 9.14E-06 9.42E-06 2.83E-07

84.0 4.77E-05 5.23E-05 4.59E-06 174.6 9.08E-06 9.36E-06 2.81E-07

85.5 4.60E-05 5.03E-05 4.31E-06 175.1 9.02E-06 9.29E-06 2.78E-07

87.0 4.43E-05 4.83E-05 4.04E-06 175.6 8.95E-06 9.22E-06 2.75E-07

88.7 4.26E-05 4.64E-05 3.78E-06 176.1 8.88E-06 9.15E-06 2.71E-07

90.5 4.08E-05 4.43E-05 3.51E-06 176.6 8.81E-06 9.08E-06 2.68E-07

92.4 3.90E-05 4.23E-05 3.25E-06 177.2 8.73E-06 8.99E-06 2.65E-07

94.5 3.72E-05 4.02E-05 3.00E-06 177.9 8.64E-06 8.90E-06 2.61E-07

96.8 3.54E-05 3.81E-05 2.75E-06 178.6 8.55E-06 8.81E-06 2.57E-07

99.3 3.35E-05 3.60E-05 2.50E-06 179.4 8.45E-06 8.70E-06 2.52E-07

102.2 3.15E-05 3.37E-05 2.25E-06 180.2 8.34E-06 8.59E-06 2.47E-07

105.4 2.94E-05 3.15E-05 2.00E-06 181.2 8.22E-06 8.46E-06 2.42E-07

109.1 2.73E-05 2.91E-05 1.76E-06 182.3 8.08E-06 8.32E-06 2.36E-07

113.6 2.50E-05 2.65E-05 1.52E-06 183.7 7.93E-06 8.16E-06 2.29E-07

118.4 2.29E-05 2.42E-05 1.29E-06 185.3 7.74E-06 7.96E-06 2.21E-07

122.9 2.12E-05 2.23E-05 1.11E-06 187.3 7.51E-06 7.72E-06 2.11E-07

126.6 1.98E-05 2.08E-05 9.90E-07 189.7 7.27E-06 7.47E-06 2.01E-07

129.8 1.87E-05 1.96E-05 8.98E-07 191.7 7.06E-06 7.25E-06 1.92E-07

132.7 1.78E-05 1.87E-05 8.26E-07 193.3 6.90E-06 7.09E-06 1.86E-07

135.2 1.71E-05 1.79E-05 7.67E-07 194.7 6.77E-06 6.95E-06 1.80E-07

137.5 1.64E-05 1.72E-05 7.18E-07 195.8 6.66E-06 6.84E-06 1.76E-07

139.6 1.59E-05 1.65E-05 6.77E-07 196.8 6.57E-06 6.74E-06 1.72E-07

141.5 1.54E-05 1.60E-05 6.40E-07 197.7 6.49E-06 6.65E-06 1.68E-07

143.3 1.49E-05 1.55E-05 6.05E-07 198.4 6.41E-06 6.58E-06 1.65E-07

145.0 1.45E-05 1.51E-05 5.77E-07 199.1 6.35E-06 6.51E-06 1.63E-07

146.5 1.41E-05 1.47E-05 5.56E-07 199.8 6.29E-06 6.45E-06 1.60E-07

148.0 1.38E-05 1.43E-05 5.37E-07 200.4 6.23E-06 6.39E-06 1.58E-07

149.3 1.35E-05 1.40E-05 5.19E-07 200.9 6.18E-06 6.34E-06 1.57E-07

150.6 1.32E-05 1.37E-05 5.02E-07 201.5 6.13E-06 6.29E-06 1.55E-07

151.9 1.29E-05 1.34E-05 4.87E-07 201.9 6.09E-06 6.24E-06 1.54E-07

153.0 1.27E-05 1.32E-05 4.73E-07 202.4 6.05E-06 6.20E-06 1.52E-07

154.1 1.25E-05 1.29E-05 4.59E-07 202.8 6.01E-06 6.16E-06 1.51E-07

155.2 1.22E-05 1.27E-05 4.47E-07 203.2 5.98E-06 6.13E-06 1.49E-07

156.2 1.20E-05 1.25E-05 4.36E-07 203.6 5.94E-06 6.09E-06 1.48E-07

157.2 1.19E-05 1.23E-05 4.26E-07 204.0 5.91E-06 6.06E-06 1.47E-07

158.1 1.17E-05 1.21E-05 4.16E-07 204.3 5.88E-06 6.03E-06 1.46E-07

159.0 1.15E-05 1.19E-05 4.07E-07 204.7 5.85E-06 6.00E-06 1.45E-07

159.9 1.14E-05 1.18E-05 3.98E-07 205.0 5.82E-06 5.97E-06 1.44E-07

160.8 1.12E-05 1.16E-05 3.90E-07

161.6 1.11E-05 1.15E-05 3.82E-07

162.4 1.09E-05 1.13E-05 3.75E-07

163.1 1.08E-05 1.12E-05 3.68E-07

163.9 1.07E-05 1.11E-05 3.62E-07

164.6 1.06E-05 1.09E-05 3.56E-07

165.3 1.05E-05 1.08E-05 3.50E-07

165.9 1.04E-05 1.07E-05 3.44E-07

166.6 1.03E-05 1.06E-05 3.39E-07

167.2 1.02E-05 1.05E-05 3.34E-07

167.8 1.01E-05 1.04E-05 3.29E-07

168.5 9.96E-06 1.03E-05 3.24E-07

169.0 9.87E-06 1.02E-05 3.19E-07

評価モデル
中心からの

距離
（ｍ）

線量率（μSv/h）

評価モデル
中心からの

距離
（ｍ）

線量率（μSv/h）
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図 8 ブロック型廃棄物パッケージＢ-Ⅰ型の評価モデル（廃棄物 1組のみ） 

漏えいガンマ線束の 

算出モデルの範囲 

 

接続面 

(廃棄物1個)

空隙 内部周囲壁
周囲壁から坂

までの距離
坂

空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

20.0 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

11.0 空気 空気 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

20.0 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

39.0 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

64.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

350.0 30.0
線源表面

1mSv
ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

45.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

64.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

30.0
線源表面

2mSv
ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

45.5 Z ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

地面 地面 地面 地面 地面 空気 空気

地面 地面 地面 地面 地面 空気 空気

評価位置用 50.0 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面

R

12.5 52.5 3,735.0 40.0 1 ,735 .0 1790 42635

3,800.0 40.0 1 ,735 .0 1790 42635

7365 （単位：cm）

当該パッケージ

199320.0

70.0

260.0

E地点評価部

（高さ800）

接続面高さ（天井高さ）

（高さ660）

D地点評価部

（高さ170）

 
2
-2
0 

7,365.0 

 

 1,790.0 

1,790.0 

42,635.0 

42,635.0 



 
 

 

図 9 ブロック型廃棄物パッケージＢ-Ⅰ型の評価モデル（廃棄物 1組及び空容器一層） 

漏えいガンマ線束の 

算出モデルの範囲 

 

接続面 

(廃棄物1個+空容器一層)

空隙 内部周囲壁
周囲壁から坂

までの距離
坂

空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

20.0 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

11.0 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

20.0 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

39.0 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

64.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

350.0 30.0
線源表面

1mSv
ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

45.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

64.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

30.0
線源表面

2mSv
ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

45.5 Z ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 空気 空気

地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 空気 空気

評価位置用 50.0 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面

R

12.5 52.5 161.0 31.15 1.50 1.50 31.15 3,508.7 40.0 1,735.0 1790 42635

3,800.0 40.0 1,735.0 1790 42635

7365 （単位：cm）

199320.0

70.0

260.0

当該パッケージ

E地点評価部

（高さ800）

接続面高さ（天井高さ）

（高さ660）

D地点評価部

（高さ170）

 
2
-2
1 

1,790.0 

1,790.0 

7,365.0 

42,635.0 

42,635.0 



 
 

 

図 10 ブロック型廃棄物パッケージＢ-Ⅰ型の評価モデル（廃棄物 1組及び空容器二層） 

漏えいガンマ線束の 

算出モデルの範囲 

 

接続面 

(廃棄物1個+空容器二層)

空隙 内部周囲壁
周囲壁から坂

までの距離
坂

空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

20.0 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

11.0 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

20.0 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

39.0 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

64.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

350.0 30.0
線源表面

1mSv
ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

45.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

64.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

30.0
線源表面

2mSv
ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

45.5 Z ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 空気 空気

地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 空気 空気

評価位置用 50.0 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面

R

12.5 52.5 161.00 31.15 1.50 1.50 31.15 156.30 33.50 1.50 1.50 33.50 3,282.4 40.00 1,735.0 1790 42635

3,800.0 40.00 1,735.0 1790 42635

7365 （単位：cm）

当該パッケージ

199320.0

70.0

260.0

E地点評価部

（高さ800）

接続面高さ（天井高さ）

（高さ660）

D地点評価部

（高さ170）

 
2
-2
2 

42,635.0 

7,365.0 

1,790.0 

1,790.0 42,635.0 



 
 

 

図 11 ブロック型廃棄物パッケージＢ-Ⅲ型の評価モデル（廃棄物 1組のみ） 

漏えいガンマ線束の 

算出モデルの範囲 

 

接続面 

(廃棄物1個)

空隙 内部周囲壁
周囲壁から坂

までの距離
坂

空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

20.0 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

51.0 空気 空気 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

20.0 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

39.0 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

52.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

350.0 30.0
線源表面

1mSv
ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

37.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

52.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

30.0
線源表面

2mSv
ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

37.5 Z ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

地面 地面 地面 地面 地面 空気 空気

地面 地面 地面 地面 地面 空気 空気

評価位置用 50.0 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面

R

12.5 40.5 5,947.0 40.0 2 ,443 .0 1790 39727

6,000.0 40.0 2 ,443 .0 1790 39727

10273 （単位：cm）

当該パッケージ

199320.0

110.0

260.0

E地点評価部

（高さ800）

接続面高さ（天井高さ）

（高さ660）

D地点評価部

（高さ170）

 
2
-2
3 

39,727.0 1,790.0 

1,790.0 39,727.0 

10,273.0 



 
 

 

図 12 ブロック型廃棄物パッケージＢ-Ⅲ型の評価モデル（廃棄物 1組及び空容器一層） 

漏えいガンマ線束の 

算出モデルの範囲 

 

接続面 

(廃棄物1個+空容器一層)

空隙 内部周囲壁
周囲壁から坂

までの距離
坂

空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

20.0 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

51.0 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

20.0 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

39.0 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

52.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

350.0 30.0
線源表面

1mSv
ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

37.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

52.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

30.0
線源表面

2mSv
ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

37.5 Z ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 空気 空気

地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 空気 空気

評価位置用 50.0 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面

R

12.5 40.5 158.80 22.35 1.50 1.50 22.35 5,740.5 40.0 2,443.0 1790 39727

6,000.0 40.0 2,443.0 1790 39727

10273 （単位：cm）

199320.0

110.0

260.0

当該パッケージ

E地点評価部

（高さ800）

接続面高さ（天井高さ）

（高さ660）

D地点評価部

（高さ170）
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図 13 ブロック型廃棄物パッケージＢ-Ⅲ型の評価モデル（廃棄物 1組及び空容器二層） 

漏えいガンマ線束の 

算出モデルの範囲 

 

接続面 

(廃棄物1個+空容器二層)

空隙 内部周囲壁
周囲壁から坂

までの距離
坂

空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

20.0 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

51.0 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

20.0 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

39.0 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

52.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

350.0 30.0
線源表面

1mSv
ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

37.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

52.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

30.0
線源表面

2mSv
ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

37.5 Z ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 ｺﾝｸﾘｰﾄ 空気 空気 空気

地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 空気 空気

地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 空気 空気

評価位置用 50.0 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面 地面

R

12.5 40.5 158.80 22.35 1.50 1.50 22.35 155.5 24.00 1.50 1.50 24.00 5,534.0 40.00 2,443.0 1790 39727

6,000.0 40.00 2,443.0 1790 39727

10273 （単位：cm）

110.0

260.0

当該パッケージ

199320.0
E地点評価部

（高さ800）

接続面高さ（天井高さ）

（高さ660）

D地点評価部

（高さ170）
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39,727.0 

10,273.0 

1,790.0 

1,790.0 
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条件：ブロック型廃棄物パッケージＢ-Ⅰ型 

対象とするブロック型廃棄物パッケージ上下 1組のみの場合 

 

図 14 DOT そのままでの線量率分布（コンター図） 
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 図 15 接続面高さでの径方向線量率分布（ブロック型廃棄物パッケージＢ-Ⅰ型）

1.00E‐08

1.00E‐07

1.00E‐06

1.00E‐05

1.00E‐04

1.00E‐03

1.00E‐02

1.00E‐01

1.00E+00

1.00E+01

1.00E+02

1.00E+03

1.00E+04

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0

線量率

[μSv/ｈ]

廃棄体中心からの距離 [m]

空容器無し

空容器一層

空容器二層

接続面高さにおける体系中心の線量率 

空容器無し：7.05×102μSv/h 

空容器一層：9.51×10-1μSv/h 

空容器二層：6.61×10-1μSv/h 

遮蔽スラブ 59 ㎝ 
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図 16 接続面高さでの径方向線量率分布（ブロック型廃棄物パッケージＢ-Ⅰ型、対象とするブロック型廃棄物パッケージ上下 1組のみの場合）拡大図

遮蔽スラブ 59 ㎝ 

 
2
-2
8 



 
 

表 2 評価点Ｄ地点の評価に用いるメッシュの高さ及び水平距離並びに線量率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⓪評価結果： 

対象となるブロック型廃棄物パッケージ上下

1組のみの場合の評価結果 

 

①評価結果： 

対象となるブロック型廃棄物パッケージ上下

1組と周囲の廃棄体一層の場合の評価結果 

 

②評価結果： 

対象となるブロック型廃棄物パッケージ上下

1組と周囲の廃棄体二層の場合の評価結果 

20043 9.57E-07 6.24E-08

20173 9.39E-07 6.11E-08

20303 9.23E-07 6.00E-08

20343

6.52E-08

19913 9.78E-07 6.39E-08

19653 1.02E-06 6.67E-08

19783 9.96E-07

19393 1.05E-06 6.92E-08

19523 1.03E-06 6.78E-08

19263 1.07E-06 7.07E-083.16E-03

19133 1.09E-06 7.16E-08

18873 1.13E-06 7.47E-08

19003 1.11E-06 7.35E-08

18613 1.17E-06 7.76E-08

18743 1.15E-06 7.60E-08

18483 1.20E-06 7.94E-083.52E-03

18353 1.20E-06 7.94E-08

18093 1.26E-06 8.36E-08

18223 1.23E-06 8.15E-08

17833 1.31E-06 8.71E-08

17963 1.28E-06 8.54E-08

17703 1.33E-06 8.86E-08

17053 1.46E-06 9.83E-08

17183 1.44E-06 9.65E-08

17573 1.36E-06 9.12E-08

17313 1.41E-06 9.46E-08

17443 1.38E-06 9.24E-08

16923 1.49E-06 1.01E-07

高さ
[cm]

水平距離
[cm]

①評価結果
[μSv/h]

②評価結果
[μSv/h]

170

16143 1.69E-06 1.14E-07

16273 1.65E-06 1.12E-07

16403 1.62E-06

16533 1.59E-06 1.07E-07

16663 1.56E-06 1.05E-07

16793 1.52E-06

1.09E-07

20025 4.91E-06 6.66E-08

20131 4.84E-06 6.55E-08

20237 4.77E-06 6.45E-08

19707 5.16E-06 7.03E-08

19813 5.04E-06 6.86E-08

1.03E-07

1.89E-03

1.87E-03

19177 5.50E-06 7.55E-08

19283 5.39E-06 7.38E-08

19919 5.00E-06 6.79E-08

19389 5.39E-06 7.38E-08

19495 5.30E-06 7.24E-08

19601 5.22E-06 7.13E-08

2.07E-03

2.02E-03

1.97E-03

18859 5.65E-06 7.76E-08

18965 5.65E-06 7.76E-08

19071 5.65E-06 7.76E-08

18541 6.00E-06 8.28E-08

18647 5.82E-06 8.02E-08

18753 5.82E-06 8.02E-08

18223 6.26E-06 8.67E-08

18329 6.14E-06 8.49E-08

18435 6.14E-06 8.49E-08

6.67E-06 9.30E-08

17905 6.53E-06 9.08E-08

18011 6.45E-06 8.96E-08

18117 6.36E-06 8.82E-08

9.92E-08

17481 7.00E-06 9.79E-08

17587 6.85E-06 9.56E-08

17693 6.74E-06 9.39E-08

3.05E-03

6.32E-084.68E-06

2.82E-03

2.77E-03

2.72E-03

2.35E-03

3.61E-03

3.52E-03

2.15E-03

2.11E-03

2.11E-03

3.45E-03

3.38E-03

3.33E-03

2.04E-03

3.28E-03

1.95E-03

1.92E-03

1.83E-03

3.00E-03

2.93E-03

2.88E-03

170

D地点　B-Ⅲ型廃棄物パッケージD地点　B-Ⅰ型廃棄物パッケージ

2.28E-03

2.28E-03

2.21E-03

2.21E-03

2.21E-03

3.20E-03

3.10E-03

高さ
[cm]

水平距離
[cm]

①評価結果
[μSv/h]

②評価結果
[μSv/h]

17057 7.41E-06 1.04E-07

17163 7.31E-06 1.03E-07

17269 7.20E-06 1.01E-07

17375 7.08E-06

4.23E-03

4.15E-03

4.06E-03

4.01E-03

3.90E-03

3.84E-03

3.77E-03

3.70E-03

⓪評価結果
[μSv/h]

2.90E-03

2.86E-03

2.82E-03

2.77E-03

2.74E-03

2.68E-03

2.64E-03

2.61E-03

2.56E-03

2.52E-03

2.49E-03

2.45E-03

2.40E-03

2.40E-03

17799

⓪評価結果
[μSv/h]

4.99E-03

4.88E-03

4.77E-03

4.68E-03

4.59E-03

4.49E-03

4.40E-03

4.30E-03
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表 3 評価点Ｅ地点の評価に用いるメッシュの高さ及び水平距離並びに線量率 

⓪評価結果： 

対象となるブロック型廃棄物パッケージ上下 1組のみの場合の評価結果 

 

①評価結果： 

対象となるブロック型廃棄物パッケージ上下 1組と周囲の廃棄体一層の場合の評価結果 

 

②評価結果： 

対象となるブロック型廃棄物パッケージ上下 1組と周囲の廃棄体二層の場合の評価結果 

②評価結果
[μSv/h]

8485

高さ
[cm]

高さ
[cm]

水平距離
[cm]

⓪評価結果
[μSv/h]

①評価結果
[μSv/h]

水平距離
[cm]

7685

7845

8005

8165

8325

7365

7525

8645

8805

8965

9125

9285

9445

1.13E-02 2.95E-05 3.67E-07

⓪評価結果
[μSv/h]

800

9925

9.33E-06

9.33E-06

8.79E-06

9605

3.10E-02

2.94E-02

3.42E-02

3.26E-02

3.44E-071.05E-02 2.75E-05

1.05E-02 2.75E-05

3.58E-02

9.70E-03 2.54E-05 3.20E-07

9.70E-03 2.54E-05 3.20E-07

8.87E-03 2.31E-05 2.94E-0711387

11135 8.87E-03

2.50E-07

11891 8.08E-03

11533 8.87E-03 2.31E-05

10085

12289 7.44E-03 1.94E-05

12143 7.44E-03 1.94E-05

2.27E-02

2.09E-02

9765

①評価結果
[μSv/h]

1.20E-05

1.14E-05

1.09E-05

1.04E-05

9.87E-06

3.38E-07

4.56E-07

7.08E-06

8.23E-06

8.23E-06

7.67E-06

7.67E-06

6.47E-06

5.82E-06

5.82E-06

②評価結果
[μSv/h]

6.18E-07

5.97E-07

5.75E-07

5.53E-07

5.30E-07

5.06E-07

3.38E-07

3.71E-07

5.06E-07

4.82E-07

4.56E-07

2.27E-02 4.30E-07

4.30E-07

4.02E-07

4.02E-07

3.71E-07

7.08E-06

6.47E-06

2.09E-02

1.91E-02

1.91E-02

1.72E-02

1.72E-02

2.77E-02

2.77E-02

2.61E-02

2.44E-02

2.44E-02

800

10273

10379

10525

10883

11029

3.44E-07

10631 1.05E-02 2.75E-05 3.44E-07

10777 9.70E-03 2.54E-05 3.20E-07

2.31E-05 2.94E-07

11281 8.87E-03 2.31E-05 2.94E-07

2.70E-07

2.94E-07

11639 8.08E-03 2.11E-05 2.70E-07

11785 8.08E-03 2.11E-05 2.70E-07

2.50E-07

12541 6.96E-03 1.81E-05 2.34E-07

2.11E-05 2.70E-07

12037 8.08E-03 2.11E-05

12647 6.96E-03 1.81E-05 2.34E-07

E地点　B-Ⅰ型廃棄物パッケージ E地点　B-Ⅲ型廃棄物パッケージ

2.50E-07

12395 7.44E-03 1.94E-05
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図 17 ブロック型廃棄物パッケージの配置と使用する評価結果の関係 
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 図 18 評価点Ｄ地点についてのブロック型廃棄物パッケージの配置と使用する評価モデルの関係等 
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② ② ② ②

②

② ② ②

②

② ②

13 ① ② ②

②

10 ① ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②

②

② ② ②

② ② ② ②

② ②

②

② ② ② ② ② ② ②

8 ① ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②

② ② ② ② ② ② ②

12 ① ②

6 ① ② ② ② ② ②

②

② ② ②

4 ① ② ② ②

②

②

7 ① ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②

② ②

②

① ①

② ②

② ②

② ② ② ② ② ② ② ② ② ②

② ② ② ②

② ② ② ②

② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ① 25

② ② ②

② ② ② ②

② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ① 24

②

② ②

② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②

② ② ②

② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②

②

Ⅰ型、Ⅲ型の合計
［μSv/y］

5.65E+00

B-Ⅲ型廃棄物パッケージ

1.55E-04小計4.90E-04小計
Ⅰ型、Ⅲ型の合計

［μSv/h］
6.45E-04

① 17

② ② ②

② ② ② ② ② ② ② ② ② ②

①：対象とするブロック型廃棄物パッケージ上下1組と周囲の廃棄体一層の評価結果

を使用

②：対象とするブロック型廃棄物パッケージ上下1組と周囲の廃棄体二層の評価結果

を使用
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Ⅰ型、Ⅲ型の合計［μSv/y］ 2.47E+01

高さ
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3 2 1
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①
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② ② ②② ② ② ②
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① ② ② ② ②

②② ② ② ②

② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②② ② ② ② ② ②

① ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②② ② ② ② ② ②
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①評価結果
[μSv/h]
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1.09E-05
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6.47E-06
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2.94E-07

②評価結果
[μSv/h]
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Ⅰ型、Ⅲ型の合計［μSv/h］ 2.82E-03

7.76E-04

02.34E-07

2.34E-07

①：対象とするブロック型廃棄物

パッケージ上下1組と周囲の

廃棄体一層の評価結果を使

用

②：対象とするブロック型廃棄物

パッケージ上下1組と周囲の

廃棄体二層の評価結果を使

用
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図 19 評価点Ｅ地点についてのブロック型廃棄物パッケージの配置と使用する評価モデルの関係等 



 
 

 

  

図 20 表面線量率の実績を用いた評価点Ｅ地点についての評価結果 
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３. 技術基準への適合に関する説明書 

 

 



3－1 

 

 廃棄物管理施設のうち、今回の申請に係る設備における「特定第一種廃棄物埋設施設又は

特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則」との適合性について、以下に説明する。 

技術基準の条項 
適用の区分 

適合性 
有・無 項・号 

第一条 定義 無  別添－１による。 

第二条 

特殊な設計による特定第

一種廃棄物埋設施設又は

特定廃棄物管理施設 

無  別添－２による。 

第三条 

廃止措置中の特定第一種

廃棄物埋設施設又は特定

廃棄物管理施設の維持 

無  別添－３による。 

第四条 核燃料物質の臨界防止 無  別添－４による。 

第五条 

特定第一種廃棄物埋設施

設又は特定廃棄物管理施

設の地盤 

有  別添－５による。 

第六条 地震による損傷の防止 有 第１項 別添－６による。 

第七条 津波による損傷の防止 無  別添－７による。 

第八条 
外部からの衝撃による損

傷の防止 
有 第１項、第２項 別添－８による。 

第九条 

特定第一種廃棄物埋設施

設又は特定廃棄物管理施

設への人の不法な侵入等

の防止 

無  別添－９による。 

第十条 閉じ込めの機能 無  別添－10による。 

第十一条 火災等による損傷の防止 無  別添－11による。 

第十二条 安全機能を有する施設 有 第１項 別添－12による。 

第十三条 材料及び構造 無  別添－13による。 

第十四条 搬送設備 無  別添－14による。 

第十五条 計測制御系統施設 無  別添－15による。 

第十六条 放射線管理施設 無  別添－16による。 

第十七条 受入施設又は管理施設 
有 

 

 別添－17による。 



3－2 

 

第十八条 処理施設及び廃棄施設 無  別添－18による。 

第十九条 
放射性廃棄物による汚染

の防止 
無  別添－19による。 

第二十条 遮蔽 有 第１項、第２項 別添－20による。 

第二十一条 換気設備 無  別添－21による。 

第二十二条 予備電源 無  別添－22による。 

第二十三条 通信連絡設備等 無  別添－23による。 

第二十四条 電磁的記録媒体による手

続 
無  別添－24による。 
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   別添－１ 

 

（定義）  

第一条 この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律（以下「法」という。）において使用する用語の例による。 

２ この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

一 放射線 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事

業に関する規則（平成二十年経済産業省令第二十三号。以下「第一種埋設規則」と

いう。）第二条第二項第一号に規定する放射線又は核燃料物質又は核燃料物質によ

つて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則（昭和六十三年総理府令第四十

七号。以下「廃棄物管理規則」という。）第一条第二項第一号に規定する放射線を

いう。 

二 放射性廃棄物 第一種埋設規則第二条第二項第二号に規定する放射性廃棄物又は廃

棄物管理規則第一条第二項第二号に規定する放射性廃棄物をいう。 

三 管理区域 第一種埋設規則第二条第二項第三号に規定する管理区域又は廃棄物管理

規則第一条第二項第三号に規定する管理区域をいう。 

四 周辺監視区域 第一種埋設規則第二条第二項第四号に規定する周辺監視区域又は廃

棄物管理規則第一条第二項第四号に規定する周辺監視区域をいう。 

五 安全機能 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安全性を確保する

ために必要な機能をいう。 

六 安全上重要な施設 安全機能を有する施設のうち、その機能の喪失により、公衆又

は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び安全設計上想定される事故が

発生した場合に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため、

放射性物質又は放射線が廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置する事業所外へ

放出されることを抑制し、又は防止するものをいう。 

〔適合性の説明〕 

 

「定義」のため、本条項は該当しない。 
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別添－２ 

 

（特殊な設計による特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設）  

第二条 特別の理由により原子力規制委員会の認可を受けた場合は、この規則の規定

によらないで特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を設置すること

ができる。 

２ 前項の認可を受けようとする者は、その理由及び設置方法を記載した申請書に関

係図面を添付して申請しなければならない。 

〔適合性の説明〕 

 

廃棄物管理施設は、「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準

に関する規則」の規定により廃棄物管理施設を施工することから、本条項は該当しな

い。 
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別添－３ 

 

（廃止措置中の特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の維持）  

第三条 法第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合には、当該認可に係る廃止

措置計画（同条第三項において準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定に

よる変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下この条において

同じ。）で定める廃止措置期間性能維持施設（第一種埋設規則第七十八条の二第九号

の廃止措置期間性能維持施設をいう。）又は性能維持施設（廃棄物管理規則第三十五

条の五の二第九号の性能維持施設をいう。）については、この規則の規定にかかわら

ず、当該認可に係る廃止措置計画に定めるところにより、それぞれ当該施設を維持

しなければならない。 

〔適合性の説明〕 

 

廃棄物管理施設は、廃止措置中ではないことから、本条項は該当しない。 
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別添－４ 

 

（核燃料物質の臨界防止）  

第四条 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、核燃料物質が臨界に

達するおそれがある場合において、臨界を防止するために必要な措置が講じられた

ものでなければならない。 

〔適合性の説明〕 

 

廃棄物管理施設において取り扱う廃棄物は、核燃料物質で汚染されたもの等であるが、 

核燃料物質で汚染された廃棄物は固体廃棄物のみであり、廃棄物管理を行う放射性廃棄

物のうち固体廃棄物中の容器あたりのプルトニウムの重量及び核分裂性物質の重量を

制限していることから、臨界に達することはないため、本条項は該当しない。 
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別添－５ 

 

（特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤）  

第五条 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、次条第一項の地震力

が作用した場合においても当該施設を十分に支持することができる地盤に設置さ

れたものでなければならない。 

〔適合性の説明〕 

 

建家・設備の基礎設計は、建家の構造、常時接地圧、耐震設計上の重要度分類を考

慮して支持地盤及び基礎形式を選定している。 

直接基礎の場合は、常時接地圧が127.4kN/m2を超えるものは見和層上部層の下位の

砂層に支持させ、また、建家・設備の常時接地圧は、平板載荷試験結果に基づく許容

支持力度の推定結果に裕度を見込み、 大でも245.1kN/m2を超えないよう設計してい

る。 

固体集積保管場Ⅰの基礎は、直接基礎であり、耐震設計上の重要度分類Ｃクラス（

遮蔽スラブを含む。）の施設である。 

今回の遮蔽スラブの追加に伴う積載荷重の増加による固体集積保管場Ⅰの地盤、基

礎、床、ブロック型廃棄物パッケージの耐荷重等については、別紙１のとおり、遮蔽

スラブの追加設置に伴う床面に作用する単位面積当たりの荷重は常時接地圧を下ま

わっており、超えることはないことから、遮蔽スラブを追加した当該施設を十分に支

持することができる地盤に設置している。 
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別添－６ 

 

（地震による損傷の防止）  

第六条 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、地震の発生によって生

ずるおそれがある当該施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響

の程度に応じて算定する地震力（安全上重要な施設にあっては、その供用中に当該安

全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用

する地震力を含む。）による損壊により公衆に放射線障害を及ぼすことがないもので

なければならない。 

２ 安全上重要な施設は、その供用中に当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすお

それがある地震による加速度によって作用する地震力に対してその安全性が損なわ

れるおそれがないものでなければならない。 

３ 安全上重要な施設は、前項の地震により生ずる斜面の崩壊によりその安全性が損な

われるおそれがないものでなければならない。 

〔適合性の説明〕 

 

第１項について 

本設工認の申請は、固体集積保管場Ⅰにおいて、周辺監視区域外における線量を低

減するために使用する遮蔽スラブ（鉄筋コンクリート製で厚さは60㎝以上）である。 

固体集積保管場Ⅰは、耐震設計上の重要度分類Ｃクラス（以下「耐震Ｃクラス」と

いう。）に適用される地震力に対して耐えるように設計している。 

遮蔽スラブは、耐震Ｃクラスに適用される地震力に対して、すべりの発生がなく、

ブロック型廃棄物パッケージ（竪２段積み）と一体としても転倒しないことを、別紙 

２のとおり評価したことから、ブロック型廃棄物パッケージに影響を与えない。また、 

保管しているブロック型廃棄物パッケージは、廃棄物管理事業変更許可申請書（添付

書類五 2.5 放射性廃棄物の管理形態）に記載のように、それ自体で放射性物質の閉じ

込め機能を有し、通常取り扱う 大高さからの落下に対しても、破損により内容物が

漏出することのない十分な強度を有するものであり、放射性廃棄物が外部に漏えいす

ることはないため、公衆に放射線障害を及ぼすことがないことから、本条項は該当しな

い。 

 

第２項及び第３項について 

廃棄物管理施設には、安全上重要な施設はないため、本条項は該当しない。 

 

本設工認の申請対象施設以外の地震による損傷の防止については、今後予定している
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設工認申請書において説明する。 
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別添－７ 

 

（津波による損傷の防止）  

第七条 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、その供用中に当該施

設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波によりその安全性が損なわれるおそれ

がないものでなければならない。 

〔適合性の説明〕 

 

廃棄物管理施設は、津波による遡上波が到達しない標高にあることから、本条項は該

当しない。 
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別添－８ 

 

（外部からの衝撃による損傷の防止）  

第八条 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、想定される自然現象

（地震及び津波を除く。）によりその安全性を損なうおそれがある場合において、防

護措置、基礎地盤の改良その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。 

２ 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、周辺監視区域に隣接する地

域に事業所、鉄道、道路その他の外部からの衝撃が発生するおそれがある要因がある

場合において、事業所における火災又は爆発事故、危険物を搭載した車両、船舶又は

航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象であって人為に

よるもの（故意によるものを除く。）により当該施設の安全性が損なわれないよう、

防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。 

〔適合性の説明〕 

 

第１項について 

本設工認の申請は、固体集積保管場Ⅰにおいて、周辺監視区域外における線量を低減

するために使用する遮蔽スラブ（鉄筋コンクリート製で厚さは60㎝以上）である。 

竜巻を除く自然現象に対しては、建家で防御しているので、本条項は該当しない。 

竜巻については、F1竜巻に対しては建家で防御しているので、本条項は該当しない。 

F2 竜巻に対しては、建家内の設備そのもので防御しているが、廃棄物管理事業変更

許可申請書に記載のとおり、遮蔽スラブは F2 竜巻にあっても、浮き上がらず飛来物の

影響はないため、特定廃棄物管理施設の安全性を損なうおそれはない。 

F2 竜巻に対する評価は、他の設備と関連していることから、今後予定している設工

認申請書において説明する。 

 

第２項について 

本設工認の申請は、固体集積保管場Ⅰにおいて、周辺監視区域外における線量を低減

するために使用する遮蔽スラブ（鉄筋コンクリート製で厚さは60㎝以上）である。 

特定廃棄物管理施設は、周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、道路その他の外

部からの衝撃が発生するおそれがある要因はなく、事業所における火災又は爆発事故、危

険物を搭載した車両、船舶又は航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想定さ

れる事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）により当該施設の安全性が

損なわれないよう、適切な措置が講じられており、遮蔽スラブの安全性が損なわれること

はない。 
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本設工認の申請対象施設以外の外部からの衝撃による損傷の防止については、今後予

定している設工認申請書において説明する。 
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別添－９ 

 

（特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止） 

第九条 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を設置する事業所（以下

単に「事業所」という。）は、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設へ

の人の不法な侵入、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に不正に爆

発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそ

れがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止

等に関する法律（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不正アク

セス行為をいう。）を防止するため、適切な措置が講じられたものでなければならな

い。 

〔適合性の説明〕 

 

本設工認の申請は、固体集積保管場Ⅰにおいて、周辺監視区域外における線量を低減

するために使用する遮蔽スラブ（鉄筋コンクリート製で厚さは60㎝以上）であり、特定

廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止するためのものではないことから、本条項

は該当しない。 

 

本設工認の申請対象施設以外の特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止に

ついては、今後予定している設工認申請書において説明する。 
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別添－１０ 

 

（閉じ込めの機能）  

第十条 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、次に掲げるところによ

り、放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能を保持するように設置されたも

のでなければならない。 

一 流体状の放射性廃棄物を内包する容器又は管に放射性廃棄物を含まない流体を導

く管を接続する場合には、流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物を含まない流体を

導く管に逆流するおそれがない構造であること。 

二 密封されていない放射性廃棄物を取り扱うフードは、その開口部の風速を適切に

維持し得るものであること。 

三 放射性廃棄物による汚染の発生のおそれのある室は、必要に応じ、その内部を負

圧状態に維持し得るものであること。 

四 液体状の放射性廃棄物を取り扱う設備が設置される施設（液体状の放射性廃棄物

の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。）は、次に掲げるところによるもの

であること。 

イ 施設内部の床面及び壁面は、液体状の放射性廃棄物が漏えいし難いものである

こと。 

ロ 液体状の放射性廃棄物を取り扱う設備の周辺部又は施設外に通ずる出入口若し

くはその周辺部には、液体状の放射性廃棄物が施設外へ漏えいすることを防止す

るための堰が設置されていること。ただし、施設内部の床面が隣接する施設の床

面又は地表面より低い場合であって、液体状の放射性廃棄物が施設外へ漏えいす

るおそれがないときは、この限りでない。 

ハ 事業所の外に排水を排出する排水路（湧水に係るものであって放射性廃棄物に

より汚染するおそれがある管理区域内に開口部がないものを除く。）の上に施設

の床面がないようにすること。ただし、当該排水路に放射性廃棄物により汚染さ

れた排水を安全に廃棄する設備及び第十六条第一項第三号に掲げる事項を計測す

る設備が設置されている場合は、この限りでない。 

〔適合性の説明〕 

 

本設工認の申請は、固体集積保管場Ⅰにおいて、周辺監視区域外における線量を低減

するために使用する遮蔽スラブ（鉄筋コンクリート製で厚さは60㎝以上）であり、閉じ

込めの機能を有するものではないことから、本条項は該当しない。 
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本設工認の申請対象施設以外の閉じ込めの機能については、今後予定している設工認

申請書において説明する。 
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別添－１１ 

 

（火災等による損傷の防止）  

第十一条 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、火災又は爆発の影響

を受けることにより当該施設の安全性に著しい支障が生ずるおそれがある場合にお

いて、必要に応じて消火設備及び警報設備（自動火災報知設備、漏電火災警報器その

他の火災及び爆発の発生を自動的に検知し、警報を発するものに限る。）が設置され

たものでなければならない。 

２ 前項の消火設備及び警報設備は、その故障、損壊又は異常な作動により特定第一種

廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安全性に著しい支障を及ぼすおそれがない

ものでなければならない。 

３ 安全機能を有する施設であって、火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるも

のは、可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用するとともに、必要に応じて防火壁

の設置その他の適切な防護措置が講じられたものでなければならない。 

４ 水素の発生のおそれがある放射性廃棄物を取り扱い、又は管理する設備は、発生し

た水素が滞留しない構造でなければならない。 

５ 水素の発生のおそれがある放射性廃棄物を取り扱い、又は管理する設備（爆発の危

険性がないものを除く。）をその内部に設置するセル及び室は、当該設備から水素が

漏えいした場合においてもこれが滞留しない構造とすることその他の爆発を防止する

ための適切な措置が講じられたものでなければならない。 

〔適合性の説明〕 

 

第１項及び第２項について 

本設工認の申請は、固体集積保管場Ⅰにおいて、周辺監視区域外における線量を低

減するために使用する遮蔽スラブ（鉄筋コンクリート製で厚さは60㎝以上）であり、

消火設備及び警報設備ではないことから、本条項は該当しない。 

 

第３項について 

本設工認の申請は、固体集積保管場Ⅰにおいて、周辺監視区域外における線量を低減

するため寸法の異なる複数の種類を組み合わせて使用する遮蔽スラブである。 

遮蔽スラブは、不燃性（鉄筋コンクリート製、厚さ60㎝以上）であり、火災又は爆発

により損傷を受けるものではないことから、本条項は該当しない。 

 

第４項及び第５項について 

本設工認の申請は、固体集積保管場Ⅰにおいて、周辺監視区域外における線量を低減

するために使用する遮蔽スラブ（鉄筋コンクリート製で厚さは60㎝以上）であり、水素
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の発生のおそれのある放射性廃棄物を取り扱い、又は管理する設備ではないことから、

本条項は該当しない。 

 

本設工認の申請対象施設以外の火災等による損傷の防止については、今後予定してい

る設工認申請書において説明する。 
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別添－１２ 

 

（安全機能を有する施設） 

第十二条 安全機能を有する施設は、当該施設の安全機能を確認するための検査又は試

験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができるように設置され

たものでなければならない。 

２ 安全上重要な施設又は当該施設が属する系統は、前項の規定によるほか、特定第一

種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安全性を確保する機能を維持するため

に必要がある場合において、多重性を有するものでなければならない。 

３ 安全機能を有する施設は、当該施設を他の原子力施設と共用し、又は当該施設に属

する設備を一の特定第一種廃棄物埋設施設又は一の特定廃棄物管理施設において共

用する場合には、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安全性を損な

わないように設置されたものでなければならない。 

〔適合性の説明〕 

 

第１項について 

本設工認の申請は、固体集積保管場Ⅰにおいて、周辺監視区域外における線量を低減

するために使用する遮蔽スラブである。 

既存の遮蔽スラブは、使用前検査を受け、合格したものを配置し使用している。 

今後、配置する遮蔽スラブについても、使用前事業者検査を行い、安全機能が確認さ

れたものを使用する。また、遮蔽スラブは、巡視における目視により異常のないことを

確認しているが、安全機能に影響を及ぼすおそれのある破損等が確認された場合でも、

適切な保守及び修理ができる設計としている。 

 

第２項について 

本設工認の申請は、固体集積保管場Ⅰにおいて、周辺監視区域外における線量を低減

するために使用する遮蔽スラブ（鉄筋コンクリート製で厚さは60㎝以上）であり、安全

上重要な施設又は当該施設が属する系統ではないことから、本条項は該当しない。 

 

第３項について 

本設工認の申請は、固体集積保管場Ⅰにおいて、周辺監視区域外における線量を低減

するために使用する遮蔽スラブ（鉄筋コンクリート製で厚さは60㎝以上）であり、他の

原子力施設と共用するものではないことから、本条項は該当しない。 
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本設工認の申請対象施設以外の安全機能を有する施設については、今後予定している

設工認申請書において説明する。 
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別添－１３ 

 

（材料及び構造）  

第十三条 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に属する容器及び管並

びにこれらを支持する構造物のうち、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理

施設の安全性を確保する上で必要なもの（以下この項において「容器等」という。）

の材料及び構造は、次に掲げるところによらなければならない。この場合において、

第一号（容器等の材料に係る部分に限る。）及び第二号の規定については、法第五十

一条の八第二項に規定する使用前事業者検査の確認を行うまでの間適用する。 

一 容器等がその設計上要求される強度及び耐食性を確保できるものであること。 

二 容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。以下この号において同

じ。）は、次に掲げるところによるものであること。 

イ 不連続で特異な形状でないものであること。 

ロ 溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保に有害な溶

込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認したものであること。 

ハ 適切な強度を有するものであること。 

ニ 機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切な

技能を有する溶接士であることをあらかじめ確認したものにより溶接したもので

あること。 

２ 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に属する容器及び管のうち、特

定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安全性を確保する上で重要なも

のは、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき、これに耐え、かつ、著しい漏え

いがないように設置されたものでなければならない。 

〔適合性の説明〕 

 

本設工認の申請は、固体集積保管場Ⅰにおいて、周辺監視区域外における線量を低減

するために使用する遮蔽スラブ（鉄筋コンクリート製で厚さは60㎝以上）であり、容器

及び管並びにこれらを支持する構造物ではないことから、本条項は該当しない。 

 

本設工認の申請対象施設以外の安全機能を有する施設については、今後予定している

設工認申請書において説明する。 
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別添－１４ 

 

（搬送設備）  

第十四条 放射性廃棄物を搬送する設備（人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがない

ものを除く。）は、次に掲げるところによるものでなければならない。 

一 通常搬送する必要がある放射性廃棄物を搬送する能力を有するものであること。 

二 放射性廃棄物を搬送するための動力の供給が停止した場合に、放射性廃棄物を安

全に保持しているものであること。 

〔適合性の説明〕 

 

本設工認の申請は、固体集積保管場Ⅰにおいて、周辺監視区域外における線量を低減

するために使用する遮蔽スラブ（鉄筋コンクリート製で厚さは60㎝以上）であり、搬送設

備ではないことから、本条項は該当しない。 

 

本設工認の申請対象施設以外の搬送設備については、今後予定している設工認申請書

において説明する。 
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別添－１５ 

 

（計測制御系統施設）  

第十五条 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設には、その設備の機能の

喪失、誤操作その他の要因により特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設

の安全性を著しく損なうおそれが生じたとき、次条第一項第二号の放射性物質の濃度

若しくは同項第四号の線量当量が著しく上昇したとき又は液体状の放射性廃棄物の

廃棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたときに、これら

を確実に検知して速やかに警報する設備が設けられていなければならない。 

２ 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設には、その設備の機能の喪失、

誤操作その他の要因により特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安

全性を著しく損なうおそれが生じたときに、放射性廃棄物を限定された区域に閉じ

込める能力の維持又は火災若しくは爆発の防止のための設備を速やかに作動させる

必要がある場合には、当該設備の作動を速やかに、かつ、自動的に開始させる回路が

設けられていなければならない。 

〔適合性の説明〕 

 

本設工認の申請は、固体集積保管場Ⅰにおいて、周辺監視区域外における線量を低減

するために使用する遮蔽スラブ（鉄筋コンクリート製で厚さは60㎝以上）であり、計測制

御系統施設ではないことから、本条項は該当しない。 

 

本設工認の申請対象施設以外の計測制御系統施設については、今後予定している設工

認申請書において説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3－23 

 

別添－１６ 

 

（放射線管理施設）  

第十六条 事業所には、次に掲げる事項を計測する放射線管理施設が設けられていなけ

ればならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、こ

れを間接的に計測する施設をもって代えることができる。 

一 廃棄物管理設備本体、放射性廃棄物の受入施設等の放射線遮蔽物の側壁における

原子力規制委員会の定める線量当量率 

二 放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃

度 

三 放射性廃棄物の排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃

度 

四 管理区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量、空気中

の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密

度 

五 周辺監視区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量 

２ 放射線管理施設は、前項各号に掲げる事項のうち、必要な情報を適切な場所に表示

できるように設置されていなければならない。 

〔適合性の説明〕 

 

本設工認の申請は、固体集積保管場Ⅰにおいて、周辺監視区域外における線量を低減

するために使用する遮蔽スラブ（鉄筋コンクリート製で厚さは60㎝以上）であり、放射線

管理施設ではないことから、本条項は該当しない。 

 

本設工認の申請対象施設以外の放射線管理施設については、今後予定している設工認

申請書において説明する。 
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別添－１７ 

 

（受入施設又は管理施設）  

第十七条 特定第一種廃棄物埋設施設のうち放射性廃棄物を受け入れる設備であって、

放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱によって過熱するおそれ

があるものは、冷却のための必要な措置が講じられたものでなければならない。 

２ 特定廃棄物管理施設のうち放射性廃棄物を管理する施設は、次に掲げるところによ

るものでなければならない。 

一 放射性廃棄物を管理するために必要な容量を有するものであること。 

二 管理する放射性廃棄物の性状を考慮し、適切な方法により当該放射性廃棄物を保

管するものであること。 

三 放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱によって過熱するおそ

れがあるものは、冷却のための必要な措置を講じたものであること。 

〔適合性の説明〕 

 

第１項について 

本設工認の申請は、固体集積保管場Ⅰにおいて、周辺監視区域外における線量を低減

するために使用する遮蔽スラブ（鉄筋コンクリート製で厚さは60㎝以上）であり、受入

施設ではないことから、本条項は該当しない。 

 

第２項 

第一号について 

本設工認の申請は、固体集積保管場Ⅰにおいて、周辺監視区域外における線量を低

減するために使用する遮蔽スラブ（鉄筋コンクリート製で厚さは60㎝以上）である。 

固体集積保管場Ⅰは、放射性廃棄物を貯蔵・管理できる能力を有しているが、遮蔽

スラブは保管しているブロック型廃棄物パッケージの上部に配置するものであり、容

量に影響を及ぼすものではない。 

 

第二号について 

廃棄物管理施設では、管理する放射性廃棄物の性状を考慮し、放射性廃棄物の過積

載により 下段に積載された廃棄体の損壊のおそれがないよう、廃棄物パッケージご

とに、安全性が確保できる適切な定置方法により保管している。 

固体集積保管場Ⅰでは、円筒型で重量物であるブロック型廃棄物パッケージを竪積

２段で保管し、その上段のブロック型廃棄物パッケージの上部に遮蔽スラブを設置し

ている。 
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第三号について 

廃棄物管理施設には、放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱に

よって過熱するおそれがあるものを受け入れることはなく、また、発火、爆発のおそ

れのない安全性が確認されたものを受け入れることから、冷却のための必要な措置を

要しないため、本条項は該当しない。 

 

本設工認の申請対象施設以外の受入施設又は管理施設については、今後予定している

設工認申請書において説明する。 
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別添－１８ 

 

（処理施設及び廃棄施設）  

第十八条 放射性廃棄物を廃棄する設備（放射性廃棄物を保管廃棄する設備を除く。）

は、次に掲げるところによるものでなければならない。 

一 周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の

濃度が、それぞれ原子力規制委員会の定める濃度限度以下になるように特定第一種

廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設において発生する放射性廃棄物を廃棄す

る能力を有するものであること。 

二 放射性廃棄物以外の廃棄物を廃棄する設備と区別して設置すること。ただし、放

射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を流体状の放射性廃棄物を廃棄する設備に導く

場合において、流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を取り

扱う設備に逆流するおそれがないときは、この限りでない。 

三 気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、排気口以外の箇所において気体状の放

射性廃棄物を排出することがないものであること。 

四 気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備にろ過装置を設ける場合にあっては、ろ過

装置の機能が適切に維持し得るものであり、かつ、ろ過装置の放射性廃棄物による

汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。 

五 液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、排水口以外の箇所において液体状の放

射性廃棄物を排出することがないものであること。 

２ 放射性廃棄物を処理する設備は、受け入れる放射性廃棄物を処理するために必要な

能力を有するものでなければならない。 

〔適合性の説明〕 

 

本設工認の申請は、固体集積保管場Ⅰにおいて、周辺監視区域外における線量を低減

するために使用する遮蔽スラブ（鉄筋コンクリート製で厚さは60㎝以上）であり、固体

集積保管場Ⅰは管理施設であり処理施設及び廃棄施設ではないことから、本条項は該当

しない。 
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別添－１９ 

 

（放射性廃棄物による汚染の防止）  

第十九条 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設のうち人が頻繁に出入

りする建物内部の壁、床その他の部分であって、放射性廃棄物により汚染されるお

それがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表面は、放射性廃棄物による汚

染を除去しやすいものでなければならない。 

〔適合性の説明〕 

 

本設工認の申請は、固体集積保管場Ⅰにおいて、周辺監視区域外における線量を低減

するために使用する遮蔽スラブ（鉄筋コンクリート製で厚さは60㎝以上）であり、放射

性廃棄物による汚染の防止に係る建物内部の壁、床その他の部分ではない。また、遮蔽

スラブは、ブロック型廃棄物パッケージに影響を与えるものではなく、汚染の可能性は

ないことから、本条項は該当しない。 

 

本設工認の申請対象施設以外の放射性廃棄物による汚染の防止については、今後予定

している設工認申請書において説明する。 
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別添－２０ 

 

（遮蔽）  

第二十条  特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、当該施設からの直

接線及びスカイシャイン線による事業所周辺の線量が原子力規制委員会の定める線

量限度を十分下回るように設置されたものでなければならない。 

２ 事業所内における外部放射線による放射線障害を防止する必要がある場所には、放

射線障害を防止するために必要な遮蔽能力を有する遮蔽設備が設けられていなけれ

ばならない。この場合において、当該遮蔽設備に開口部又は配管その他の貫通部があ

る場合であって放射線障害を防止するために必要がある場合には、放射線の漏えいを

防止するための措置が講じられたものでなければならない。 

〔適合性の説明〕 

 

第１項について 

本設工認の申請は、固体集積保管場Ⅰにおいて、周辺監視区域外における線量を低減

するため寸法の異なる複数の種類を組み合わせて使用する遮蔽スラブ（鉄筋コンクリー

ト製で厚さは60㎝以上）であり、固体集積保管場Ⅰに保管しているブロック型廃棄物パ

ッケージの上部に開口部がないように配置している。 

固体集積保管場Ⅰの遮蔽能力については、添付書類「Ⅰ 放射線による被ばくの防止

に関する説明書」で説明する。その評価結果は、固体集積保管場Ⅰからの影響が大きく

なると考えられる評価点において、他の施設からの寄与も加えても50μSv/年を下回っ

ている。 

なお、添付書類では、遮蔽スラブの隙間を考慮した被ばく評価ではないことから、既

に設置してある遮蔽スラブの隙間の他、今後設置する遮蔽スラブの隙間を考慮した被ば

く評価を実施し、遮蔽スラブの隙間の有無の影響が小さいことを確認した。評価結果を

別紙３に示す。 

 

第２項について 

本設工認の申請は、固体集積保管場Ⅰにおいて、周辺監視区域外における線量を低減

するため寸法の異なる複数の種類を組み合わせて使用する遮蔽スラブ（鉄筋コンクリー

ト製で厚さは60㎝以上）であり、ブロック型廃棄物パッケージを竪積２段で保管してい

る上段のブロック型廃棄物パッケージの上部に設置している。 

遮蔽スラブについては、「第四条の二 地震による損傷の防止」に示すとおり、耐震

Ｃクラスに適用される地震力に対してすべりが生じないことを確認していることから、

遮蔽スラブのずれによる開口部からの放射線の漏えいはない。さらに、固体集積保管場
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Ⅰでは、定置途上期間中において、ブロック型廃棄物パッケージの側面からの線量率を

低減するため、配置済み区域の 外列の近傍に遮蔽のために未使用の廃棄容器等を配置

している。 
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別添－２１ 

 

（換気設備）  

第二十一条 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設内の放射性廃棄物に

より汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に掲げると

ころにより換気設備が設けられていなければならない。 

一 放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであること。 

二 放射性廃棄物により汚染された空気が逆流するおそれがない構造であること。 

三 ろ過装置を設ける場合にあっては、ろ過装置の機能が適切に維持し得るものであ

り、かつ、ろ過装置の放射性廃棄物による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易

な構造であること。 

四 吸気口は、放射性廃棄物により汚染された空気を吸入し難いように設置すること。 

〔適合性の説明〕 

 

本設工認の申請は、固体集積保管場Ⅰにおいて、周辺監視区域外における線量を低減

するために使用する遮蔽スラブ（鉄筋コンクリート製で厚さは60㎝以上）であり、管理

施設である固体集積保管場Ⅰには換気設備はないことから、本条項は該当しない。 
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別添－２２ 

 

（予備電源）  

第二十二条 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設には、外部電源系統

からの電気の供給が停止した場合において、監視設備その他必要な設備に使用する

ことができる予備電源が設けられていなければならない。 

〔適合性の説明〕 

 

本設工認の申請は、固体集積保管場Ⅰにおいて、周辺監視区域外における線量を低減す

るために使用する遮蔽スラブ（鉄筋コンクリート製で厚さは60㎝以上）であり、予備電源

ではないことから、本条項は該当しない。 

 

本設工認の申請対象施設以外の予備電源については、今後予定している設工認申請書

において説明する。 
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別添－２３ 

 

（通信連絡設備等）  

第二十三条 事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場合において事業所内

の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び通信連絡設備が設けられていな

ければならない。 

２ 事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場合において事業所外の通信連

絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、通信連絡設備が設けられていなけ

ればならない。 

３ 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設には、事業所内の人の退避のた

めの設備が設けられていなければならない。 

〔適合性の説明〕 

 

本設工認の申請は、固体集積保管場Ⅰにおいて、周辺監視区域外における線量を低減す

るために使用する遮蔽スラブ（鉄筋コンクリート製で厚さは60㎝以上）であり、通信連絡

設備等ではないことから、本条項は該当しない。 

 

本設工認の申請対象施設以外の通信連絡設備等については、今後予定している設工認

申請書において説明する。 
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別添－２４ 

 

（電磁的記録媒体による手続）  

第二十四条 第二条第二項の申請書の提出については、当該申請書の提出に代えて、

当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体（電磁的

記録（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない

方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。）に係る記録媒体をいう。以下同じ。）及び別記様式の電磁的記録媒体提出票を

提出することにより行うことができる。 

〔適合性の説明〕 

 

廃棄物管理施設は、第二条に該当しないことから、本条項は該当しない。 
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別紙１ 

遮蔽スラブの追加に伴う荷重の評価について 

 

固体集積保管場Ⅰに遮蔽スラブを追加設置した後の床及びブロック型廃棄物パッケージにか

かる最大となる荷重を算定し、構築物の設計条件である常時接地圧又はブロック型廃棄物パッ

ケージの製作仕様である基準強度と比較する。 

 

Ⅰ．遮蔽スラブ追加設置に伴う評価  

１．地盤、基礎、床について 

1-1 計算方法 

固体集積保管場Ⅰに集積するブロック型廃棄物パッケージ 2 種類（Ⅰ型及びⅢ型）及び

上部に配置する遮蔽スラブ並びに今回及び今後追加設置する遮蔽スラブの施工方法を別

図１～別図３に示す。これらのうち重量が最大となる施工方法（以下「ユニット」という。）

から、最大荷重を算定する。 

なお、遮蔽スラブの重量は、14 種類の中で最大となるⅬ型で評価する。 

これらのユニットが床に接する面積から、床にかかる単位面積あたりの荷重を算定し、

構築物の設計条件である常時接地圧と比較する。 

 

1-2 計算 

⑴ 荷重条件 

計算に使用する重量及び計算モデル図を下記に示す。 

① ブロック型廃棄物パッケージ（最大重量） … Ⅰ型：5,500 ㎏、Ⅲ型：3,200 ㎏ 

② 遮蔽スラブ（最大重量） …L 型：4,200 ㎏ 

③ 遮蔽スラブ（ブロック） … 1,050 ㎏（追加遮蔽スラブの重量の 1/2 を配置） 

④ 追加遮蔽スラブ … 2,100 ㎏（打ち増し） 

⑤ 計算モデル図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存遮蔽スラブ　〔重量：4,200㎏〕

Ⅰ
型

：
28

0c
m

Ⅲ
型

：
12

0c
m

4
0
c
m

8
0c

m 追加遮蔽スラブ（ブロック）　〔重量：1,050㎏〕

追加遮蔽スラブ　〔重量：2,100㎏〕

Ⅰ型：φ120cm
Ⅲ型：φ 96cm

Ⅰ型：φ130cm
Ⅲ型：φ106cm

Ⅰ
型

：
14

0c
m

Ⅲ
型

：
12

0c
m

Ⅰ
型

：
14

0c
m

Ⅲ
型

：
12

0c
m

ブロック型廃棄物パッケージ
　　　　　　　【上段】

Ⅰ型：5,500㎏
Ⅲ型：3,200㎏

ブロック型廃棄物パッケージ
　　　　　　　【上段】

Ⅰ型：5,500㎏
Ⅲ型：3,200㎏

ブロック型廃棄物パッケージ
　　　　　　　【下段】

Ⅰ型：5,500㎏
Ⅲ型：3,200㎏

ブロック型廃棄物パッケージ
　　　　　　　【下段】

Ⅰ型：5,500㎏
Ⅲ型：3,200㎏

Ⅰ型：φ120cm
Ⅲ型：φ 96cm

Ⅰ型：φ130cm
Ⅲ型：φ106cm

2
0c

m
2
0c

m
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⑵ 最大荷重 

固体集積保管場Ⅰに集積するブロック型廃棄物パッケージの最大荷重、遮蔽スラブ、

追加遮蔽スラブ（ブロック）、追加遮蔽スラブを合計して、１ユニット当たりの最大荷重

を算定する。 

① Ⅰ型の最大荷重 

Ⅰ型×4 個＋遮蔽スラブ（L 型）＋遮蔽スラブ（ブロック）＋追加遮蔽スラブ 

＝（5,500 ㎏×4 個）＋4,200 ㎏＋1,050 ㎏＋2,100 ㎏ 

＝29,350 ㎏ 

≒287.8kN 

② Ⅲ型の最大荷重 

Ⅲ型×4 個＋遮蔽スラブ（L 型）＋遮蔽スラブ（ブロック）＋追加遮蔽スラブ 

＝（3,200 ㎏×4 個）＋4,200 ㎏＋1,050 ㎏＋2,100 ㎏ 

＝20,150 ㎏ 

≒197.6kN 

⑶ 床に接する面積 

⑵のとおり集積した場合の床面に接する面積を求める。 

① Ⅰ型 

下部面積×数量 

＝(1.2m／2)2×π×2 個 

＝2.261m2 

② Ⅲ型 

下部面積×数量 

＝(0.96m／2)2×π×2 個 

＝1.447m2 

⑷ 床が受ける単位面積当たりの荷重 

⑵及び⑶から、床が受ける単位面積当たりの荷重を求める。 

① Ⅰ型 

Ⅰ型の最大荷重／Ⅰ型下部面積 

＝287.8kN／2.261m2 

＝127.3kN/m2 

② Ⅲ型 

Ⅲ型の最大荷重／Ⅲ型下部面積 

＝197.6kN／1.447m2 

＝136.6kN/m2 

⑸ 床が受ける荷重と常時接地圧との比較 

 床が受ける荷重 （kN/m2） 常時接地圧 （kN/m2） 

Ⅰ型 127.3 
245.1 

Ⅲ型 136.6 
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２．ブロック型廃棄物パッケージについて 

2-1 計算方法 

固体集積保管場Ⅰに遮蔽スラブを追加設置した後の下部に配置するブロック型廃棄物

パッケージにかかる最大となる荷重を算定し、ブロック型廃棄物パッケージの一軸圧縮強

度と比率する。 

 

2-2 計算 

⑴ 荷重条件 

1-2⑴ に同じ。 

⑵ 最大荷重 

固体集積保管場Ⅰに集積する上段のブロック型廃棄物パッケージの最大荷重、遮蔽ス

ラブ、追加遮蔽スラブ（ブロック）、追加遮蔽スラブを合計して、下段のブロック型廃棄

物パッケージ１個にかかる最大荷重を算定する。 

① Ⅰ型（下段）の最大荷重 

Ⅰ型＋〔遮蔽スラブ（L 型）＋遮蔽スラブ（ブロック）＋追加遮蔽スラブ〕／2 

＝5,500 ㎏＋〔4,200 ㎏＋1,050 ㎏＋2,100 ㎏〕／2 

＝9,175 ㎏ 

≒90.0kN  

② Ⅲ型（下段）の最大荷重 

Ⅲ型＋〔遮蔽スラブ（Ｊ型）＋遮蔽スラブ（ブロック）＋追加遮蔽スラブ〕／2 

＝3,200 ㎏＋〔4,200 ㎏＋1,050 ㎏＋2,100 ㎏〕／2 

＝6,875 ㎏ 

≒67.4kN 

⑶ 下部のブロック型廃棄物パッケージが接する面積 

計算モデル図のとおり集積した場合の下部のブロック型廃棄物パッケージが上部のブ

ロック型廃棄物パッケージ接する面積を求める。 

① Ⅰ型 

下部面積×数量 

＝(1.2m／2)2×π 

＝1.130 m2 

② Ⅲ型 

下部面積×数量 

＝(0.96m／2)2×π 

＝0.723 m2 

⑷ 下部のブロック型廃棄物パッケージが受ける単位面積当たりの荷重 

⑵及び⑶から、下部のブロック型廃棄物パッケージが受ける単位面積当たりの荷重を

求める。 

① Ⅰ型 

Ⅰ型の最大荷重／Ⅰ型下部面積 

＝90.0kN／1.130m2 

＝79.6kN/m2 
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② Ⅲ型 

Ⅲ型の最大荷重／Ⅲ型下部面積 

＝67.4kN／0.723m2 

＝93.2kN/m2 

⑸ 下部のブロック型廃棄物パッケージが受ける荷重と基準強度との比較 

 

 

 

 

 

* 基準強度は、建築基準法に基づき、ブロック型廃棄物パッケージの 

一軸圧縮強度を使用 

 

３．作業に伴う短期荷重について 

今回の遮蔽スラブの追加に伴い、積載荷重の増加による床やブロック型廃棄物パッケー

ジへの評価を行ったが、短期の荷重については評価していなかった。 

短期で積載荷重が増えるケースを以下に示す。 

① 遮蔽スラブの遮蔽の追加（打ち増し）に係る施工工事作業（作業員：２名） 

② 遮蔽スラブ上面で作業する場合（作業員：２名） 

③ 固体集積保管場Ⅰにおいて、新たに搬入したブロック型廃棄物パッケージ上部に遮蔽

スラブ（Ｊ型）を配置する際、近傍の遮蔽を追加設置した遮蔽スラブ*上部に、配置す

る遮蔽スラブを一時的に仮置きする場合 

ここで、①、②、③を比較すると、③の遮蔽スラブを仮置きする場合であり、仮置きする

遮蔽スラブは今後使用する遮蔽スラブ（Ｊ型）となる。 

よって、③の短期の荷重として最も厳しい条件で評価する。 

 

* 遮蔽を追加設置した遮蔽スラブとは、遮蔽スラブ（Ｊ型）と遮蔽スラブ（Ｅ型）を組

み合わせる方法で、間にブロックを配置して使用するもので、最も厳しい条件の追加設

置方法である。また、一時的に仮置きした遮蔽スラブの上面には作業員は乗らないもの

として評価した。 

 

3-1 計算方法 

固体集積保管場Ⅰに遮蔽スラブを追加設置した後の上部に遮蔽スラブ（Ｊ型）を遮蔽ス

ラブ専用吊り具とともに仮置きする。この際、床に接する面積から、床にかかる単位面積

あたりの荷重を算定し、構築物の設計条件である常時接地圧と比較する。 

 

3-2 計算 

⑴ 荷重条件 

1-2⑴に示す計算モデルの上部に、最大重量の遮蔽スラブ（Ｊ型 3,900 ㎏）１枚を遮

蔽スラブ専用吊り具（230 ㎏）とともに仮置きした場合を想定した。 

 

 荷重（kN/m2） 基準強度 *（kN/m2） 

Ⅰ型  79.6 
2.95×104 

Ⅲ型  93.2 
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計算モデルを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 最大荷重 

1-2⑵で算出した１ユニット当たりの最大荷重に、Ｊ型遮蔽スラブと吊り具の重量を加

算し、最大荷重を算出する。 

①Ⅰ型の最大荷重 

Ⅰ型の１ユニット当たりの最大荷重＋Ｊ型遮蔽スラブの重量＋吊り具の重量 

＝29,350 ㎏＋3,900 ㎏＋230 ㎏ 

＝33,480 ㎏ 

≒328.3kN  

②Ⅲ型の最大荷重 

Ⅲ型の１ユニット当たりの最大荷重＋Ｊ型遮蔽スラブの重量＋吊り具の重量 

＝20,150 ㎏＋3,900 ㎏＋230 ㎏ 

＝24,280 ㎏ 

≒238.1kN 

⑶ 床に接する面積 

1-2⑶に同じ。 

⑷ 床が受ける単位面積当たりの荷重 

⑵及び⑶から、床が受ける単位面積当たりの荷重を求める。 

①Ⅰ型 

Ⅰ型の最大荷重／Ⅰ型下部面積 

＝328.3kN／2.261m2 

＝145.2kN/m2 

 

既存遮蔽スラブ　〔重量：3,900㎏〕

Ⅰ
型

：
28

0c
m

Ⅲ
型

：
12

0c
m

8
0c

m

遮蔽スラブ用吊り具　〔重量：230㎏〕

Ⅰ型：φ120cm
Ⅲ型：φ 96cm

Ⅰ型：φ120cm
Ⅲ型：φ 96cm
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②Ⅲ型 

Ⅲ型の最大荷重／Ⅲ型下部面積 

＝238.1kN／1.447m2 

＝164.5kN/m2 

⑸ 作業時に床が受ける荷重と常時接地圧との比較 

 床が受ける荷重 （kN/m2） 常時接地圧 （kN/m2） 

Ⅰ型 145.2 
245.1 

Ⅲ型 164.5 

 

４．結果 

固体集積保管場Ⅰに集積するブロック型廃棄物パッケージ及び遮蔽スラブによる床面に

作用する単位面積あたりの荷重は、構築物の設計条件である常時接地圧を下回っている。ま

た、下部のブロック型廃棄物パッケージが受ける荷重は、ブロック型廃棄物パッケージの一

軸圧縮強度である基準強度と比較して十分低い。 

また、遮蔽スラブ追加設置後の上部に、遮蔽スラブの設置や移動のために仮置きする場合

でも、評価の結果、床にかかる単位面積あたりの荷重は、構築物の設計条件である常時接地

圧を下回っている。 

 

以上 
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別紙３ 

遮蔽体の形状、施工状態を考慮した被ばく評価について 

 

遮蔽体（遮蔽スラブ、空容器）の形状及び施工状態から、今回、遮蔽スラブの隙間を考

慮して被ばく評価を実施した。 

被ばく評価の際、既に設置してある遮蔽スラブについては、その隙間を実測し遮蔽計算

に反映している。また、今後設置する遮蔽スラブの隙間については、これまで設置した遮

蔽スラブの隙間を考慮して、一律、実現可能な 3mmとして遮蔽計算に反映している。 

この遮蔽スラブの隙間をＲＺモデルで計算できるよう、リング状にモデル化している。 

詳細を以下に示す。 

以下に示すとおり、隙間の実測値やモデル化の方法が非保守側になっていることはない。 

 

１．遮蔽スラブの形状と施工状態について 

遮蔽スラブの形状と施工状態は事業変更許可での評価と同様であり、ＲＺモデルにて、

対象とするブロック型廃棄物パッケージの周囲の廃棄物（空容器）の外周端部までの上面

を覆っている。実際は、隣接する廃棄物との中間点まで遮蔽スラブが張り出しており、こ

の分も遮蔽に寄与することになるが、安全側にこれを考慮していない。遮蔽スラブの厚み

は公称値 60cmであるが、公差を考慮して 59cmとしている。 

事業変更許可での評価では、施工状態について隙間の有無を考慮していないことから、

今回、隙間を考慮した評価を実施した。 

 

２．ブロック型廃棄物パッケージの周囲の廃棄物（空容器）の形状と施工状態について 

ブロック型廃棄物パッケージの周囲の廃棄物（空容器）の形状と施工状態は事業変更許

可での評価と同様であり、ＲＺモデルにて、対象とするブロック型廃棄物パッケージの周

囲の廃棄物（空容器）を、上面からの面積を保存したリング状に配置している。 

また、ブロック型廃棄物パッケージからの距離は、上面への放射線の抜けが最大となる

よう、このリングの外径が周囲の廃棄物の対角線と同じになるように配置している。 

 

３．遮蔽スラブの隙間を考慮した被ばく評価について 

事業変更許可及び現在の設工認申請では、遮蔽スラブの隙間を考慮した被ばく評価を実

施しておらず、その結果は 19μSv/yである。 

今回、既に設置してある遮蔽スラブの隙間の他、今後設置する遮蔽スラブの隙間を考慮

した被ばく評価を実施した。 

その結果、20μSv/y と大きくなったが、その増分はわずかであり、遮蔽スラブの隙間の

有無の考慮の影響は小さい。 

以下に、評価方法及び評価結果等を記す。 
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(1) 評価方法について 

事業変更許可及び設工認申請書の添付書類と同様に、2次元 Sn輸送計算コード（DOT）に

よりＲＺ体系にて計算した。 

ただし、被ばく線量を求めるのではなく、DOTで算出した数値について、隙間の無いモデ

ルでの計算結果に対する隙間の有るモデルでの計算結果の比を求め、これを隙間の無いモ

デルで求めた被ばく線量に乗じることで、隙間の有るモデルでの被ばく線量とした。 

比を求める際は数値を切り上げるため安全側である。 

 

(2) 遮蔽スラブの隙間の測定方法について 

既に設置してある遮蔽スラブについては、その隙間を次のとおり実測している。 

設置してある遮蔽スラブに乗り、2人 1組で上面から測定した。測定箇所は、遮蔽スラブ

の側面 4方向について、それぞれ目視にて隙間が最大と見て取れる箇所（隙間部）につい

て 3箇所以上測定し、その最大値を採用した。測定は JIS1級の鋼製直尺を用いた。 

ただし、大きな隙間等については、コンクリート打ち増し時の枠を設置する際、この隙

間を埋めることになり、結果、隙間が狭くなるのでこれを被ばく評価において考慮した。 

今後設置する遮蔽スラブについては、これまで設置した遮蔽スラブの隙間の実測値を基

に実現可能な値を検討した結果、3mm以下の隙間で遮蔽スラブを設置している実績があるこ

とから、隙間が 3mm以下となるよう管理する。なお、3mmを超えるおそれがある場合は、コ

ンクリートの密度を超えるものを隙間に挟む等の対策を施す。 

対策を含め、今後設置する遮蔽スラブの隙間については、3mm以下を実現することが可能

である。 

計算に用いる各隙間はその最大値となることから安全側である。 

 

(3) 評価モデルについて 

事業変更許可及び現在の設工認申請でのモデルを基に、遮蔽スラブの隙間を追加するモ

デルとした。 

ブロック型廃棄物パッケージへの遮蔽スラブの設置状況は、令和 2年 11月 11日の面談

資料（資料－１ 別紙 計算モデル図）に示すとおりであり、ブロック型廃棄物パッケージ

上下 2個で 1箇所（位置）について 2箇所で遮蔽スラブ 1枚を設置している。 

この設置状況について、まず上から見てリング状にし易いよう近似する。具体的には、

中心の対象廃棄物を除き、周りの廃棄物は 2箇所で遮蔽スラブ 1枚とし、放射状のモデル

とする。中心の対象廃棄物は、単独で遮蔽スラブ 1枚を配置するモデルとする。この場合、

対象廃棄物周りの遮蔽スラブの隙間 1辺を隙間 1箇所とすると、対象廃棄物周りの隙間は 4

箇所となり、実際よりも 1箇所多いモデルとなる（図 1参照）。 

一層のモデルについては、対象廃棄物周りの隙間 4箇所に、その周りの放射状の隙間 4

箇所を加え、この隙間は隣接する廃棄物との中間点の上部にあるとし、この中間点から内

側へ向かって隙間の半分の幅の位置をリングの内径とする。このリングの内径を基に、隙

間の面積を保存するようにリングの外径を求める。 
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中心の対象廃棄物周りの隙間（近い側）に、その周りの放射状の隙間（遠い側）を加え

ることで、近くの隙間が大きくなるモデルとなることから安全側である。 

二層のモデルも同様である。このリングを、ブロック型廃棄物パッケージＢ－Ⅰ型及び

Ｂ－Ⅲ型に対し、周囲の廃棄体一層の場合と二層の場合について求める。 

ここで、遮蔽スラブの隙間は、コンクリート打ち増しの場合と薄い遮蔽スラブの追加設

置の場合では状況が異なるため、これを考慮する。具体的には次のとおり。 

 

①コンクリート打ち増しの場合の隙間について 

既に設置してある遮蔽スラブについては、コンクリート打ち増しとする。 

コンクリート打ち増しの場合は、打ち増し部には隙間は生じないため、元の遮蔽スラブ

の部分のみ隙間が有り、上面へ貫通した隙間が無いモデルとした。 

既に設置してある遮蔽スラブの隙間については、4方向の隙間（最大）を測定しており、

これを使用した。ただし、大きな隙間等については、コンクリート打ち増し時の枠を設

置する際、この隙間を埋めることになり、結果、隙間が狭くなるのでこれを考慮した。 

 

②薄い遮蔽スラブの追加設置の場合の隙間について 

今後設置する遮蔽スラブについては、薄い遮蔽スラブを追加設置する。 

薄い遮蔽スラブの追加設置の場合は、元の遮蔽スラブと同様の隙間が生じるため、上面

へ貫通した隙間が有るモデルとした。 

今後設置する遮蔽スラブの隙間については、これまで設置した遮蔽スラブの隙間を考

慮して、一律、実現可能な 3mmとした。 

 

 

③遮蔽スラブの隙間のＲＺモデル化について 

計算がＲＺモデルであることから、図 1に示すとおり、ブロック型廃棄物パッケージ

の周囲の廃棄物（空容器）と同様、遮蔽スラブの隙間をリング状にする。 

この場合、遮蔽スラブの隙間は隣接する廃棄物との中間点の上部にあるとし、この中

間点から内側へ向かって隙間の半分の幅の位置をリングの内径とする。 

このリングの内径を基に、隙間の面積を保存するようにリングの外径を求める。 

このリングを、ブロック型廃棄物パッケージＢ－Ⅰ型及びＢ－Ⅲ型に対し、周囲の廃

棄体一層の場合と二層の場合について求める。 

計算に用いる遮蔽スラブの隙間は、コンクリート打ち増しの場合、1cm、2cm、3cmとし、

薄い遮蔽スラブを追加する場合、0.3cmとする。 

遮蔽スラブの隙間が 2cmの場合を例に、各々のリングの内径と外径の算出結果を図 2

に示す。 

遮蔽スラブの隙間 1辺の長さは、ブロック型廃棄物パッケージの直径に隣接する廃棄

物までの距離を加えたものであり、幅は遮蔽スラブの隙間である。この長さ及び幅から

求められる長方形の面積に隙間の数を乗じ隙間の総面積とする。 
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この算出した隙間の総面積と、ブロック型廃棄物パッケージの直径及び隣接する廃棄

物までの距離並びに隙間の大きさから求まるリング状の隙間の内径を基に、隙間の総面

積が保存されるよう（近似においては上回るよう）リング状の隙間の外径を求める。 

 

（4）遮蔽計算に用いる隙間について 

隙間の大きさ毎に遮蔽計算する場合、そのケースは膨大になることから、隙間のサイズ

を領域に区切り、その最大値で計算することとした。 

既に設置してある遮蔽スラブについては、0～10mmを 1cmで、10～20mmを 2cmで、20～

30mmを 3cmで計算した。30mmを超える隙間については、コンクリート打ち増し時の枠を設

置する際、この隙間を埋めることになることから、20～30mmに含めることとした。 

今後設置する遮蔽スラブについては、管理値である 3mm（0.3cm）で計算した。 

隙間サイズの領域毎に最大値を用いて計算することから安全側である。 

 

(5) 遮蔽スラブの隙間について 

コンクリートブロックＢ－Ⅰ型の上部に載っている遮蔽スラブの隙間のデータをまとめ

たものを図 3に、これをブロック型廃棄物パッケージに対する 4方向に展開し、一層目の

平均隙間を求めたものを図 4に、二層目の平均隙間を求めたものを図 5に示す。 

また、コンクリートブロックＢ－Ⅲ型の上部に載っている遮蔽スラブの隙間のデータを

まとめたものを図 6に、これをブロック型廃棄物パッケージに対する 4方向に展開し、一

層目の平均隙間を求めたものを図 7に、二層目の平均隙間を求めたものを図 8に示す。 

遮蔽スラブの隙間は、それぞれのブロック型廃棄物パッケージに対して3方向であるが、

どの位置のブロック型廃棄物パッケージに対しても同様に平均隙間を求められるよう 4方

向に展開するため、隙間のない方向に対しても 0mm（空白）を入力することとし、隙間の合

計値を各層の隙間の数（図 1より、一層目は 8、二層目は 20）で除すことで平均隙間を求

めた（図 4、図 5、図 6、図 7参照）。 

計算に平均隙間を用いても隙間の総面積は保存されるため非安全側になることはない。

また、各隙間は最大値を用いていることから、隙間の総面積は安全側である。 

なお、コンクリート打ち増しと薄い遮蔽スラブの追加設置が混在することになるが、薄

い遮蔽スラブ設置の場合の隙間 3mmは、安全側にコンクリート打ち増しの場合の隙間 8mm

に相当すると評価しており（表 1及び表 2参照）、データ整理においてはコンクリート打

ち増しの条件に統一することとし、薄い遮蔽スラブの追加設置の隙間については、3mmでは

なく 8mmを用いた。 

 

(6) 隙間の無いモデルでの計算結果に対する隙間の有るモデルでの計算結果の比 

DOTによるＲＺ体系での計算に用いる遮蔽スラブの隙間を、コンクリート打ち増しの場合、

1cm、2cm、3cmとし、薄い遮蔽スラブを追加する場合、0.3cmとして、隙間の無いモデルで

の計算結果に対する隙間の有るモデルでの計算結果の比を求めた。 

ブロック型廃棄物パッケージＢ－Ⅰ型の場合の比を表 1に、ブロック型廃棄物パッケー

ジＢ－Ⅲ型の場合の比を表 2に示す。 
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(7) 遮蔽スラブの隙間と線量の比の関係について 

遮蔽スラブの隙間及び廃棄物からの線量は、ブロック型廃棄物パッケージの配置（上下 2

個で一つの配置）で異なるため、この比を位置毎に求め乗じる。 

図 4、図 5、図 7及び図 8の遮蔽スラブの隙間（平均隙間）について、10mm未満を白、10mm

以上 20mm未満を青、20mm以上 30mm未満を橙、30mm以上を赤で示した。 

白は隙間 1cmの比を、青は隙間 2cmの比を、橙及び赤は 3cmの比を用いる。 

ここで、大きな隙間である赤については、コンクリート打ち増し時の枠を設置する際、

この隙間を埋めることになり、結果、隙間が狭くなるのでこれを考慮し橙と同じにした。

また、一層目の比を用いる場所の遮蔽スラブについては、大きめの隙間を埋めることとし

ており、一層目の比については青であっても白の比と同じにした（図 10の紫枠部参照）。 

隙間サイズの領域毎に最大値を用いて計算したことと同等となるため安全側である。 

なお、一層目の値を用いる位置を除き、一層目と二層目の隙間を比較し、大きい方の値

を採用することとした。 

 

(8) 計算結果について 

遮蔽スラブの隙間を考慮しない被ばく評価結果（設工認申請書の添付資料 Ⅰ-3 の図 20

と同じ）を図 9に、一層目と二層目の隙間を比較した結果の、各位置での遮蔽スラブの隙

間をまとめたものを図 10に、隙間無しの被ばく線量に乗じる比をまとめたものを図 11に、

隙間無しの被ばく線量に比を乗じた結果得られた、遮蔽スラブの隙間を考慮した被ばく評

価結果を図 12に示す。 

遮蔽スラブの隙間を考慮しない被ばく評価の結果は 19μSv/y であるが、今回の計算の結

果、遮蔽スラブの隙間を考慮した被ばく評価の結果は 20μSv/y であり、その増分はわずか

であることから、遮蔽スラブの隙間の有無の考慮の影響は小さい。 

なお、増分がわずかである理由は、次のとおりであると考えられる。 

まず、遮蔽スラブの隙間がない評価においては、図 12に示すとおり、単位個数あたりの

線量は、一層巻の場合と二層巻の場合を比較すると、一層巻の場合の方が大きく、Ⅰ型で

一桁以上、Ⅲ型で二桁近くの差がある。 

一方、遮蔽スラブの隙間がある評価においては、表 1及び表 2に示すとおり、隙間の大

きさが同じ場合、一層巻の場合よりも二層巻の場合の方が比は大きく、図 12に示す一層巻

と二層巻の差の傾向とほぼ同じである。 

これらのことから、遮蔽スラブの隙間がない場合に対する隙間がある場合の線量の増分

は、主に一層目の隙間からの漏れによるものと考えられる。 

よって、表 1及び表 2に示すとおり二層巻の場合の方が比は大きいが、線量の増分は一

層巻の場合と大差ないことになり、図 12に示すとおり被ばく評価においては一層巻の評価

が支配的であることから、被ばく線量の増分がわずかであったと考えられる。 

 

 

以上 
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ブロック型廃棄物パッケージへの遮蔽スラブの設置状況 

 

〔 令和 2年 11月 11日 面談資料（資料－１ 別紙 計算モデル図） 〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存遮蔽スラブ　〔重量：3,900㎏〕

Ⅰ
型
：
28

0c
m

Ⅲ
型
：
12

0c
m

40
c
m

8
0c

m 追加遮蔽スラブ（ブロック）　〔重量：975㎏〕

追加遮蔽スラブ　〔重量：1,950㎏〕

Ⅰ型：φ120cm
Ⅲ型：φ 96cm

Ⅰ型：φ130cm
Ⅲ型：φ106cm

Ⅰ
型
：
14

0c
m

Ⅲ
型
：
12

0c
m

Ⅰ
型
：
14

0c
m

Ⅲ
型
：
12

0c
m

ブロック型廃棄物パッケージ
　　　　　　　【上段】

Ⅰ型：5,500㎏
Ⅲ型：3,200㎏

ブロック型廃棄物パッケージ
　　　　　　　【上段】

Ⅰ型：5,500㎏
Ⅲ型：3,200㎏

ブロック型廃棄物パッケージ
　　　　　　　【下段】

Ⅰ型：5,500㎏
Ⅲ型：3,200㎏

ブロック型廃棄物パッケージ
　　　　　　　【下段】

Ⅰ型：5,500㎏
Ⅲ型：3,200㎏

Ⅰ型：φ120cm
Ⅲ型：φ 96cm

Ⅰ型：φ130cm
Ⅲ型：φ106cm

2
0c

m
2
0c

m
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図 1 遮蔽スラブの隙間のモデル化 

対象とするブロック型廃棄物パッケージと周囲の廃棄体二層の場合 

対象とするブロック型廃棄物パッケージと周囲の廃棄体一層の場合 

実際の近似 モデル 





























 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 設計及び工事の計画に係る「廃棄物管理事業変更許可申請書」 

との整合性に関する説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

設計及び工事の計画に係る「廃棄物管理事業変更許可申請書」との整合性を次に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

廃棄物管理事業変更許可申請書(本文) 廃棄物管理事業変更許可申請書（添付書類五） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

４ 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備並

びに廃棄の方法 

Ａ 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備 

ロ  廃棄物管理施設の一般構造 

(1)  放射線の遮蔽に関する構造 

廃棄物管理施設は、ALARAの考え

方のもと、以下の方針に基づき遮蔽

設計を行う。 

a)  平常時において、人の居住の可

能性のある周辺監視区域外の直接

線及びスカイシャイン線による線

量が 大となる場所において、年

間50μSv以下となるよう、線量若

しくは放射能の高い廃棄物を取り

扱う設備又はこれを囲む設備に遮

蔽機能を設けることとし、建家の

コンクリート壁により適切な遮蔽

を行うよう設計する。 

b)  事業所内の人が立ち入る場所に

おいて、外部放射線による放射線

障害を防止し、線量限度を超えな

いようにするため、放射線業務従

事者の立入頻度、立入時間を考慮

した適切な遮蔽設計区分を設け、

各区分に定める基準線量率を満足

するよう遮蔽を施し、又は作業時

間の制限を行えるように考慮する

こと、遮蔽設備に開口部又は配管

その他の貫通部分がある場合であ

って放射線障害を防止する必要が

ある場合には、放射線の漏えいを

防止するための措置を講ずるこ

と、遮蔽設計に用いる線源は、機器

の放射性物質の内包量、施設内で

の放射性物質の 大取扱量及び廃

棄体の表面線量を考慮し、遮蔽計

算上厳しい評価結果を与えるよう

1. 安全設計 

1.1 安全設計の基本方針 

廃棄物管理施設は、以下の基本方針の下に安全設計を行い、「核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「原子炉等規制法」とい

う。）等の法令の要求を満足し、「廃棄物管理施設の安全性の評価の考え方」

（平成元年 3月 27 日 原子力安全委員会決定）及び「廃棄物管理施設の位

置、構造及び設備の基準に関する規則」（平成 25 年 12 月 18 日施行）に基

づくものとする。 

 

(1) 平常時において、周辺監視区域外の一般公衆、周辺監視区域内に滞在

する放射線業務従事者以外の者及び放射線業務従事者に対し、「核原料

物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量

限度等を定める告示」(以下「線量告示」という。) に定められている

線量限度を超える線量を与えないように設計することはもとより、周辺

監視区域内に滞在する放射線業務従事者以外の者及び人の居住の可能

性のある周辺監視区域外の一般公衆の受ける線量が合理的に達成でき

る限り低くなるように設計する。 

(5) そ の 他 

b. 廃棄物管理施設は、設計、製作、建設、試験及び検査に当たっては、

国内法規に基づく規格、基準等を適用し、信頼性の高いものとする。 

また、運転員の誤操作を防止するため、指示計、操作スイッチ等に

は名称表示等を行うとともに、定められた条件を逸脱して装置が動作

しないなど、誤操作に対しても、それが大きな事故の誘因とならない

ように考慮して設計する。 

c. 廃棄物管理施設において処理を行うために受け入れる放射性廃棄

物は、原子炉施設及び核燃料物質使用施設等において発生する液体廃

棄物及び固体廃棄物である。これらは、その性状、線量率、含まれる

放射性物質の量等によって区分し、それぞれ も適切と思われる方法

で処理を行う。処理した放射性廃棄物は、容器に固型化し、又は封入

して、それ自体で放射性物質の閉じ込めの能力を有する廃棄体とす

る。 

d. 廃棄物管理施設の処理能力は、放射性廃棄物の 大受入れ量に対し

て、十分な余裕を有するものとする。 

e. 廃棄物管理施設は、放射線業務従事者の立入場所における線量を合

理的に達成できる限り低減できるように、線量率の高い固体廃棄物の

取扱いは、遮蔽を介して又は遠隔操作によって行える設計とするとと

もに、設備・機器は、運転及び保守における作業性を考慮した配置と

 

 

4. 設 計 

4.1 設計条件 

 

 

(1) 廃棄物管理施設は、平常時において、人の居住の可能性のある周辺監視

区域外の 大となる場所における直接線及びスカイシャイン線による線量

が、年間 50μSv 以下となるよう、建物のコンクリート壁、廃棄体の適切な

配置等により遮蔽を行う。 

(2) 固体集積保管場Ⅰには遮蔽機能を設ける施設であり、遮蔽機能として遮

蔽スラブ及び周囲壁を設ける設計にとする。 

(3) 遮蔽設備に開口部又は配管その他貫通部分がある場合であって放射線

障害を防止する必要がある場合には、放射線の漏えいを防止するための措

置を講ずる。 

 

4.2 設計仕様 

 

 

 

 

施 設 名 称 管理対象物 大管理能力（m3） 

固体集積保管場Ⅰ 廃棄体 3,980 

遮 蔽 周辺監視区域外における実効線量：50μSv/年以下 

遮

蔽

ス

ラ

ブ 

打
ち
増
し 

型    式 － 鉄筋コンクリート製 

主要材料 

型   枠 － 
JIS G 3302（溶融亜鉛めっき

鋼板及び鋼帯）に定めるSGCC 

鉄   筋 － 
JIS G 3112（鉄筋コンクリー

ト用棒鋼）に定めるSD295A 

コンクリート － 

普通コンクリート 

（設計基準強度21.0N/㎜2以上）

（密  度 2.1 g/㎝3以上） 

主要寸法 厚 さ cm 20以上（型枠を含む。） 

数    量 －   一式 * 

 

 

廃棄物管理施設の変更

許可申請書の記載に従

い、周辺監視区域外に

おける実効線量が 50

μSv/年以下となるよ

う遮蔽を行う設計と

しているため整合して

いる。 

 

 

 

 

添
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－
1
 



廃棄物管理事業変更許可申請書(本文) 廃棄物管理事業変更許可申請書（添付書類五） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

に線源条件を設定し、遮蔽設計に

おいては、遮蔽体の形状、材質及び

寸法を考慮し、十分な安全裕度を

見込む設計とする。 

また、平常時において、周辺監視

区域内の人が滞在する場所におけ

る線量が、周辺監視区域内に滞在

する放射線業務従事者以外の者の

立入時間を考慮して、年間50μSv

以下となるよう設計する。 

c) 固体集積保管場Ⅰについては、放

射性廃棄物の入っていないコンク

リートブロックをブロック型廃棄

物パッケージの側部に配置する措

置を講ずる。 

 

(6)  その他の主要な構造 

廃棄物管理施設は、以下の方針の

もとに安全設計を行う。 

a)  廃棄物管理施設は、敷地で予想

される台風、積雪、火山、森林火災

等の自然現象及び飛来物その他の

外部衝撃の影響により安全性を損

なうことのない設計とする。 

b)  廃棄物管理施設は、自然現象の

53事象の内、地震及び津波を除く、

安全確保上考慮すべき事象として

洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降

水、積雪、落雷、地滑り、火山の影

響、生物学的事象又は森林火災の

発生の可能性又は発生した場合を

過去の記録及び周囲の環境条件か

ら評価し、安全性を損なうことの

ない設計とする。 

c)  廃棄物管理施設は、飛来物その

他の外部衝撃について、事業所又

はその周辺において想定される当

該廃棄物管理施設の安全性を損な

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

 第１項について 

廃棄物管理施設は、平常時における廃棄物管理施設からの直接線及びスカ

イシャイン線により公衆の受ける線量が第１７条第１項の放射性物質により

公衆の受ける線量を含め、法令に定める線量限度を超えないことはもとより、

ALARA の考え方の下、合理的に達成できる限り十分に低いものであること

（「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価につい

て」（平成元年３月２７日原子力安全委員会了承））を参考に、「実効線量で 50

マイクロシーベルト／年以下」を達成するため、線量若しくは放射能の高い

廃棄物を取り扱う設備又はこれを囲む設備に遮蔽機能を設けることとし、建

家のコンクリート壁、廃棄体の適切な配置により遮蔽を行うよう設計する。 

遮蔽機能を設ける施設と廃棄物区分を表１に、遮蔽機能を設ける施設及び

設備を表２に示す。 

 

第２項について 

廃棄物管理施設は、遮蔽設計にあたり、放射線業務従事者の立入頻度、立

入時間を考慮して関係各場所を適切に区分し、それぞれ基準とする線量率を

定め所要の遮蔽を施し、又は作業時間の制限が行えるように考慮すること、

遮蔽設備に開口部又は配管その他の貫通部分がある場合であって放射線障害

を防止する必要がある場合には、放射線の漏えいを防止するための措置を講

ずること、遮蔽設計に用いる線源は、機器類の内包量や施設内での 大取扱

い量などを考慮し、遮蔽計算上厳しい評価結果を与えるように線源条件を設

定し、遮蔽設計においては、遮蔽体の形状、材質及び寸法を考慮し、十分な

安全裕度を見込む設計とする。具体的な管理区域の区分を以下に示す。 

管理区域は、空気中の放射性物質の濃度又は放射性物質に汚染された物の

表面の放射性物質の濃度に起因する管理区域と、外部放射線に起因する管理

区域に区分する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* : 遮蔽を追加する定置済み遮蔽スラブ 416 個について、打ち増しする数量 

 

 

 

 

 

 

第二条（遮蔽等） 

廃棄物管理施設は、当該廃棄物管理施設からの直接線及びスカイシャイ

ン線による事業所周辺の線量を十分に低減できるよう、遮蔽その他適切な

措置を講じたものでなければならない。 

２ 廃棄物管理施設は、放射線障害を防止する必要がある場合には、管理

区域その他事業所内の人が立ち入る場所における線量を低減できるよ

う、遮蔽その他適切な措置を講じたものでなければならない。 
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遮 

蔽 

ス 

ラ 

ブ 

型    式 - 鉄筋コンクリート製 

主 

要 

寸 

法 

Ａ型 

短辺×長辺 cm 34 × 260 

厚   さ cm 19.5以上 

個   数 個 6 

Ｂ型 

短辺×長辺 cm 83 × 335 

厚   さ cm 19.5以上 

個   数 個 3 

Ⅽ型 

短辺×長辺 cm 106 × 212 

厚   さ cm 19.5以上 

個   数 個 56 

Ｄ型 

短辺×長辺 cm 106 × 262 

厚   さ cm 19.5以上 

個   数 個 7 

Ｅ型 

短辺×長辺 cm 130 × 320 

厚   さ cm 19.5以上 

個   数 個 55 

Ｆ型 

短辺×長辺 cm 130 × 350 

厚   さ cm 19.5以上 

個   数 個 18 

Ｇ型 

短辺×長辺 cm 106 × 212 

厚   さ cm 39.5以上 

個   数 個 36 

Ｈ型 

短辺×長辺 cm 106 × 252  

厚   さ cm 39.5以上 

個   数 個 80 

Ｉ型 

短辺×長辺 cm 106 × 282 

厚   さ cm 39.5以上 

個   数 個 7 

Ｊ型 

短辺×長辺 cm 130 × 320 

厚   さ cm 39.5以上 

個   数 個 200 

Ｋ型 

短辺×長辺 cm 156 × 252 

厚   さ cm 39.5以上 

個   数 個 15 

Ｌ型 

短辺×長辺 cm 156 × 282 

厚   さ cm 39.5以上 

個   数 個 1 

Ｍ型 

短辺×長辺 cm 34 × 247 

厚   さ cm 19.5以上 

個   数 個 1 

Ｎ型 

短辺×長辺 cm 156 × 212 

厚   さ cm 39.5以上 

個   数 個 1 
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わせる原因となるおそれがある事

象であって人為によるもの（故意

によるものを除く。）として、飛来

物（航空機落下等）、ダム崩壊、施

設内貯槽の決壊、近隣工場等の火

災、有毒ガス、船舶の衝突又は電磁

波障害を評価し、安全性を損なわ

ない設計とする。 

n)  廃棄物管理施設の処理施設、管

理施設及び廃棄施設は、必要な能

力又は容量を有するとともに、適

切な方法により処理又は保管する

ものとする。 

 

ハ  廃棄物管理設備本体の構造及び設備 

(2)  管理施設 

(ⅰ) 構造 

本施設は、廃棄体を管理する施

設で、固体集積保管場Ⅰ、固体集

積保管場Ⅱ、固体集積保管場Ⅲ、

固体集積保管場Ⅳ、α固体貯蔵施

設の建家及び設備で構成する。 

 

ⅰ) 管理施設を収容する建家 

1) 固体集積保管場Ⅰ 

固体集積保管場Ⅰの主要構造

は、鉄骨造(一部鉄筋コンクリー

ト造の内部周囲壁)で、地上1階、

建築面積約3,070m2であり、耐震

設計上の重要度をＣクラスとし

て設計する。構造概要図を第9図

に示す。建家内には、管理施設の

固体集積保管場Ⅰを収容する。 

 

ⅱ) 管理施設の主要な設備 

(a) 固体集積保管場Ⅰ 

固体集積保管場Ⅰは、ブロッ

ク型廃棄物パッケージを保管

空気中の放射性物質の濃度又は放射性物質に汚染された物の表面の放射性

物質の濃度に起因する管理区域（以下「第 1種管理区域」という。）は、空気

中の放射性物質の濃度又は表面密度が核原料物質又は核燃料物質の製錬の事

業に関する規則の規定等に基づく線量限度等を定める告示（以下「線量告示」

という。）に定める管理区域に係る値を超え、又は超えるおそれのある区域と

する。 

外部放射線に起因する管理区域は、外部放射線被ばくに係る線量が「線量

告示」に定める管理区域に係る値を超え、又は超えるおそれのある区域であ

って、第 1種管理区域の区分基準に該当しない区域とする。 

一方、放射線管理区域に関する区分のうち、放射線線量に関しては、A区域

の基準線量率は、週 48 時間立ち入るところとして、放射線業務従事者の実効

線量限度「50mSv/年」を「年間 50 週×48 時間/週」で除して、「20μSv/h 以

下」と設定する。 

B 区域の基準線量率は、週 10 時間程度しか立ち入らないところとして、放

射線業務従事者の実効線量限度「50mSv/年」を「年間 50 週×10 時間/週」で

除して、「100μSv/h 以下」とする。 

A 区域及び B区域は、基準線量率の 1/10 を設計目標値とする。 

C 区域は通常は立ち入らないところとして基準線量率を定めず、C区域内の

線量率を線量計測器等により測定し、その線量率から立入り時間を定めて管

理する。 

また、管理区域外に居る放射線業務従事者以外の者が受ける被ばくを考慮

し、放射線業務従事者と同様に、「線量告示」に定められた値を超えないよう

にすることはもとより、不要な放射線被ばくを防止する設計であり、管理区

域境界での線量率は、「線量告示」で定める管理区域の基準 1.3mSv/3 カ月を

超えないよう、これを「520 時間/3 カ月」で除して「2.5μSv/h 未満」とし、

これを超える場合は遮蔽を設ける設計とする。 

具体的な措置として、遮蔽の設計に関しては、必要な遮蔽能力を確保でき

るよう、適切な材質とその厚さを確保する設計とし、この遮蔽の施工におい

ては、材質と厚さを管理し確認する。 

なお、時間に関しては、職員等に対しては服務管理にて、敷地内へ立ち入

る業者等に対しては、勤務時間外も作業が必要な場合は事前に届け出るなど、

事業所への入構管理にて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

定置済み遮蔽スラブの数量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*:20 ㎝厚さの遮蔽スラブを組み合わせて定置している箇所の下段の数量（48 個）

の配置及び未定置遮蔽スラブ（Ｊ型：17 個及びＫ型：5個）を除く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固体集積保管場Ⅰにおける定置済み遮蔽スラブ 
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型 数量(個) 

Ａ型 6  

Ｂ型 3  

Ｃ型 56  

Ｄ型 7  

Ｅ型 23  

Ｆ型 2  

Ｇ型 36  

Ｈ型 80  

Ｉ型 7  

Ｊ型 183  

Ｋ型 10  

Ｌ型 1  

Ｍ型 1  

Ｎ型 1  

14 種類合計       416 * 
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するための施設で、主として竪

積保管設備、周辺監視区域外に

おける線量を低減するため寸

法の異なる複数の種類を組み

合わせて使用する遮蔽スラブ

及びフォークリフトで構成す

る。 

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

主要な設備及び機器の種類を

第3表に示す。 

(ⅲ) 管理する放射性廃棄物の種類

及びその種類ごとの 大管理能力 

管理する放射性廃棄物の種類

及びその種類ごとの 大管理能

力を第3表に示す。 

(ⅳ) 保管体の管理形態 

廃棄物管理施設には、放射性廃

棄物の崩壊熱及び放射線の照射

により発生する熱によって過熱

するおそれがある廃棄物を受け

入れないこととする。また、発火、

爆発の恐れのない安全性が確認

された廃棄物を受け入れること

とする。このため、冷却のための

設備を要しない。 

 

 

Ｂ  廃棄の方法 

イ  廃棄物管理の方法の概要 

廃棄物管理施設では、放射性廃棄物

を液体廃棄物と固体廃棄物に大別して

管理に適した性状となるように処理

し、 終処分が行われるまでの間管理

する。 

(3) 廃棄物パッケージ及び保管体の管

理方法の概要 

廃棄物パッケージ及び保管体は、

放射線による周辺への影響を低減

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計仕様の打ち増しとは、遮蔽スラブの厚さが 60 ㎝以上となるよう、厚

さ 40 ㎝の定置済みの遮蔽スラブ（既存遮蔽スラブ）の上面に枠を設置し、

そこに厚さ 20 ㎝以上となるようコンクリートを打設するものである。 

なお、今後新たにブロック型廃棄物パッケージを集積保管する場合は、

既存の遮蔽スラブの上に新たに製作する厚さ20㎝以上の遮蔽スラブ（Ｅ

型）とブロックを組み合わせて配置する。打ち増しの構造を図４－１に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区      分 基準線量率*1 

 

 

管 

理 

区 

域 

A 区域 週 48 時間立ち入るところ 20μSv/h 以下 

B 区域 
週 10 時間程度しか立ち入らないと

ころ 
100μSv/h 以下 

C 区域 通常は立ち入らないところ 
特に規定せず、立入

時間で管理する。 

備 考 
管理区域外については、1.3mSv/3 ヵ月 

（2.5μSv/h 未満） 

*1：A 及び B区域については、基準線量率の 1／10 の値を設計目標値 

とする。 

表１ 遮蔽機能を設ける施設と廃棄物区分 

建家 処理を行う放射性廃棄物 

廃液貯留施設Ⅱ 
液体廃棄物Ｂ 

廃液処理棟 

廃液貯留施設Ⅱ 液体廃棄物Ｃ 

β・γ固体処理棟Ⅳ 

β・γ固体廃棄物Ｂ 固体集積保管場Ⅰ 

固体集積保管場Ⅳ 

α固体処理棟 

α固体廃棄物Ｂ α固体貯蔵施設 

固体廃棄物減容処理施設 

 

表２ 遮蔽機能を設ける施設及び設備 

建家 設備*1 遮蔽機能 

廃液貯留施設Ⅱ 廃液貯槽Ⅱ 貯槽のコンクリート 

廃液処理棟 廃液蒸発装置Ⅱ 周囲壁 

β・γ固体処理棟Ⅳ 
β･γ封入設備 コンクリート製セル 

β･γ貯蔵セル コンクリート製セル 

固体集積保管場Ⅰ ― 
遮蔽スラブ 
周囲壁 

固体集積保管場Ⅳ ― 壁 

α固体処理棟 封入セル コンクリート製セル 

α固体貯蔵施設 貯蔵ピット 
貯蔵設備の 

上部コンクリート 

固体廃棄物減容処理施設 各種セル コンクリート製セル 

*1：建家名と同名の設備は「―」とする。 
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図４ 打ち増しの構造

1
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±
2.

6

320±3.6

吊手 鉄筋

2
0以

上

〔単位：cm〕

既存遮蔽スラブ（Ｊ型）

〔 Ｊ型遮蔽スラブでの例 〕

型枠

既存遮蔽スラブが 

遮蔽スラブ（Ｊ型）での例 
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できる保管方法で、 終処分が行わ

れるまでの間、管理施設において管

理する。 

c)  ブロック型廃棄物パッケージ 

ブロック型廃棄物パッケージ

は、固体集積保管場Ⅰ又は固体集

積保管場Ⅳにおいて竪積で集積

保管する。固体集積保管場Ⅰで

は、遮蔽スラブを上部に定置す

る。なお、ブロック型廃棄物パッ

ケージの管理容量については、遮

蔽スラブの遮蔽能力に見合った

ものにするとともに、遮蔽スラブ

は、ブロック型廃棄物パッケージ

の搬入に先立ち計画的に製作す

る。なお、遮蔽スラブは、寸法の

異なる複数の種類を組み合わせ

て使用するとともに、開口部が生

じないよう定置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

固体廃棄物減容処理施設を除く廃棄物管理施設の各建家・設備の支持地

盤の許容支持力について、「建築基礎構造設計指針」を参考に、室内土質試

験結果、標準貫入試験結果及び平板載荷試験結果に基づいて評価すると次の

ようになる。また、固体廃棄物減容処理施設の建家・設備の支持地盤の許容

支持力については、「国土交通省告示第 1113 号」を参考に、標準貫入試験結

果に基づいて評価を行う。 

a) 建家・設備の基礎 (装置基礎を含む)を直接基礎とする場合の許容支持

力度を、見和層上部層の上位の砂層及び下位の砂層について、平板載荷

試験結果に基づいて算定すると、根入れ深さによる効果を無視したとし

ても、それぞれ127.4kN／m2及び343.2kN／m2を超えている。また、見和

層上部層のシルト層における許容支持力度について、室内土質試験の結

果に基づいて算定すると、基礎底面の 小幅による効果及び基礎の根入

れ深さによる効果を無視したとしても、三軸圧縮試験結果から、127.4kN

／m2 を超えている。 

b) 建家・設備の基礎を杭基礎とする場合は、見和層上部層の下位の砂層

におけるＮ値がほとんどの位置において標準貫入試験の上限値である 50

以上に達していることから、この層に支持させることにより、十分な支

持力を得ることができる。 

これらに基づき、建家・設備の基礎計画に当たっては、当該建家・設備

の構造、常時接地圧、耐震設計上の重要度分類を考慮して支持地盤及び基

礎形式の選定を行うこととする。特に耐震設計上の重要度分類Ｂクラスの

建家・設備については見和層の上部層を支持地盤とし、基礎を直接基礎と

する場合は、常時接地圧が 127.4kN／m2 を超えるものは見和層上部層の下

位の砂層に支持させ、また、基礎を杭基礎とする場合は、Ｎ値が 50 以上の

層に支持させる、もしくは、杭一本当たりの支持力及び引抜力に対する支
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第五条（廃棄物管理施設の地盤） 

廃棄物管理施設は、次条第二項の規定により算定する地震力（安全上重

要な施設にあっては、同条第三項の地震力を含む。）が作用した場合にお

いても当該廃棄物管理施設を十分に支持することができる地盤に設けな

ければならない。 

２ 安全上重要な施設は、変形した場合においてもその安全機能が損なわ

れるおそれがない地盤に設けなければならない。 

３ 安全上重要な施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければ

ならない。 
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持性能を有する設計とする。 

また、建家・設備の常時接地圧は、平板載荷試験結果に基づく許容支持力

度の推定結果に裕度を見込み、 大でも 245.1kN／m2 を超えないように設計

する。 

なお、耐震設計上の重要度分類Ｂクラスの施設又は設備の入っている施設

は廃液処理棟、β・γ固体処理棟Ⅲ、β・γ固体処理棟Ⅳ、α固体処理棟、

廃液貯留施設Ⅰ、廃液貯留施設Ⅱ、α固体貯蔵施設、固体廃棄物減容処理施

設である。 

廃棄物管理施設は、安全機能の喪失（地震に伴って発生するおそれがある

津波及び周辺斜面の崩壊等による安全機能の喪失を含む。）を想定しても一

般公衆に対する放射線影響が小さい（５ミリシーベルトを超えるおそれがな

い）施設であり、許可基準規則に定める耐震重要施設を有しない。 

 

第２項について 

廃棄物管理施設には、安全上重要な施設はない。 

 

第３項について 

廃棄物管理施設には、安全上重要な施設はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

廃棄物管理施設の耐震設計上の重要度を、地震により発生する可能性のあ

る放射線による環境への影響の観点から以下のように分類し、それぞれ耐震

設計上の重要度に応じた耐震設計を行う。 
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第六条（地震による損傷の防止） 

廃棄物管理施設は、地震力に十分に耐えることができるものでなけれ

ばならない。 

２ 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある廃棄物管理

施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に

応じて算定しなければならない。 

３ 安全上重要な施設は、その供用中に当該安全上重要な施設に大きな影

響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力に

対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

４ 安全上重要な施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがある

斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなけれ

ばならない。 
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Ｓクラス：自ら放射性物質を内蔵している施設、当該施設に直接関係してお

りその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある

施設、これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を

緩和し、放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機能

を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必要と

なる施設並びに地震に伴って発生するおそれがある津波による安

全機能の喪失を防止するために必要となる施設であって、環境へ

の影響が大きいものをいう。上記に規定する「環境への影響が大

きい」とは、敷地周辺の公衆の実効線量が５ミリシーベルトを超

えることをいう。 

Ｂクラス：安全機能を有する施設のうち機能喪失した場合の影響がＳクラス

施設と比べ小さく、限定的な遮蔽能力及び閉じ込め能力を期待す

る施設 

Ｃクラス：Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業

施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設 

廃棄物管理施設は、第一条（定義）における安全上重要な施設の有無の確

認の結果、いずれの施設も外部事象による安全機能の喪失により、公衆又は

従事者に過度の放射線障害を及ぼすおそれはない。したがって、Ｓクラス施

設はなく、Ｂクラス及びＣクラス施設のみである。 

ＢクラスとＣクラスの区分に関しては、地震の発生を想定した安全機能の

喪失を仮定し、公衆の被ばく線量評価結果に基づき、基本的には公衆の被ば

く線量が50μSvを超える施設をＢクラスに、またこれ以下の施設をＣクラス

に分類する。 

ただし、α核種を含む固体廃棄物を処理する設備については、地震時の閉

じ込め機能をより確かなものとするため、50μSv以下であっても耐震Ｂクラ

スとしている。また、α核種を含まない固体廃棄物を処理する設備のうち飛

散しやすい焼却灰を取り扱う設備については、同様に、50μSv以下であって

も耐震Ｂクラスとしている。さらに、α核種を含まない高線量の廃棄物を受

入又は処理する設備は、地震時の遮蔽機能をより確かなものとするため、50

μSv以下であっても耐震Ｂクラスとしている。 

耐震Ｂクラス及びＣクラスの施設を表１に示す。 

 

廃棄物管理施設の耐震設計に用いる地震力は、以下のとおりとする。 

Ｂクラス及びＣクラスの施設の建家、設備及び機器については、地震層

せん断力係数Ciにそれぞれ1.5及び1.0の係数を乗じ、さらに当該建家階層

以上の重量を乗じて算定した水平地震力に耐えるように設計する。 

また、機器・配管系については、上記の地震層せん断力係数Ciにそれぞ

れ1.5及び1.0の係数を乗じた値を水平震度とし、当該水平震度を20％増し
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とした水平地震力に耐えられるように設計する。 

ここで、地震層せん断力係数Cｉは、標準せん断力係数C0を0.2とし、建

家、設備及び機器の振動特性、地盤の特性を考慮して求められる値とする。 

 

第２項について 

廃棄物管理施設は、第一条（定義）における安全上重要な施設の有無の

確認の結果、いずれの施設も外部事象による安全機能の喪失により、公衆

又は従事者に過度の放射線障害を及ぼすおそれがあるものはない。したが

って、Ｓクラス施設はなく、Ｂクラス及びＣクラス施設のみを有するもの

とする。 

 

第３項について 

廃棄物管理施設には、安全上重要な施設はない。よって、耐震Ｂクラス又

はＣクラスとして、それぞれの地震力に対して安全機能を損なわない設計と

する。 

 

第４項について 

廃棄物管理施設には、安全上重要な施設はない。よって、耐震Ｂクラス又

はＣクラスとして、それぞれの地震力に対して安全機能を損なわない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

廃棄物管理施設は、敷地及び敷地周辺の自然環境を基に、廃棄物管理施設に

影響を及ぼし得る自然現象として、洪水、降水、風（台風）、竜巻、凍結、積

雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象及び森林火災の 11 事象を抽出

する。 

以下にこれらの自然現象に対する設計方針を示す。 
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第八条（外部からの衝撃による損傷の防止） 

廃棄物管理施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。）が発

生した場合においても安全性を損なわないものでなければならない。 

２ 廃棄物管理施設は、事業所又はその周辺において想定される当該廃棄

物管理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であっ

て人為によるもの（故意によるものを除く。）に対して安全性を損なわ

ないものでなければならない。 
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(１) 洪水 【略】 

(２) 風（台風） 

水戸地方気象台の観測記録（1937 年～2013 年）における 大瞬間風速を

考慮し、建築基準法に基づき風荷重を設定し、これに対し構造健全性を有す

る設計とする。 

(３) 竜巻 

大風速69m/sの竜巻が発生した場合において、全ての施設を対象に影響

を評価した結果、事前の廃棄物の退避が困難な廃棄物の処理又は保管を行う

施設の主要な安全機能である遮蔽機能及び閉じ込め機能を有する設備は、飛

来物となり得る設備の固縛や評価対象設備への飛来物の衝突を防ぐ設備の設

置により、構造健全性を維持し安全機能を損なわない設計とする。 

消火設備のうちガス消火設備については、設備を有する建家又は設備（セ

ル等）に損傷は生じず、屋外に敷設している配管の損傷を防止するための対

策を講じ、構造健全性を維持し、安全機能を損なわない設計とする。 

その他の安全機能については、地震後の施設の点検と同様、竜巻襲来後

には施設を点検することや、安全機能が喪失した設備については、あらかじ

め配置している代替設備・機器（通信連絡設備においては無線連絡設備、放

射線管理設備についてはサーベイメータ、消火設備については消火器や消火

栓設備、火災検知設備）により、人員が現場に駆けつけて対応できることを

含め、必要な安全機能を損なわない設計とする。 

また、藤田スケール（以下 F とする。）１クラスの 大風速である 49m/s

においては、施設の構造健全性を維持し、全ての安全機能が損なわれない設

計とする。 

竜巻随伴事象として、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」に基づき、

火災、溢水及び外部電源喪失を考慮する。 

火災については、自動車の衝突により発生する火災の影響を評価して、

安全機能の維持に影響を与えない設計とする。 

溢水については、廃棄物管理施設内で溢水が発生した場合においても、安

全機能を損なわないよう、放射性物質を含む液体を内包する容器又は配管の

破損によって、放射性物質を含む液体が管理区域外へ漏えいすることを防止

できるよう堰やピットを設ける設計とすることで、安全機能の維持に影響を

与えない設計とする。 

外部電源喪失については、廃棄物管理施設の遮蔽機能及び閉じ込め機能を

維持するための電力は不要であることから、外部電源喪失の影響により廃棄

物管理施設の安全性が損なわれることはない。 

 

設計上想定した竜巻に対しては全ての安全機能を維持する設計とし、F２

の 大風速の竜巻に対しては遮蔽及び閉じ込めの機能を有する設備の構造健
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全性を維持して必要な場合には代替設備等の活用により安全機能を維持す

る。また、F１の 大風速に対しては、施設の構造健全性を維持し、全ての

安全機能が損なわれない設計とする。 

(４) 凍結 【略】 ～ (１３) 自然現象の組合せ 【略】 

 

第２項について 

廃棄物管理施設は、敷地及び敷地周辺の状況を基に、廃棄物管理施設に影響

を及ぼし得る人為事象（故意によるものを除く。）として、飛来物（航空機落

下等）、ダム崩壊、施設内貯槽の決壊、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の

衝突又は電磁波障害の 7事象を抽出する。 

以下にこれらの事象に対する設計方針を示す。 

 

(１) 飛来物（航空機落下等） 

廃棄物管理施設の南西 15 ㎞地点には、百里飛行場がある。また、廃棄物

管理施設の上空には航空路があるが、航空機は、原則として原子炉のある大

洗研究所上空を飛行することを制限されている。 

「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率に対する評価基準について

（内規）（平成 14・07・29 原院第 4号、一部改正 平成 21・06・25 原院第 1

号）」（以下「評価基準」という。）に基づき、評価対象とする航空機落下事

故を、廃棄物管理施設周辺飛行場での民間航空機の離着陸時及び上空の航空

路を飛行中の民間航空機、自衛隊機及び米軍機を選定した。 

廃棄物管理施設の航空機落下確率を評価基準に基づき評価した結果、廃

棄物管理施設周辺飛行場での民間航空機の離着陸時及び上空の航空路を飛

行中の民間航空機、自衛隊機及び米軍機が本施設に落下する確率は、基準

に定められた標準的な面積 0.01km2 を各建家に用いた場合は、約 8.7×10-8 

回／施設・年であり、廃棄物管理施設の各建家の近接の程度に応じて、そ

れぞれ独立した半径 100m の円に入るように、敷地北部の建家を東側と西側

に、敷地東部は固体廃棄物減容処理施設として評価した場合は、約 1.3×

10-8～約 8.5×10-8 となり、10-7 回／施設・年を下回ることから、航空機

落下に対する防護設計を要しない。 

また、航空機落下による火災の影響は、航空機落下の可能性を無視できな

い範囲の中で発火点から施設までの距離（離隔距離）が も短いα固体処理

棟の他、森林火災の影響を評価した固体集積保管場Ⅱを評価対象とし、落下

確率が高いことから、落下する航空機を自衛隊又は米軍機の機体及び有視界

の飛行方式の民間機とし、近隣を飛行する航空機のうち も搭載燃料量が大

きい F-15 戦闘機が落下して燃料の全部が発火した場合を想定し評価した。

その結果、α固体処理棟及び固体集積保管場Ⅱの壁の外表面温度はコンクリ

ートの許容温度 200℃を超えないこと、また、施設の内部の 高温度が設
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備、機器の材料の耐熱温度を下回ることから、施設の安全機能が損なわれこ

とはない。 

航空機落下による火災の二次的な影響として想定されるばい煙及び有毒ガ

スに対しても、廃棄物管理施設は、施設を速やかに停止できることから、施

設の安全機能が損なわれるおそれはない。 

(２) ダム崩壊 【略】 ～ (７) 電磁波障害 【略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

廃棄物管理施設の安全機能を有する施設については、その安全機能の喪失

を仮定して重要度を区分し、必要な安全機能を確保する設計とする。 

安全機能を有する施設の内、機能喪失により公衆又は従事者に放射線障害

を及ぼすおそれがある施設を、安全上重要な施設とする。 

安全上重要な施設を選定した結果、何れの施設においてもその機能の喪失

により、公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるものはない。ま

た、安全設計上想定される事故が発生した場合に公衆又は従事者に放射線障

害を及ぼす事象はない。そのため、廃棄物管理施設には、安全上重要な施設

はない。 

 

第２項について 

安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用する設備としては商用電源

の受電設備、放送設備、またモニタリング設備のうち、モニタリングポスト

及びモニタリングカーがある。廃棄物管理施設内では受電設備及び予備電源

を共用している。これらの共用施設で故障等が発生した場合には、予備設

第十一条（安全機能を有する施設） 

安全機能を有する施設は、その安全機能の重要度に応じて、その機能

が確保されたものでなければならない。 

２ 安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用し、又は安全機能を有

する施設に属する設備を一の廃棄物管理施設において共用する場合に

は、廃棄物管理施設の安全性を損なわないものでなければならない。 

３ 安全機能を有する施設は、当該施設の安全機能を確認するための検査

又は試験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理がで

きるものでなければならない。 

４ 安全上重要な施設又は当該施設が属する系統は、廃棄物管理施設の安

全性を確保する機能を維持するために必要がある場合には、多重性を有

しなければならない。 
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備、代替設備及び代替機器により廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計

とする。 

 

第３項について 

廃棄物管理施設の安全機能を有する施設は、当該施設の安全機能が維持さ

れることを確認するために、その機能の重要度に応じて、設備の運転中又は

停止中に定期的に試験又は検査ができる設計とし、施設定期自主検査で確認

することを保安規定で定め、遵守する。また、保守及び修理を行えるよう設

計する。 

 

第４項について 

当該廃棄物管理施設には、安全上重要な施設はないため、系統の多重性は

必要としない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

第１項第１号について 

廃棄物管理施設には、廃棄体を管理する施設として固体集積保管場Ⅰ、固

体集積保管場Ⅱ、固体集積保管場Ⅲ、固体集積保管場Ⅳ、α固体貯蔵施設の

建家及び設備を構成し、放射性廃棄物を貯蔵・管理できる能力を有すること

とするため、管理する放射性廃棄物の年間での増加を考慮して、5 年後にあ

っても満杯とならない設計とする。 

 

第１項第２号について 

廃棄物管理施設には、管理する放射性廃棄物の性状を考慮し、放射性廃棄

物の過積載により 下段に積載された廃棄体の損壊のおそれがないよう、廃

棄物パッケージごとに、安全性が確保できる適切な定置方法により貯蔵する。 

第十四条（管理施設） 

廃棄物管理施設には、次に掲げるところにより、放射性廃棄物を

管理する施設を設けなければならない。 

一 放射性廃棄物を管理するために必要な容量を有するものとする

こと。 

二 管理する放射性廃棄物の性状を考慮し、適切な方法により当該

放射性廃棄物を保管するものとすること。 

三 放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱によって

過熱するおそれがあるものは、冷却のための必要な措置を講ずるもの

とする 
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廃棄物パッケージの保管方法は 下段のパッケージが上部に積載される

パッケージから受ける荷重を積算し、廃棄体の損壊のおそれがないことを確

認している。 

具体的な廃棄物パッケージ及び保管体の保管方法を以下に示す。 

（１） ドラム缶型廃棄物パッケージ 

ドラム缶型廃棄物パッケージの容器は、鋼製で円筒の中央に 2 本の帯

状の突起部があり、横積みにおいてはこれがズレ防止となる。ドラム缶

型廃棄物パッケージのうち、ドラム缶内に鉄筋コンクリートの内張りを

施して横方向の強度を有するものにあっては、固体集積保管場Ⅱ及び固

体集積保管場Ⅲにおいてラック上に横積み 6 段で保管している。また、

鉄筋コンクリートの内張りを施していないものは、円筒竪型で縦に置く

ことで安定な状態となることから、固体集積保管場Ⅲ及び固体集積保管

場Ⅳにおいて鋼製パレットに 4 本を定置し、3 段積みで保管している。 

（２） 角型鋼製廃棄物パッケージ 

角型鋼製廃棄物パッケージは、鋼製の箱状であることから、固体集積

保管場Ⅲ及び固体集積保管場Ⅳにおいて鋼製パレットに竪積 2 段で保

管している。 

（３） ブロック型廃棄物パッケージ 

ブロック型廃棄物パッケージは、円筒形で重量物であることから、固

体集積保管場Ⅰでは竪積 2 段で床置きで、固体集積保管場Ⅳでは鋼製パ

レットに竪積 2 段で保管している。保管に際して上部のブロック型廃棄

物パッケージに遮蔽スラブを設置する。 

（４） 保管体 

保管体は、ステンレス鋼製の円筒形であることからα固体貯蔵施設に

おいて円筒状の竪孔に複数個を集積保管している。 

 

1.3 放射線の遮蔽に関する設計 

廃棄物管理施設周辺の一般公衆、周辺監視区域内に滞在する放射線業務

従事者以外の者及び放射線業務従事者の線量が、「線量告示」に定められた

線量限度を超えないことはもとより、放射線業務従事者の立入場所等にお

ける線量を合理的に達成できる限り低減できるように遮蔽設計を行う。 

また、廃棄物管理施設は、平常時において、人の居住の可能性のある周

辺監視区域外の直接線及びスカイシャイン線による線量が 大となる場所

において、周辺監視区域外の平常時における廃棄物管理施設からの環境へ

の放射性物質の放出等に伴う公衆の受ける線量と合わせて年間 50μSv 以

下となるよう、線量若しくは放射能の高い廃棄物を取り扱う設備又はこれ

を囲む設備に遮蔽機能を設けることとし、建家のコンクリート壁、廃棄体

の適切な配置により遮蔽を行うよう設計する。 
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1.3.1 遮蔽設計の基本方針 

(1) 廃棄物管理施設は、平常時において、放射線業務従事者が受ける線量

が「線量告示」に定められた値を超えないようにすることはもとより、

不要な放射線被ばくを防止する設計とする。 

(2) 廃棄物管理施設は、平常時において、周辺監視区域内の人が滞在する

場所における線量が、周辺監視区域内に滞在する放射線業務従事者以外

の者の立入時間を考慮して、年間 50μSv 以下となるよう、建家のコン

クリート壁、廃棄体の適切な配置により遮蔽を行う。 

(3) 廃棄物管理施設は、平常時において、人の居住の可能性のある周辺監

視区域外の直接線及びスカイシャイン線による線量が 大となる場所

において、周辺監視区域外の平常時における廃棄物管理施設からの環境

への放射性物質の放出等に伴う公衆の受ける線量と合わせて年間 50μ

Sv 以下となるよう、線量若しくは放射能の高い廃棄物を取り扱う設備

又はこれを囲む設備に遮蔽機能を設けることとし、建家のコンクリート

壁、廃棄体の適切な配置により遮蔽を行うよう設計する。また、遮蔽壁

及び積載方法など廃棄体の適切な配置を考慮する。特に固体集積保管場

Ⅰについては平成 25 年 12 月 18 日以前の配置を変更しないことを考慮

する。 

(4) 遮蔽設計に当たっては、放射線業務従事者の立入頻度、立入時間を考

慮した適切な遮蔽設計区分を設け、各区分に定める基準線量率を満足す

るよう遮蔽を施し、又は作業時間の制限を行えるように考慮する。 

(5) 遠隔操作機器を組み入れた処理装置により処理を行い、放射線業務従

事者の線量の低減を図るための措置を講ずる。 

(6) 遮蔽設備に開口部又は配管その他の貫通部分がある場合であって放射

線障害を防止する必要がある場合には、放射線の漏えいを防止するため

の措置を講ずる。 

(7) フード類の面風速管理を行い従事者への不要な被ばくを防止するため

の措置を講ずる。 

(8) 遮蔽設計に用いる線源は、機器の放射性物質の内包量、施設内での放

射性物質の 大取扱量及び廃棄体の表面線量を考慮し、遮蔽計算上厳し

い評価結果を与えるように線源条件を設定し、遮蔽設計においては、遮

蔽体の形状、材質及び寸法を考慮し、十分な安全裕度を見込む設計とす

る。 

(9) 廃棄物管理施設は、放射性物質を搬送する際に必要な搬送設備を備え

ることにより、放射線業務従事者が必要な操作を行うことができる設計

とする。 
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1.6 耐震設計 

 

1.6.3 地震力の算定法 

(1) 廃棄物管理施設の耐震設計に用いる地震力の算定は、以下に示す方法

による。 

a. 建家、設備 

水平地震力は、地震層せん断力係数 Cｉに、以下に示す施設の重要

度分類に応じた係数を乗じ、さらに当該建家階層以上の重量を乗じて

算定するものとする。 

Ｂクラス     1.5 

Ｃクラス     1.0 

ここで、地震層せん断力係数 Cｉ は、標準せん断力係数 C0 を 0.2

とし、建家、設備の振動特性、地盤の種類等を考慮して求められる値

とする。 

b. 機器・配管系 

各耐震クラスの地震力は、上記 a.に示す地震層せん断力係数 Cｉに

施設の重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度とし、当該水

平震度を 20％増しとした水平地震力より求めるものとする。 

なお、Ｂクラスの施設のうち、共振のおそれのあるものについては

その影響の検討を行うこととする。 

 

1.6.5 主要施設の耐震構造 

廃棄物管理施設の主要施設は、廃棄物管理設備本体及び放射性廃棄物

の受入れ施設で構成する。それらの各施設は、耐震上の重要度に応じた

耐震構造を有する設計とする。 

主要施設の建家、設備は、鋼材又は鉄筋コンクリートを主体とした堅

牢な構造とし、それぞれの耐震クラスに応じた耐震性を有するものとす

る。 

また、主要な機器・配管系を直接又は間接に支持する構造物は、当該

機器・配管系の耐震クラスに応じた支持機能を有するものとする。 

建家、設備及び機器は、それぞれの規模、重量及び耐震設計上の重要

度を考慮して、以下のような設置方法及び設置地盤の選定を行う。 

a) 建家、設備の基礎 (装置基礎を含む)を直接基礎とする場合の許

容支持力度を、見和層上部層の上位の砂層及び下位の砂層につい

て、平板載荷試験結果に基づいて算定すると、根入れ深さによる効

果を無視したとしても、それぞれ127.4kN／m2 及び343.2kN／m2 を

超えている。また、見和層上部層のシルト層における許容支持力度

について、室内土質試験の結果に基づいて算定すると、基礎底面の
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小幅による効果及び基礎の根入れ深さによる効果を無視したとし

ても、三軸圧縮試験結果から、127.4kN／m2 を超えている。 

b) 建家、設備の基礎を杭基礎とする場合は、見和層上部層の下位の

砂層におけるＮ値がほとんどの位置において標準貫入試験の上限値

である50 以上に達していることから、この層に支持させることによ

り、十分な支持力を得ることができる。 

これらに基づき、建家、設備の基礎計画に当たっては、当該建家、

設備の構造、常時接地圧、耐震設計上の重要度分類を考慮して支持地

盤及び基礎形式の選定を行うこととする。特に耐震設計上の重要度分

類Ｂクラスの建家、設備については見和層の上部層を支持地盤とし、

基礎を直接基礎とする場合は、常時接地圧が 127.4kN／m2 を超える

ものは見和層上部層の下位の砂層に支持させ、また、基礎を杭基礎と

する場合は、Ｎ値が 50 以上の層に支持させることとする。 

また、建家、設備の常時接地圧は、平板載荷試験結果に基づく許容

支持力度の推定結果に裕度を見込み、 大でも 245.1kN／m2 を超え

ないように設計する。 

なお、耐震設計上の重要度分類Ｂクラスの施設又は設備の入ってい

る施設は廃液処理棟、β・γ固体処理棟Ⅲ、β・γ固体処理棟Ⅳ、α

固体処理棟、廃液貯留施設Ⅰ、廃液貯留施設Ⅱ、α固体貯蔵施設、固

体廃棄物減容処理施設である。 

 

 

 

 

2. 廃棄物管理を行う放射性廃棄物 

2.1  概  要 

廃棄物管理施設において廃棄物管理を行う放射性廃棄物は、国立研究開

発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所 (北地区)及び大洗研究所 (南

地区)並びに国立大学法人東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー材

料科学国際研究センター及び日本核燃料開発株式会社における原子炉の運

転、核燃料物質の使用及びこれらの施設の廃止に伴って発生し、その処理

を行うために受け入れる液体廃棄物及び固体廃棄物並びに放射線障害防止

のために、これらを処理して容器に封入又は固型化し、廃棄体で管理を行

うものである。 

2.2 廃棄物管理を行う放射性廃棄物の分類 

2.2.1 受け入れる放射性廃棄物の区分 

廃棄物管理を行う放射性廃棄物は、それぞれ も適切と思われる方

法で処理し、管理するために、その性状、含まれる放射性物質の種類及
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び量、容器表面の線量率によって以下のように区分して受け入れる。 

注)  *1：アルファ線を放出しない放射性物質とは、*2に示すもの以外の

ものをいう。 

*2：アルファ線を放出する放射性物質とは、超ウラン元素であって

アルファ線を放出する核種をいう。 

以下、アルファ線を放出する放射性物質を「α放射性物質」、それ以

外の放射性物質を「β・γ放射性物質」という｡ 

(2)  固体廃棄物 

（ 大放射能濃度） 

β・γ放射性物質 ； 3.7×1013 Bq／容器*3 

α放射性物質 ； 3.7×1012 Bq／容器*3 

ただし、プルトニウム 1g／容器*3、核分裂性物質 4g／容器*3 

注) *3：容器の基準容積；20ﾘｯﾄﾙ（以下本項において同じ。） 

a.  β・γ固体廃棄物Ａ 

（区分上限値） 

容器表面の線量率      ； 2 mSv／h 未満 

b.  β・γ固体廃棄物Ｂ 

（区分上限値） 

β・γ放射性物質の濃度 ； 3.7×1013 Bq／容器*3 

 

2.2.2 処理後の放射性廃棄物の区分 

処理を行った後の放射性廃棄物は、以下のように区分して管理施設

で管理する。 

(1) 廃棄物パッケージ 

（ 大放射能濃度） 

β・γ放射性物質 ； 3.7×1013 Bq／容器*3 

α放射性物質   ； 3.7×1012 Bq／容器*3 

注) *3：容器の基準容積；20 ﾘｯﾄﾙ（以下本項において同じ。） 

 

2.5 放射性廃棄物の管理形態 

放射性廃棄物は、容器に封入又は固型化し廃棄体として、 終処分が行

われるまでの間、管理施設において管理する。管理を行う廃棄体は、放射

性物質が容易に飛散し漏えいすることのない十分な強度を有するものであ

る。廃棄体には、以下に示す廃棄物パッケージと保管体の 2種類がある。 

(1) 廃棄物パッケージ 

放射性廃棄物は、α固体廃棄物Ｂを除き、処理の後、コンクリートブ

ロック又はドラム缶若しくは角型容器を容器として固型化し、又は封入

して、ブロック型廃棄物パッケージ、ドラム缶型廃棄物パッケージ、角
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型鋼製廃棄物パッケージとする。 

コンクリートブロックは鉄筋コンクリート製で、直径約 1.3m、高さ約

1.4m のものと、直径約 1.1m、高さ約 1.2m のものがある。また、ドラム

缶は、200 ﾘｯﾄﾙドラム缶と 200 ﾘｯﾄﾙドラム缶に厚さ約 2～5cm 程度の鉄

筋コンクリート等のライニングを施したものがある｡角型容器は鋼製

で、幅約 1.2m、長さ約 1.3m、高さ約 1.1m の容器である。 

これらには、封入する放射性廃棄物の線量率に応じて、遮蔽効果を高

めるための補助容器を使用することができるようにする。 

廃棄物パッケージはそれ自体で放射性物質の閉じ込めの能力を有す

るものとする。また、廃棄物パッケージは通常時に取り扱う 大高さか

らの落下に対しても、破損により内容物が漏出し難い強度を有する構造

の容器とする(1)(2)(3)。 

廃棄物パッケージの取扱いは、落下防止を考慮した専用の吊り具及び

パレットによって行うとともに、使用するクレーン、フォークリフト及

びエレベータの荷役荷重は、廃棄物パッケージの重量に対して十分な余

裕を有するものとする。これら荷役設備については、健全な状態を維持

するために定期的に点検を行う。 

 

4. 廃棄物管理設備本体 

4.1 概  要 

廃棄物管理設備本体は、処理施設と管理施設で構成する。 

 

4.3 管理施設 

4.3.1  概  要 

管理施設は、ブロック型廃棄物パッケージ、ドラム缶型廃棄物パッケ

ージ及び角型鋼製廃棄物パッケージを保管するための固体集積保管場

Ⅰ、固体集積保管場Ⅱ、固体集積保管場Ⅲ及び固体集積保管場Ⅳ並びに

保管体を貯蔵するためのα固体貯蔵施設で構成する。 

 

4.3.2  設計方針 

(1) 本施設で管理する廃棄体の保管方法は、 大管理能力を超えない設計

とする。 

(2) 本施設のうち、天井走行クレーン又はフォークリフトを設置している

施設については、廃棄物パッケージ又は保管体を収納する運搬容器の落

下防止を考慮した設計とする。 

(3) 保管体を収納するための運搬容器は、落下防止を考慮した設計とす

る。 
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4.3.3  主要設備の仕様 

管理施設の主要設備の仕様を第 4.3.1 表に示す。 

また、固体集積保管場Ⅰ、固体集積保管場Ⅱ、固体集積保管場Ⅲ、固

体集積保管場Ⅳ及びα固体貯蔵施設の概要及び機器配置図を第 3.3.8

図から第 3.3.12 図に示す。 

 

4.3.4  主要設備 

(1)  固体集積保管場Ⅰ 

固体集積保管場Ⅰは、ブロック型廃棄物パッケージを保管する区域、

ブロック型廃棄物パッケージの搬入に先立ち計画的に製作する遮蔽ス

ラブ及びフォークリフトで構成する。なお、遮蔽スラブは、寸法の異な

る複数の種類を組み合わせて使用するとともに、開口部が生じないよ

う定置する。 

廃棄物パッケージは、竪積保管設備に 2段積みで、遮蔽スラブの遮蔽

能力に見合ったものとして、 大管理能力を満足するよう集積保管す

る。 

廃棄物パッケージを搬送するためのフォークリフトは落下防止機構

を設ける。 

(2)  固体集積保管場Ⅱ 

固体集積保管場Ⅱは、ドラム缶型廃棄物パッケージを保管する区域

及び天井走行クレーンで構成する。 

廃棄物パッケージは、ラック式横積保管設備に 6 段積みで 大管理

能力を満足するよう集積保管する。 

廃棄物パッケージを搬送するための天井走行クレーンは、落下を防

止するためにフックに外れ止めを設ける。 

(3)  固体集積保管場Ⅲ 

固体集積保管場Ⅲは、ドラム缶型廃棄物パッケージを保管する区域、

角型鋼製廃棄物パッケージを保管する区域及び天井走行クレーンで構

成する。 

ドラム缶型廃棄物パッケージは、ラック式横積保管設備に 6 段積み

及びパレット式竪積保管設備に 3 段積みで、角型鋼製廃棄物パッケー

ジは、パレット式竪積保管設備に 2 段積みで 大管理能力を満足する

よう集積保管する。 

廃棄物パッケージを搬送するための天井走行クレーンは、落下を防

止するためにフックに外れ止めを設ける。 

(4)  固体集積保管場Ⅳ 

固体集積保管場Ⅳは、ブロック型廃棄物パッケージを保管する区域、

ドラム缶型廃棄物パッケージを保管する区域、角型鋼製廃棄物パッケ
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ージを保管する区域、フォークリフト及びエレベータで構成する。 

ブロック型廃棄物パッケージ及び角型鋼製廃棄物パッケージは、パ

レット式竪積保管設備に 2段積みで、ドラム缶型廃棄物パッケージは、

パレット式竪積保管設備に 3 段積みで 大管理能力を満足するよう集

積保管する。 

廃棄物パッケージを搬送するためのフォークリフトは落下防止機構

を設ける。 

(5)  α固体貯蔵施設 

α固体貯蔵施設は、保管体を貯蔵する貯蔵設備、天井走行クレーン及

び貯蔵孔内空気サンプリング設備で構成する。 

地階には貯蔵設備を設け、その下部及び周囲には配管室等を配置す

るように設計する。 

貯蔵設備は、鉄筋コンクリート製の躯体とそれに設けた貯蔵孔等で

構成し、貯蔵孔の内面にはステンレス鋼ライニングを施し、その下部は

貯蔵孔内空気サンプリング設備と接続する。貯蔵孔内空気サンプリン

グ設備は、貯蔵孔内の空気又は凝縮水をサンプリングするもので、これ

によって貯蔵中の保管体の健全性を確認することができるようにす

る。保管体は、Ｌ型保管体を 3個貯蔵するためのＬ孔、Ｓ型保管体を 5

個貯蔵するためのＳ孔、Ｇ型保管体を 6 個貯蔵するためのＧ孔の 3 種

類の竪孔式貯蔵設備により 大管理能力を超えないよう集積保管す

る。 

保管体を収納する運搬容器を搬送するための天井走行クレーンは、

落下を防止するためにフックに外れ止めを設ける。 

保管体を貯蔵孔内に収納する場合の吊り具には、落下を防止するた

めに永電磁型電磁石の安全機構を設ける。 

 

4.3.5 試験検査 

管理施設は、定期的に試験及び検査を実施する。 

 

4.3.6  評  価 

(1) 本施設で管理する廃棄体の保管方法は、 大管理能力を超えない設

計とする。 

(2) 本施設のうち、天井走行クレーン又はフォークリフトを設置してい

る施設については、廃棄物パッケージ又は保管体を収納する運搬容器

の落下防止を考慮した設計とする。 

(3) 保管体を収納するための運搬容器は、落下防止を考慮した設計とす

る。 
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